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該当施策の対応一覧表

男女１ ＤＶ対策 多文化１ コミュニケーション支援 人権教育（家庭教育）
男女２ 雇用・意思決定 多文化２ 生活支援 人権教育（学校等における人権教育）
男女３ 啓発・広報 多文化３ 多文化共生の地域づくり 人権教育（社会教育）
男女４ 保育・学校教育 多文化４ 保育・学校教育 人権啓発（市民への啓発等）
男女５ 全般に関わる取組 多文化５ 全般に関わる取組 人権啓発（企業・団体等への啓発）

人権啓発（関係機関等との連携）
子ども１ 京都はぐくみ憲章の推進 職場づくり１ 真のワーク・ライフ・バランスの推進
子ども２ 児童虐待対策の推進 職場づくり２ 啓発・広報 相談・救済１ 各種の相談に応えられる体制の充実
子ども３ 不登校，いじめ，問題行動 相談・救済２ 相談・救済に関わる関係機関等による連携の充実

子ども４ ニート，ひきこもり 　　感染症１ 相談・検査体制 相談・救済３ 人権擁護委員活動との連携
子ども５ 子育て支援ネットワークの充実 　 感染症２ 人材育成 相談・救済４ 相談機関等に関する情報の通知
子ども６ 子育て家庭への支援 感染症３ 啓発
子ども７ 子育てを支え合える地域社会づくり 感染症４ 教育

子ども８ 
携帯電話・インターネット

子ども９ 安全教育 犯罪被害１ 支援対策
犯罪被害２ 啓発・教育 推進・研修１ 推進体制

高齢者１ 虐待 推進・研修２ 職員研修
高齢者２ 権利擁護 ホームレス１ 勤労 　２　関係機関，関係団体等との連携
高齢者３ 認知症施策 ホームレス２ 社会参加 連携１ 関係機関，関係団体等との連携
高齢者４ 介護サービス ホームレス３ 相談 　３　進行管理と評価
高齢者５ 見守り 　　進行・評価１ 進行管理
高齢者６ 社会参加 高度情報化１ 携帯電話・インターネット 進行・評価２ 評価
高齢者７ 世代を超えて支え合う意識の共有 高度情報化２ 啓発・広報
高齢者８ 学校教育 高度情報化３ 第三者による住民票の写し等の不正取得の防止

高齢者９ 全般に関わる取組
ＬＧＢＴ等の性的少数者

障害者１ 障害者虐待の防止 刑を終えて出所した人
障害者２ 障害のある人の権利擁護の促進 アイヌの人々
障害者３ 精神障害のある人が安心して暮らせるまちづくり 婚外子
障害者４ 障害のある人の就労支援 東日本大震災等に起因する人権問題
障害者５ 発達障害児者及びその家族への支援の充実
障害者６ 相談支援 　 複数課題１ 複数課題に関する事業
障害者７ ユニバーサルデザイン・まちづくり
障害者８ 社会参加・交流の促進
障害者９ 啓発
障害者１０ 保育・学校教育
障害者１１ 共生社会の実現に向けたネットワークの充実
障害者１２ 全般に関わる取組

同和問題１ 第三者による住民票の写し等の不正取得の防止
同和問題２ 啓発
同和問題３ 教育
同和問題４ 全般に関わる取組

　１３　複数課題に関する事業

　５　ひとりひとりの人権が大切にされる同和問題の解決のための取組

　１　推進体制と職員研修
　３　高齢者の人権尊重と支え合う健康長寿のまちづくり

　１０　ホームレスの人権尊重と自立支援

　１１　高度情報化社会における人権尊重

　１２　様々な課題
　４　障害者の人権尊重と互いに支え合うまちづくり

様々１

教育・啓発２

　２　子どもを共に育む社会づくり 　７　安心して働き続けられる職場づくり
　２　相談・救済

　８　感染症患者等の人権尊重

　９　犯罪被害者等の人権尊重 Ⅲ　計画の推進（計画の第4章部分）

Ⅰ　各重要課題の取組（計画の第2章部分） Ⅱ　教育・啓発，相談・救済の取組（計画の第3章部分）

　１　女性と男性が互いに人権を尊重し支え合うまちづくり 　６　多文化が息づくまちづくりと外国籍市民等の人権尊重 　１　教育・啓発

教育・啓発１



【各局区等共通】

各局区等共通
番号 事 業 名

新規・
継続等

事業目的 平成２８年度　取組実績 担 当 課

1
刊行物等への啓発標語の
掲載

継続 　より多くの市民に人権擁護思想の普及高揚を図
り，人権文化の構築を目指す。

　本市が発行する印刷物等に人権啓発標語を掲載した。 各局区等 教育・啓発 2

2
公用車による啓発（巡回
啓発，ステッカー掲示）

継続 　人権問題を広く市民に周知するとともに，人権尊
重の意識の普及高揚を図る。

　憲法月間・人権月間等において公用車に人権啓発プレートを掲示した。 各局区等 教育・啓発 2

3
人権啓発看板，啓発のぼ
り旗等の掲出

継続
　より多くの市民に人権擁護思想の普及高揚を図
り，人権文化の構築を目指す。

　バス営業所，地下鉄駅及び本市の施設の玄関等に人権啓発看板や啓発のぼり旗，啓発標語パネル等を掲
出した。

教育・啓発 2

4
地域団体の人権研修支援
（資料提供等）

継続
　地域団体等が行う人権研修会を支援し，人権擁護
思想の普及高揚を図る。

　地域団体等が行う人権研修会を支援し，人権問題に関する講演の中で，参考資料を配布するなど，人権
擁護思想の普及高揚を図った。

各区・支所 教育・啓発 2

5
市庁舎等の障害のある
方・高齢者対応設備の設
置・改修

継続
　障害のある方や高齢者が安心して利用することの
できる市庁舎を目指す。

　「京都市みやこユニバーサルデザイン推進条例」に基づき，障害のある方や高齢者が安心して利用する
ことのできる市庁舎を目指した。

各局区等 障害者 7

6
人権行政に関する情報の
職員への提供

継続
　職員一人一人が人権意識を高めるための情報提供
を行う。

　人権関係の情報誌，チラシの配布，講演会等のポスター掲示による職員への情報提供を行った。 各局区等 推進・研修 2

7
人権行政の視点からの所
属事務事業の点検

継続 　人権尊重の視点で市政を推進する。 　人権尊重の視点で市政を推進するため，所属事務事業を点検し，必要な改善を図った。 各局区等 推進・研修 1

8
人権教育に関する情報提
供等職員の自主的な研修
等の条件整備

継続
　自主的な人権研修を促進するための条件整備を図
る。

　人材育成推進室等からの情報を職員に周知し，自主的に参加しやすい条件整備を行う。また，職員が人
権問題について自主的に勉強会や研修を行うための資料の提供，講師の紹介，研修時間の確保などの協力
を行った。

各局区等 推進・研修 2

9 職員研修 継続
　人権文化の構築に関する理解を深めるための職員
研修を実施する。

　５月を「憲法月間」，12月を「人権月間」として研修推進の月間に位置付け，所属における研修を実
施した。

各局区等 推進・研修 2

該当事業・対応番号

平成２８年度取組実績（各局区別一覧）

【各局区等共通】  1



【環境政策局】

環境政策局
番号 事 業 名

新規・
継続等

事業目的 平成２８年度　取組実績 担 当 課

1 職員研修 継続
　憲法月間・人権月間において，所属単位で研修を
実施

　子どもや女性の人権，同和問題などに関して，所属において，討論を中心とした研修を実施し，業務繁
忙の理由で実施ができなかった課でも，資料配布等で可能な限り意識向上に努めた。

環境総務課 推進・研修 2

2

ごみ減量・分別に係る啓
発チラシの外国語版，点
字版，音声テープ版，CD
版の作成・配布

継続
　外国人等に対して，ごみ減量・分別リサイクルの
取組を周知する。

　昨年度に引き続き，ごみ減量・分別リサイクルに係る啓発チラシの外国語版（英語，中国語，朝鮮・韓
国語）を作成し，各区役所・支所等へ配布するとともに，障害者への周知として点字版と録音版を作成
し，各区役所・支所の福祉事務所等へ配布した。
市民しんぶん（２８年12月号）の点字版３９０部，録音版５６０本

ごみ減量推進
課

複数課題 1

3
有料指定袋制の実施に伴
う福祉施策

継続

　ごみの減量に一定の制約がある紙おむつの支給を
受けておられる方や，在宅で腹膜透析を実施されて
いる方等に対して，「負担の公平性」の原則を踏ま
え，指定袋を一定枚数配布する制度を設けている。

　昨年度の実績を踏まえ，有料指定袋制の実施に伴う福祉施策の状況を把握・管理し，今後の展開につい
て検討を行った。
新生児　8,858人，高齢者　2,777人，障害のある方　493人，在宅腹膜　100人

ごみ減量推進
課

複数課題 1

4
ユニバーサルデザインに
対応した観光トイレの充
実

継続

　誰もが快適に利用できるように，ユニバーサルデ
ザインに対応した観光トイレ（※）の充実を図る。

※観光客向けのトイレが必要な場所にある民間施設
の所有者の御協力を得て，観光客や市民の皆様に開
放いただくトイレ

　観光トイレ１箇所において，施設整備費用助成制度を利用した既存トイレの建て替えの際に，新たに洋
式大便器を設置した。

障害者 7

5
ごみ収集福祉サービス
（まごころ収集）の実施

継続

　ごみ出しが困難な要介護高齢者等への生活支援と
して，定期収集ごみ（燃やすごみ，缶・びん・ペッ
トボトル，プラスチック製容器包装，小型金属類・
スプレー缶）を自宅の玄関先まで回収に伺う。

　引き続き，機会あるごとに制度の広報・周知に努めるとともに，居宅介護支援事業所等としっかり連
携・調整しながら，ごみの排出支援が必要な方が利用できる制度として運用していく。
【平成２８年度実績】利用世帯数　３，８７６世帯

まち美化推進
課

高齢者 9

6
ユニバーサルデザインに
対応した公衆トイレの整
備

継続
　公衆トイレの新規設置や改修の機会において，ユ
ニバーサルデザインに配慮し，誰もが快適に利用で
きるよう整備する。

　公衆トイレ２０箇所において，和式大便器の洋式化改修を実施した。
　また，公衆トイレ1箇所において，水洗化及び和式大便器の洋式化に係る設計を実施した。

まち美化推進
課

障害者 7

該当事業・対応番号

【環境政策局】  2



【行財政局】

行財政局
番号 事 業 名

新規・
継続等

事業目的 平成２８年度　取組実績 担 当 課

1 職員研修 継続
　憲法月間・人権月間において，所属単位で研修を
実施する。

   研修の機会を通して，職員一人一人の意識の向上につながるよう，各所属においてもビデオや講義・討
議による研修を継続し，業務繁忙の理由で実施ができなかった課でも，資料配布等で可能な限り意識向上
に努めた。

総務課 推進・研修 2

2
市庁舎等の身体障害のあ
る方・高齢者対応設備の
設置・改修

継続
　身体障害のある方や高齢者が安心して利用するこ
とのできる市庁舎を目指す。

　「京都市みやこユニバーサルデザイン推進条例」に基づき，より身体障害のある方や高齢者が安心して
利用しやすい市庁舎の維持，向上に努めた。

庁舎管理課 障害者 7

３－１
職員研修
[人権研修の実施]

継続
　職員を対象に研修を行い，人権問題に対する意識
を高めるとともに理解を深める。

　人権文化の構築に向けて，研修推進月間と位置付ける５月「憲法月間」及び１２月「人権月間」に，す
べての職員を対象とした人権に関する理解を深める研修を実施し，「憲法月間講座」は１３３名，「人権
月間講座」においては，１２８名が受講した。

人事課 推進・研修 2

３－２
職員研修
[局区等研修の充実]

継続
　局区等において人権研修が積極的かつ効率的に進
められるよう，奨励・支援を行う。

　職員研修支援窓口及び研修教材の充実を図るとともに，局区等が人権等研修を実施する場合，人事課が
委託先として外部研修機関を指定し，予算の範囲内で研修に係る費用の支援を行い，１事務局，１区役所
にて4回の研修が実施され，９８人の参加があった。また，研修推進月間と位置付ける５月の「憲法月
間」，１２月の「人権月間」に，所属における研修を奨励・支援することにより，４０３回の研修が実施
され，９，３７８人が参加し，人権問題の意識向上を促進した。

推進・研修 2

３－３
職員研修
[研修教材や研修資料の充
実]

継続 　人権研修に資する資料等の更なる充実を目指す。
　研修ビデオや研修資料の収集に努め，平成２８年度は７種類１５本の人権研修に資する研修ビデオを購
入した。また，庁内イントラネットのホームページにおいて，広く職員に対して情報提供を行い，人権研
修に資する研修ビデオについて，８２回の貸出を行った。

人事課 推進・研修 2

該当事業・対応番号

【行財政局】  3



【総合企画局】

総合企画局
番号 事 業 名

新規・
継続等

事業目的 平成２８年度　取組実績 担 当 課

1
テレビ広報の一部への字
幕挿入

継続
　聴覚に障害がある方に対して市政の情報を提供す
る。

　聴覚に障害のある方にも市政に関する情報を提供するため、テレビ広報番組等の一部に字幕を挿入し
た。

市長公室
広報担当

障害者 12

2
各種広報媒体を活用した
広報啓発活動の展開

継続
　すべての市民が共に生きる社会の構築に向け，各
種広報媒体を活用した啓発活動を行う。

　人権文化の構築に向け，市民しんぶんやラジオの市政番組等を活用し，市民に情報提供を行った。
○市民しんぶん記事
   ・毎号，「心のカギ」コーナーで人権に関する情報を掲載
　　（寄稿文の紹介など）
　・その他，人権啓発イベント等を随時掲載
○ラジオ番組
   ・「ちょこっと情報☆きょうと」， 「KYOTO CITY PUBLIC LINE」で関連イベント紹介
　・「明日への歩み」5・8・12月の毎週日曜放送
　・「人権インフォメーション」5・8・12月の毎日放送
○電光掲示板（市役所前，京都駅前，ゼスト御池），庁舎内テレビモニターで随時発信

市長公室
広報担当

教育・啓発 2

3
市民しんぶん視覚障害者
版

継続
　視覚に障害がある方に対して市政の情報を提供す
る。

　視覚に障害のある方にも市政に関する情報を提供するため，市民しんぶん点字版・文字拡大版・テープ
版・デイジー（ＣＤ）版を発行した。
　 発行部数（毎月）
　 点字版  … 220部（全市版），278部（区版）
　 文字拡大版  … 375部（全市版），430部（区版）
　 テープ版… 230セット（全市版），240セット（区版）
　 デイジー版  … 200部（全市版），210部（区版）

市長公室
広報担当

障害者 12

4
インターネットによる情
報の発信

継続 　すべての市民が共に生きる社会の構築を目指す。
　京都市ホームページ「京都市情報館」について，見やすく，情報を得やすいサイトとなるよう改善を図
るとともに，視覚に障害のある方や外国籍の方に市政に関する情報を提供するため，ホームページのアク
セシビリティ推進，インターネットによる英語・ハングル・中国語の市政情報の発信等を行った。

複数課題 1

5

広報媒体を活用した集中
的な啓発活動の展開（憲
法月間・人権月間等にお
ける啓発活動）

継続

　人権尊重の機運を高める契機とするため，5月の
憲法月間や12月の人権月間等において，市民しんぶ
ん等において集中的な啓発活動を展開し，市民啓発
の相乗効果を図る。

　広報媒体を活用した集中的な啓発活動を展開し，市民啓発の相乗効果を図った。
　○市民しんぶん記事
　　・毎号掲載の「心のカギ」コーナーなどで，月間や週間の情報を掲載
　○ラジオ番組
　　・「明日への歩み」5・8・12月の毎週日曜放送
　　・「人権インフォメーション」5・8・12月の毎日放送
　○電光掲示板（市役所前，京都駅前，ゼスト御池），庁舎内テレビモニターでの随時発信

市長公室
広報担当

教育・啓発 2

6
生活ガイドブック「暮ら
しのてびき」視覚障害者
版

継続
　視覚に障害がある方に対して市政の情報を提供す
る。

　視覚に障害のある方にも市政に関する情報を提供するため，京都市生活ガイドブック「暮らしのてび
き」デイジー（ＣＤ）版を発行した。
　
　 デイジー版  … １００本

市長公室
広報担当

障害者 12

7
国際文化市民交流促進サ
ポート事業

継続
　市民主体の国際交流と外国籍市民等の社会参加を
促進し，世界とつながるまち・京都，多文化が息づ
くまち・京都の実現を図る。

　外国籍市民等に事業に登録していただき，市内の様々な団体の催しに登録者を派遣した。講演や文化紹
介を通して，市民が外国の文化や生活習慣に触れる機会を増やすとともに，外国籍市民等が活躍できる機
会を提供した。
　実施回数：７回
　延べ参加者数：1,830名（イベント全体の参加者も含む）

国際化推進室 多文化 3

8
外国籍市民行政サービス
利用等通訳・相談事業

継続

　外国籍市民等が，行政サービスの利用や手続等に
ついて問合わせをしたい場合に，市政に関する知識
を有し，英語や中国語を話せる者が電話で通訳・相
談を行う。

　行政機関及び外国籍市民等に事業の利用促進を図った。
　実施期間：平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日
　実施日時：英語　毎週火・木曜日９時～１７時
　　　　　　中国語　毎週水・金曜日９時～１７時
　利用者数：1,210人（英語７６８人，中国語２２６人，その他２１６人）

国際化推進室 多文化 1

該当事業・対応番号

【総合企画局】  4



【総合企画局】

番号 事 業 名
新規・
継続等

事業目的 平成２８年度　取組実績 担 当 課 該当事業・対応番号

9
社会科見学受け入れ事業
（国際交流協会）

継続

　社会見学授業として，国際交流会館の機能の紹介
や外国籍市民等を取り巻く状況説明，事業概要説明
などの後，現場で働くスタッフやボランティア活動
の見学，留学生との交流などを行う。

　国際交流会館の機能の紹介や外国籍市民等を取り巻く状況説明，事業概要説明などの後，現場で働くス
タッフやボランティア活動の見学，留学生による出身国との文化の違いや遊び，京都での生活などについ
て紹介していただいた。
　参加者10校 443名

国際化推進室 多文化 5

10
京都市多文化施策審議会
の開催

継続
　地域における多文化共生の推進に関する事項につ
いて，調査し，審議する。

　「多文化施策審議会」の会議を開催（年４回）。「多文化共生の地域づくり」をテーマに議論を進め，
本市の多文化共生施策についての意見を提言にまとめた。
　第１回会議　平成２８年７月１２日（火）
　　　　　　　議題：京都市多文化施策審議会の概要について，会議の進め方について
　第２回会議　平成２８年９月６日（火）
　　　　　　　議題：多文化理解を進めるための意識啓発
　第３回会議　平成２８年１１月１日（火）
　　　　　　　議題：多文化理解を進めるための教育
　第４回会議　平成２９年１月２０日（金）
　　　　　　　議題：２０１６（平成２８）年度提言について

国際化推進室 多文化 5

11 医療通訳派遣事業 継続
　外国籍市民等が安心して医療サービスを受け，安
全に暮らすことができる社会を目指す。

　外国籍市民等が医療機関を利用する際に医療通訳者を派遣した。
　派遣病院：４病院
　対応日時：週３日
　対応言語：英語，中国語，韓国・朝鮮語
　利用件数：2,133件（英語268件，中国語1,845件，韓国・朝鮮語20件）
　利用者数：1,844人（英語259人，中国語1,566人，韓国・朝鮮語19人）

国際化推進室 多文化 2

12
FM CO.CO.LOによる生
活，イベント情報の提供

継続
　外国籍市民等及び短期滞在外国人等に，本市の生
活情報やイベント開催情報等の提供を行う。

　多言語ＦＭ放送局「ＦＭ　ＣＯ・ＣＯ・ＬＯ」に本市行政情報提供番組を設け，外国籍市民及び短期滞
在外国人等に対し，毎週月曜と木曜に，英語及び中国語により本市の生活情報やイベント開催の情報を提
供。

国際化推進室 多文化 1

13 啓発物品の作成及び配付 継続
　啓発物品を作成・配布し，外国籍市民等との共生
を訴えかける。

　クリアファイル（外国籍市民等との共生を訴えかけるもの）を市民向け講演会等で配布するとともに，
「多文化が息づくまちをめざして」というタイトルで多文化共生を啓発するポケットティッシュ（３，０
００個）を作成した。

国際化推進室 多文化 3

14
連続フォーラム「チョゴ
リときもの」（国際交流
協会）

継続
　日本社会における在住韓国・朝鮮人の歴史や現状
に対する理解を深める。

　より多くの市民に，日本社会における在住韓国・朝鮮人の歴史や現状に対する理解を深めていただくた
め，連続フォーラムを実施した。
　開催日　第１回　平成29年３月４日（土）
　　　　　　　　　テーマ「在日韓国人のオールドカマーとニューカマーそのホンネとタテマエに迫る」
　　　　　　　　　講師：朴一　大阪市立大学教授
　　　　　第２回　平成29年３月１０日（金）
　　　　　　　　　テーマ「共に生きる，ということ」（ワークショップ）
　　　　　　　　　講師：洪淳道　ＦＴＳ総研代表
　参加者　第１回　39名，　第２回　30名

国際化推進室 多文化 3

15
kokokaオープンデイ（国
際交流協会）

継続

　すべての市民が気軽に利用できる国際交流拠点場
としての「kokoka（国際交流会館）」を紹介する
とともに，外国籍市民等による文化の紹介などを通
して市民レベルでの国際交流を推進する。

　世界の食の紹介やフリーマーケットなど市民が気軽に参加できるような企画を通して，外国籍市民等も
身近な生活者であることを気づいてもらうように工夫した。
　開催日　平成２８年１１月３日（木・祝）
　参加者　12,000人（市民ボランティア協力者327名）

国際化推進室 多文化 3

16
国際理解プログラム
「PICNIK」（国際交流協
会）

継続
　京都市内の小・中学校が実施する国際理解教育の
授業に留学生を講師として派遣する。

　広報用パンフレットを市内小中学校に送付して当事業の利用を促すとともに，利用件数増加に対応する
ため，コーディネート対応を強化した。また，登録留学生確保に向け，市内各大学との連携強化に努め
た。

　派遣数159件（33校）（内訳：小学校116件・23校，中学校43件・10校）
　派遣留学生数164名，参加児童・生徒数6,862名

国際化推進室 多文化 3
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17
世界の絵本展（国際交流
協会）

継続
　絵本を通して広く異文化に親しむ機会を提供す
る。

　外国の絵本の展示や読み聞かせを行った。
　今回は「世界はいろいろ　ええやんかそのままで！」というテーマで，様々な人々，文化，言語を紹介
する絵本約100冊を展示・紹介した。
　開催日　平成２８年８月３日（水）～７日（日）　午前１１時～午後５時
　場所　姉妹都市コーナー・展示室
　参加者数　407名

国際化推進室 多文化 3

18
外国人のための住宅支援
事業（国際交流協会）

継続
　外国籍市民等が安心した生活を送ることができる
よう支援する。

  日本賃貸住宅管理協会京都府支部（日管協）と共同で運営し，広報を（公財）京都市国際交流協会，実
務を日管協が担当した。日本語，英語，中国語，韓国・朝鮮語で問い合わせができ，言語対応ができる不
動産業者が回答した。
　サイト訪問件数：5,063件
　問い合わせ件数：10件

国際化推進室 多文化 2

19
GKP キャリアガイダンス
＆ジョブフェア（国際交
流協会）

改善 　日本での就職を目指す留学生を支援する。

　就職活動に関する情報の提供や採用担当者との面接会，交流会等を実施した。
日本での就職を目指す留学生と，留学生採用意欲のある中小企業との交流会を年２回実施。留学生及びバ
イリンガルの学生を対象とした説明会と，同時開催として英語での就職活動に関する情報提供や説明会を
実施した。また，他団体と協働でプレイベントやOB・OGミーティングを定期的に実施するとともに，
Web上で恒常的に企業と留学生が情報交換できる場を設けた。27年度に比べ，２８年度は地元企業への
参加呼びかけに力を入れた。
　実施日：「外国人のための企業交流会」
　　　　　平成２８年１０月１３日（参加者22名）１１月３０日（参加者7名）
　　　　　「Universal Job Fair ＆ Party」（エントリー443名）
　　　　　「English Career Fair」（エントリー128名）
　　　　　（同時開催）平成２９年３月３日

国際化推進室 多文化 2

20
京都市生活ガイドのWEB
上での公開（国際交流協
会）

継続 　外国籍市民等に生活に必要な情報を提供する。
　生活に必要な情報を，日本語，英語，中国語，韓国・朝鮮語，スペイン語の５言語でホームページ上に
公開した。

国際化推進室 多文化 1

21
外国人のための各種相談
事業（国際交流協会）

継続
　外国籍市民等の日常生活上の疑問やトラブルの解
消を図る。

　外国籍市民等からの相談に常時応じるほか，定期的に弁護士，行政書士等各専門家による相談会を実施
することで，相談者の問題解決を図った。各相談事業の連携により，相談者のスムーズな問題解決に役立
てた。
　相談件数4,529件

国際化推進室 多文化 1

22
国際化に関するボラン
ティア活動育成事業（国
際交流協会）

継続
　kokokaボランティアの組織化及び活動の充実を
図る。

　主にkokoka京都市国際交流会館を拠点に，ボランティアによる様々な活動を展開し，外国籍市民との
交流・サポート実践を行った。
　平成２８年度ボランティア実数：461名
　平成２８年度ボランティア分野別登録者（延べ数）：673名

国際化推進室 多文化 3

23 日本語学習支援事業 継続
　外国籍市民等がより円滑な生活を送れる社会の実
現を目指す。

　現在，市内で開校されている日本語教室の運営を引き続き支援するとともに，さらなる日本語教室の開
校に向けて各ボランティアへアドバイス等を行った。
＜市内で開講している日本語教室＞
　①河原町三条教室（午前クラス，午後クラス），②桂教室，③北白川教室，④西陣教室
＜日本語チューター研修会＞
【第１回】
　日　時：平成２８年９月２４日（土） （於：京都市国際交流会館）（参加者数：53名）
【第２回】
　日　時：平成２９年２月２５日 （土）（於：京都市国際交流会館）（参加者数：44名）

国際化推進室 多文化 1

24
ヘイトスピーチなど特定
の民族や国籍に対する差
別事象への対応

継続
　外国籍市民等が安心，安全に暮らせる社会の実現
を目指す。

　特定の民族や国籍等に対して誹謗中傷する憎悪表現である「ヘイトスピーチ」等の差別事象について，
多文化を尊重し，差別を許さない意識啓発を行った。
　①人権フォーラムや市民向け学習会でヘイトスピーチを取り上げた。
　②法務省作成ポスターを関係各所へ配架。人権総合情報誌「きょうＣＯＬＯＲ」に啓発記事を掲載。
　③ヘイトスピーチ解消法を周知し，啓発するパネル展を開催（12月）

国際化推進室 多文化 3
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25
地域・多文化交流ネット
ワーク促進事業

継続
　多様な文化的背景を持つ人々と地域住民との交流
を促進する。

①日本語教室，料理教室等を含む貸スペースの利用件数：9,886件
②やさしい日本語（6月），京都の多文化共生（9月），ヘイトスピーチ（11月）等をテーマとする学習
会を開催
③フェイスブックの開設。フェイスブック，ホームページ，広報誌等による情報提供
（イベントのお知らせ，多文化共生に取り組む個人・団体の紹介等）
④講演録「多文化社会を生きるⅡ　外国につながる子どものことばとこころ」の発行
⑤京都市国際交流会館と，互いの事業に関するチラシを相互に配架及びフェイスブックで相互発信

国際化推進室 多文化 3

【総合企画局】  7



【文化市民局】

文化市民局
番号 事 業 名

新規・
継続等

事業目的 平成２８年度　取組実績 担 当 課

1
真のワーク・ライフ・バ
ランスの推進

改善
　市民ひとりひとりが，それぞれのライフステージ
に応じた生きがいと充実感を得て人生を送れる「真
のワーク・ライフ・バランス」を定着させる。

  真のワーク･ライフ･バランスを推進するため，中小企業の職場環境整備のための補助金制度やアドバイザー派遣制度のほか，企
業や市民の優れた取組を発掘・発信する表彰制度等を実施した。また，平成２８年度は社会情勢，市民団体や経済団体等との意
見交換会やインターネットアンケート等での市民意見を踏まえ，「真のワーク・ライフ･バランス」推進計画（改定版）を策定し
た。
【企業対象の主な取組】
○京都市「真のワーク・ライフ・バランス」推進企業支援補助金制度
　企業における環境整備の促進のため，育児・介護と仕事の両立支援，長時間労働の解消や働き方の見直しに取り組む中小企業
を支援する補助金制度を実施（申請企業２３社，認定２０社，交付１８社（２社は辞退））
○京都市「真のワーク・ライフ・バランス」推進企業表彰
　「真のワーク・ライフ・バランス」の推進を通じて，男女共同参画社会の発展に特に貢献すると認められる実績があり，その
活動等が他の企業等の模範となり推奨できる企業を表彰（市長賞１社）
○きょうと男女共同参画推進アドバイザー派遣制度
　中小企業の職場における男女共同参画の取組を促進するため，キャリアカウンセラーや中小企業診断士の資格を持つ専門家を
派遣する制度を実施（派遣企業数３社）
【市民対象の主な取組】
○「真のワーク・ライフ・バランス」実践エピソード表彰
　仕事と家庭生活や地域活動，社会貢献活動を両立させている市民の身近な好事例を発掘・発信する実践エピソード表彰を実施
（市長賞１名，特別賞１名，佳作１名）
○真のワーク・ライフ・バランス通信第７号の発行
【その他の取組】
○京都市「真のワーク・ライフ・バランス」啓発キャラクター及びキャッチフレーズの募集と表彰
　親しみやすい広報啓発のために，「真のワーク・ライフ・バランス」啓発キャラクター及びキャチフレーズを募集し，最優秀
賞各1名，優秀賞各1名を決定した。最優秀賞受賞作品については，今後の啓発に活用していく。
○京都style「真のワーク・ライフ・バランス」応援WEBの運用
　「真のワーク・ライフ・バランス」コーディネート事業として，相談コーナーや情報掲示板等の機能を有する京都style「真の
ワーク・ライフ・バランス」応援ＷＥＢを運用

男女共同参画
推進課

職場づくり 1

2
第4次「きょうと男女共同
参画推進プラン」の推進

継続
　「きょうと男女共同推進プラン」に基づいた事業
に取り組むことで，男女共同参画社会の実現を目指
す。

　「きょうと男女共同参画推進プラン（改定版）」に基づき，重点分野である「ＤＶ対策」及び「真の
ワーク・ライフ・バランスの推進」をはじめとした様々な事業を計画的に実施した。
・審議会の開催　２回

男女共同参画
推進課

男女 5

3
男女共同参画センター
「ウィングス京都」

継続
　男女共同参画推進社会を目指すための拠点施設と
する。

　男女共同参画推進のための拠点施設である京都市男女共同参画センターにおいて，市民の多様なニーズ
に対応した「情報提供事業」，「学習・研修事業」，「健康増進事業」，「相談事業」，「調査・研究事
業」，「交流促進事業」を積極的に展開した。
○来館者数：489,960人，相談件数：2,008件

男女共同参画
推進課

男女 5

4
男女共同参画講座ウィン
グスセミナー

継続
　男女共同参画の視点に立ち，市民が男女共同参画
についての基礎知識を学習できることを目指す。

　京都市男女共同参画センター「ウィングス京都」において男女共同参画の視点に立ち，身近なテーマを
取り扱った学習機会を提供する。また，市民が男女共同参画についての基礎知識を学習できるよう，出前
講座も積極的に行った。
○みんなで考える男女共同参画講座（定期講座4回，出前講座51回，参加者総数1,472人）
○その他の講座・講演会・連携事業（12回）

男女 3

5 DV対策事業 改善
　DV被害の相談をはじめ，被害者の自立に向けた
多様な支援を実施する。

　「京都市ＤＶ対策基本計画」に基づき，中核的施設である京都市ＤＶ相談支援センターにおける初期の
相談から自立支援まで，関係機関との連携の下，継続的な支援に取り組んだ。また，デートＤＶを予防す
るため，中学生，高校生等の若年層を対象としたＤＶＤを制作した。

(1) 京都市ＤＶ相談支援センターにおける相談，自立支援の継続実施（相談件数：４７３２件）
(2) 府市合同によるネットワーク京都会議の開催
　　３つの実務者会議と個別ケース検討会議の開催により事案に即した具体的な支援策について協議。
(3) ＤＶ被害者支援シンポジウムの開催 （開催日時：１１月８日，参加者：９３名）
(4) 女性に対する暴力をなくす運動実施期間（１１月１２日～２５日）に合わせ，府市合同でパープルリ
ボンキャンペーンを実施（開催日時：１１月１５日），京都タワーのパープルライトアップ等を実施。
(5) 京都市民間緊急一時保護施設補助金を継続実施（交付団体１団体）
(6) 京都市配偶者等からの暴力被害者緊急一時避難支援事業費補助金を継続実施（交付団体2団体）
(7) ＤＶ被害者支援インストラクター活用事業の実施（参加者合計：4組8名）
(8) ＤＶ被害者京都市市営住宅特定目的優先入居　（４回募集，入居実績：２件）
(9) 男性のためのＤＶ電話相談の実施（相談件数：３０件，実施回数：２４回）
(10)ＤＶに関する専門的な内容の講義を行うＤＶ予防講座の実施（参加者合計：２９７名／６回実施）

男女共同参画
推進課

男女 1

該当事業・対応番号

【文化市民局】  8



【文化市民局】

番号 事 業 名
新規・
継続等
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6 啓発情報誌の発行 継続
　市民へ情報誌を発行することで，男女共同参画に
ついての啓発を行う。

　男女共同参画についての啓発情報誌として「男女共同参画通信」を発行した。
○vol.43「暴力を振るわない男性たちよ，声をあげよう。-ホワイトリボン・キャンペーン-」20,000部
○vol.44「誰もが介護の担い手に」20,000部

男女共同参画
推進課

男女 3

7
市民・事業者への周知広
報

継続
　市民へ京都市男女共同参画推進条例の趣旨を周知
することで，男女共同参画社会の実現を図る。

　リーフレット等啓発誌，市民しんぶんやホームページなどの様々な広報手段を通じて京都市男女共同参
画推進条例の趣旨の周知を図る。また学校や地域，企業等へ職員の講師派遣を行った。

　○みんなで考える男女共同参画講座（出前講座５１回，参加者総数１，３８４人）

男女共同参画
推進課

男女 3

8
男女共同参画苦情等処理
制度

継続
　男女共同参画に関する苦情や要望を聴取し調査す
ることで，よりよい男女共同参画社会を目指す。

　性別による人権侵害と認められる行為や本市が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同
参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情や意見等に対し，弁護士等専門知識を有する
苦情等処理専門員が調査を行い，必要に応じて，当該関係者に対し助言・是正の要望等を行う制度を運営
した。
　・苦情等申出案件：０件

男女共同参画
推進課

男女 5

9
市の附属機関等における
女性委員の登用の推進

継続
　男女がともにあらゆる分野での政策・方針等の意
思決定過程に参画できる社会の実現を目指す。

　「男女いずれの委員の登用率も３５％を超える附属機関等の割合を６５％に引き上げる」ことを目標と
し，事前協議の徹底や人材情報の提供等を通じて，登用計画の達成を図った。
　・平成2９年3月31日現在：集計中

男女共同参画
推進課

男女 2

10
AIDS文化フォーラムin京
都

継続

　HIV/AIDSに取り組む団体・個人の発表・交流の
場として，また，多くの市民，特に若者に向けた啓
発の場として，市民による市民のためのフォーラム
として開催する。

　日程：2016年10月1日（土），2日（日）
　場所：同志社大学　新町キャンパス尋真館
　内容：講演，ワークショップ，展示など（ピアエデュケーション・陽性者，医療，教育，恋愛からの
　　　　視点・セクシャリティの多様性を理解するという視点などから市民若者に向けての啓発の場）
　主催：AIDS文化フォーラムin京都　運営委員会　共催：京都府，京都市など
　　　　(公財)京都市ユースサービス協会として，運営委員会に参画および，ブース出展を行った。
　　　 （ブース参加25名（フォーラム参加は1,000名））

勤労福祉青少
年課
（現：子ども
若者はぐくみ
局育成推進
課）

保険医療課
（現：健康安
全課）

感染症 3

11

「ＨＩＶ・性感染症検査
及び予防啓発事業」（北
青少年活動センターと北
保健センターが連携）

継続
　若者がHIV・性感染症等について学び，自発的に
感染症予防行動がとれることを目指す。

　日程：平成29年3月18日(土)10:30～16:00
　場所：京都市北青少年活動センター
　内容：北コミまつりにおいて，恋愛相談ブースや，啓発活動（北保健センター）コーナーを設け，
　　　　HIV・性感染症等に関する情報提供や，予防啓発的なプログラム（啓発グッズの配布等）
　　　　を行った。延べ67名参加。

勤労福祉青少
年課
（現：子ども
若者はぐくみ
局育成推進
課）

感染症 3

12 東山アートスペース 継続
　東山青少年活動センターにおいて，知的障がいの
ある青少年の余暇の充実（創造・創作活動）をはか
る。

　知的障がいのある青少年が、創作活動やボランティアとのコミュニケーションを楽しむ機会となった。
青少年ボランティアが、障がいのある青少年との関わり方について考えを深める機会にもなった。また外
部機関からの視察も受入れノウハウを共有した。継続　前期／後期にわけて募集を行った。
・体験プログラム：5月29日（日）13：30-15：00
　Aコース：毎月第1日曜日（6月～2月）
　Bコース：毎月第3日曜日（6月～２月）
　各コースともに、12：30～16：00（前後に準備・片付け・ミーティング含む）
　各計9回　参加者64名（延べ533名）
　ABコース合同イベント：8月28日（日）参加者47名・12月18日（日）　参加者66名。
　・イベント展示制作：平成29年3月5日（日）　スマイルミュージックフェスティバル
　（来場者数延べ56名）
　・ボランティア数：22名（登録実数）

勤労福祉青少
年課
（現：子ども
若者はぐくみ
局育成推進
課）

障害者 12

13
外国籍市民との交流事業
の推進

継続

　青少年ボランティアによる，日本語を母語としな
い人たちへの日本語学習支援と交流を図る。
　また青少年が異文化と交流することにより，異文
化への理解を深め，多文化共生社会の担い手となる
青少年を育成する。

　○にほんご教室（通年（40回））
　○多文化共生啓発プログラム・異文化交流イベント（主催・共催含む）（通年（77回））

勤労福祉青少
年課
（現：子ども
若者はぐくみ
局育成推進
課）

多文化 1
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新規・
継続等

事業目的 平成２８年度　取組実績 担 当 課 該当事業・対応番号

14
レンアイリョク向上委員
会エイズデー企画

継続

　「セクシュアルヘルス」の観点から青少年の性に
関連してHIV/AIDSに関連した啓発活動を行い，正
しい理解を促進することにより，感染予防及び
HIV/AIDSへの偏見のない社会を目指す。

　世界AIDSデー（12月1日）にあわせて，11月23日イオンモール京都において，HIV/AIDS啓発ポス
ターの掲示，グッズの配布，情報提供などを行った。

勤労福祉青少
年課
（現：子ども
若者はぐくみ
局育成推進
課）

感染症 3

15
表現活動へのお誘い～か
らだではなそう～

継続
　障害のある青少年の余暇活動の充実を目的とす
る。

　知的障がいのある青少年のための身体のコミュニケーションワークを開催し、青少年自身が他者との関
係性の築き方やコミュニケーションをとる楽しさを探ることができる機会となった。

・前期　各グループ全５回　いずれも土曜日、13：30～15：30
　おためしプログラム　5/28：参加者5名
　Aグループ（平成28年6/25、7/23、8/27、9/10、9/24）：参加者8名（延べ30名）
　Bグループ（平成28年6/11、7/9、8/13、9/10、9/17）： 参加者9名（延べ33名）
・後期　各グループ全５回　いずれも土曜日、13：30～15：30
　Aグループ（平成28年10/15、11/26、12/24、平成29年1/28、2/25）
   ：参加者9名（延べ41名）
　Bグループ（平成28年10/8、11/12、12/10、平成29年1/14、2/18）
   ：参加者8名（延べ36名）

勤労福祉青少
年課
（現：子ども
若者はぐくみ
局育成推進
課）

障害者 12

16
子ども・若者総合支援事
業の推進

継続

　ニート・ひきこもりなどの社会生活を円滑に営む
うえで困難を有する子ども・若者に対して，「子ど
も・若者総合相談窓口」，「子ども・若者支援地域
協議会」などの取組を中心とした，幅広い関係機関
の連携による総合的継続的な支援を推進する。

　総合相談窓口相談件数：518件
　地域協議会による支援件数：102件

勤労福祉青少
年課
（現：子ども
若者はぐくみ
局育成推進
課）

子ども 4

17
市民活動総合センターの
管理・運営

継続
　ＮＰＯやボランティア団体等による公益的な市民
活動を，特定の分野や領域を越えて総合的に支援す
るとともに，市民の交流及び連携の推進を図る。

　市民活動団体等に活動の場を提供するとともに，次の4つの柱で事業を展開した。
(1)市民活動に関する情報収集・提供
(2)市民活動に関する各種相談
(3)市民活動団体等の育成
(4)幅広い市民の交流の場の提供，連携・協働事業の展開及び市民活動に関する研究
【平成28年度実績】
　入館者数（カウンター表示数）98,814人
　相談件数　631件
　講座等参加者数　608人
　ホームページアクセス件数　178,865件

地域自治推進
室

複数課題 1

18
事前登録型本人通知制度
の運用

継続

 　第三者による住民票の写し等の不正請求及び不正
取得による個人の権利・利益の侵害の防止を図ると
ともに，住民票の写し等が第三者等に交付された事
実を知る権利を保障するため。

　リビング京都への掲載や，各区役所・支所にリーフレットを置いたことなどにより，６９８件の新規登
録があり，平成２８年度末時点での累計登録件数は２，２８７件となっている。

地域自治推進
室

同和問題 1

19
犯罪被害者支援策の推進
（支援対策）

継続
　犯罪被害者等が受けた被害の回復及び軽減に向け
た取組を推進する。

　犯罪被害者等のために，相談や必要な情報を提供し，被害直後から中長期にわたって途切れのない支援
を行うワンストップ窓口として，（公社）京都犯罪被害者支援センター内に京都市犯罪被害者支援総合相
談窓口を設置し，電話相談を720件，面接相談を164件，裁判の傍聴付添等の直接支援を188件行っ
た。また，被害直後における生活困窮者に対する生活資金の給付を4件実施するとともに，心のケアなど
の様々な支援を行った。

くらし安全推
進課

犯罪被害 1

20
犯罪被害者支援策の推進
（啓発・教育）

継続
　犯罪被害者等を社会全体で支える地域社会の実現
を目指す。

　犯罪被害者等を社会全体で支える地域社会の実現に向け，犯罪被害者等が置かれている状況や支援に関
することについて市民や事業者が理解を深めるために，『犯罪被害者週間（11月25日～12月1日）』
などにおいて，市役所正面玄関，ゼスト御池及び各区役所・支所で啓発パネルを設置するとともに，「生
命のメッセージ展」や「犯罪被害者支援京都フォーラム」を開催するなど，広報啓発活動を行った。ま
た，学校と連携した教育活動も実施しており，中高生を対象として，犯罪被害者遺族による講演（いのち
を考える教室）を市内9校（市立2校，府立2校，私立5校）で行った。

くらし安全推
進課

犯罪被害 2
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21
「同和行政終結後の行政
の在り方総点検委員会」
を踏まえた改革

継続
　平成２１年３月に提出された「同和行政終結後の
行政の在り方総点検委員会報告書」に基づき，適正
な人権施策に取り組む。

　引き続き，改革，見直しに着手した事業を着実に実施した。
⑴自立促進援助金制度の見直しについて
・借受者に対して丁寧な説明を行ったうえで，返還免除制度を的確に適用しつつ，奨学金の返還を要する
場合には，借受者に対して，返還を求めていく。また，正当な理由なく返還に応じない借受者に対して
は，訴訟提起などの法的措置を含め，適正な債権管理を進めていく。
・「京都市奨学金等返還事務監理委員会」の開催
⑵改良住宅の管理・運営及び建替えについて
・既存の改良住宅について，公営住宅も含め，京都市市営住宅ストック総合活用計画に基づき，適切な維
持管理や改善事業を進め，長期有効活用を図る。
⑶崇仁地区における環境改善について
・「京都市崇仁地区将来ビジョン検討委員会報告書」に基づき，着実に住宅地区改良事業等を進める。
⑷市立浴場等の地区施設について
・市立浴場の運営に当たっては，住民生活に支障を来さないよう十分留意しつつ，運営経費の削減など，
より一層の効率化を図るとともに，改良住宅への浴室整備等の状況を踏まえて，市立浴場の統廃合につい
て検討していく。
・旧学習施設や保健所分室の施設については，引き続き，全市民的な観点から転用を検討する。
⑸市民意識の向上に向けた人権教育・啓発の在り方について
・広報，学習機会の提供，自主的な取組の支援を中心に，関係機関とも連携を図りながら，啓発の取組を
推進する。

人権文化推進
課

⑵⑶⑷につい
て
人権文化推進
課
都市計画局
すまいまちづ
くり課

同和問題 4

22
「人権ゆかりの地」の発
信

継続

　京都市内に数多く存在する名所・旧跡を「人権ゆ
かりの地」として紹介する案内マップを作成し，人
権の視点から見た京都の魅力を国内外に広く発信す
る。

　４箇国語（日本語，英語，中国語，ハングル）で作成した「人権ゆかりの地マップ」を，京都総合観光
案内所などで配布するとともに，市ホームページにも掲載した。また，マップに掲載している「人権ゆか
りの地」の一部について，紹介動画を作成し，人権文化推進課フェイスブックページ「きょうＣＯＬＯ
Ｒ」で発信した。
「配布実績」
　日本語版：約８３０部，英語版：約３３０部，中国語版：約６０部，韓国語版；約６０部

人権文化推進
課

教育・啓発 2

23
フェイスブックページを
活用した情報の発信

継続
　人権に関する情報を，更に多く，よりタイムリー
に発信するため，主に若年層をターゲットとして，
フェイスブックページを活用して情報を発信する。

　啓発事業等開催案内，実施報告及び人権に関する制度や歴史，人権クイズ等の人権に関する情報を
随時発信した。
　投稿実績：１１８件

人権文化推進
課

教育・啓発 2

24
人権擁護委員による特設
相談の実施

継続
　人権擁護委員による特設相談を本市施設でも実施
することにより，市民が人権に関する困りごとにつ
いて相談できる機会を提供する。

　京都人権啓発活動ネットワーク協議会の構成機関による連携協力の一環として，人権擁護委員による特
設相談を京都市消費生活総合センターで毎月実施した。
　日時：毎月第４木曜日の１３時～１６時　延べ１２回実施
　場所：京都市消費生活総合センター
　延べ相談件数：２件

人権文化推進
課

相談・救済 3

25 人権啓発サポート制度 継続
　市民や企業が実施する人権に関する研修や啓発活
動を支援する。

　市民や企業等が人権に関する研修や学習会を行う際の相談，講師の派遣，啓発ビデオ（ＤＶＤ等）の貸
出しや研修資料の提供等を行った。

　講師派遣　　　　　　　　　　　　　 １４名
　ＤＶＤ等の貸出　　　　　　　　　　 ８３本
　啓発資料の提供　　　　　　　 １，１６４部

人権文化推進
課

教育・啓発 2
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26
京都市人権レポートの発
行

継続
　人権文化推進計画に基づき実施している取組の一
部を，分かりやすく発信することで，「人権文化の
息づくまち・京都」の実現を図る。

　「人権文化の息づくまち・京都」の実現に向けて，人権文化推進計画に基づき，様々な取組を実施して
おり，その発信を行うため発行した。
　発行部数；３，０００部
【2８年度発行内容】
　・「四字熟語人権マンガ」入賞作品
　・人権啓発イベント「ヒューマンステージ・イン・キョウト２０１７」の開催
　・ヘイトスピーチなど特定の民族や国籍に対する差別事象への対応
　・スマートフォン・インターネット不適切利用防止対策の推進
　・人権啓発サポート制度
　・「京都市手話言語条例」に基づく取組の推進
　・貧困家庭の子ども・青少年対策の取組
　・里親支援事業の実施
　・事前登録型本人通知制度の運用
　・児童虐待防止の取組～子ども虐待ＳＯＳ専用電話～
　・人権擁護委員と連携した取組

人権文化推進
課

進行・評価 1

27
「京都市人権相談マッ
プ」の発行

継続
　人権上の問題が起こった場合に適切な機関・窓口
に相談ができるよう，相談・救済に係る機関，制度
等の周知を図る。

　相談・救済に関する機関や制度をまとめた「京都市人権相談マップ」を発行した（平成２８年１０
月）。
　○形状及び部数
　 　パンフレット（Ａ４版，１６ページ，フルカラー）３，０００部発行
　○内容
　 　「京都市人権文化推進計画」に掲げる重要課題ごとに，相談機関，窓口について，主な相談分野，
　　相談場所，電話番号，相談日，相談時間と共に，所在地図と相談例を掲載した。

人権文化推進
課

相談・救済 4

28
世界人権問題研究セン
ター「人権大学講座」

継続
　人権に関する講座を開講することで，多くの方に
人権の大切さを啓発する。

　世界的な広い視野に立ち，総合的に人権問題を研究することを目的に設立された世界人権問題研究セン
ターにおいて，より一層人権が尊重される社会の実現を目指して開講した。
　会場　ハートピア京都
　全12回　延べ１，０４０名受講

人権文化推進
課

教育・啓発 2

29
京都人権啓発行政連絡協
議会への参画

継続
　京都人権啓発行政連絡協議会（京都地法務局，京
都労働局，京都府等により構成）に参画し，人権擁
護思想の普及・高揚のための啓発活動を推進する。

　企業向け人権研修会の開催，企業内人権啓発推進員設置の働き掛け，人権週間街頭啓発など，様々な事
業を行った。
　①企業対象人権研修会：平成２８年１０月２８日，参加２９８名
　②弁護士等八士業への戸籍謄本等請求事務の適正実施依頼：平成２９年１月
　③街頭啓発：平成２８年１２月５日，場所　京都駅前
　④探偵業及び個人情報取扱についての人権研修会：平成２９年２月２３日，参加１７名
　⑤「企業内人権啓発推進員」設置勧奨文書の送付：市内約５，７００箇所，５月及び９月

人権文化推進
課

教育・啓発 2

30
京都弁護士会との連携及
び支援（「憲法と人権を
考える集い」）

継続
　京都弁護士会が開催する「憲法と人権を考える集
い」に対して負担金を交付することにより，市民が
人権について学習する機会を提供する。

　「第４６回憲法と人権を考える集い」を京都弁護士会との共催により実施し，負担金を交付した。
　日時　平成２９年１月２１日（土）午後１時１５分～
　場所　ＫＢＳホール
　副題　～いま，いじめに向き合う～子どもを守るためにできることって何だろう？
　負担金　２０万円

人権文化推進
課

教育・啓発 2

31
人権擁護委員との連携及
び活動の支援

改善

　市民に対する人権啓発や人権相談・救済を効果的
に行うためには人権擁護委員との連携が不可欠であ
るため，人権擁護委員との連携及び活動の支援を行
う。

　人権擁護委員の活動の周知や広報などの支援に取り組むとともに，各区役所・支所において実施する人
権啓発事業等（街頭啓発，ふれあいまつり等）において人権擁護委員に活動してもらう機会を設けた
（①）ほか，人権擁護委員協議会との意見交換会を実施した。
　また，市内の人権擁護委員活動の円滑な運営を図るとともに，自由人権思想の普及啓発及び人権擁護に
寄与することを目的として，京都人権擁護委員協議会に対して助成金を交付（②）した。
　さらに，より地域に根差したきめ細かな活動をしていただけるよう，従来の各分野からの推薦である
「職域枠」に加えて，新たに各区役所と連携して推薦を行う「区枠」を設置し，各区１名ずつ推薦を行
い，本市からの推薦人数を４５名から定数の５５名まで拡大した。

　①各区役所・支所において実施する人権啓発事業等に参加（８区役所，3支所で実施）
　②助成金６０万円を交付

人権文化推進
課

相談・救済 3
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32
京都市人権文化推進懇話
会の運営

継続

　人権施策の基本方針等を定めた「京都市人権文化
推進計画」を着実に推進するため，外部の視点で施
策の点検や必要な助言を求める京都市人権文化推進
懇話会を設置・運営する。

　京都市人権文化推進懇話会を開催した。
　委員構成：学識者等８名，市民公募委員2名
　開催状況：（７月　４日開催）人権文化推進計画の平成２７年度取組実績についての意見聴取
　　　　　　（３月２８日開催）人権文化推進計画の平成２９年度事業計画についての意見聴取

人権文化推進
課

進行・評価 2

33
人権文化推進会議による
庁内の連携充実

継続
　本市における人権行政の推進に関して，各局・区
等が互いに連絡し，調整を図ることにより，人権行
政の円滑かつ総合的な推進を図る。

　庁内連携の充実に努めた。
　開催状況：（７月１３日開催）人権文化推進計画の平成２８年度事業計画，各局区等の取組の報告

人権文化推進
課

推進・研修 1

34
「四字熟語人権マンガ」
の募集

改善

　難しいイメージで捉えられがちな「人権」を四字
熟語とマンガで表現した作品を募集し，人権につい
て考える機会を市民に提供するとともに，人から人
への身近なメッセージとして広く発信する。

　低調傾向にあった中学生以下の応募を改善するため，従来の「四字熟語と人権マンガ」のコースに加
え，比較的応募しやすい「京都市の人権啓発標語と人権マンガ」の応募コースの新設及び１０名以上の児
童・生徒から応募のあった小・中学校の中から優れた作品が多数あった学校に授与する団体賞を新設し
た。
　募集期間　平成２８年７月１日～１０月７日
　応募点数　３８５点（うち１２２点が「人権啓発標語とマンガ」のコース）
　入賞作品　京都市長賞１点，京都市教育長賞１点，優秀賞３点，佳作５点，奨励賞３点，団体賞４校

人権文化推進
課

教育・啓発 2

35
人権啓発イベント
「ヒューマンステージ・
イン・キョウト」の開催

継続

　著名人によるコンサートやトークを中心とした人
権啓発イベントを開催することにより，幅広く市民
に対して，人と人との交流の大切さや人権について
考える機会を提供する。

　日　　時　平成２９年１月２８日（土）
　場　　所　ロームシアター京都 サウスホール
　内　　容　テーマ「本当のことを言える自分になろう～私らしく生きるために～」
　　　　　　ミッツ・マングローブ氏　トーク＆ライブ
　　　　　　全国中学生人権作文コンテスト京都大会　入賞作品朗読
　　　　　　四字熟語人権マンガ　入賞作品紹介クロストーク
　　　　　　人権擁護委員活動紹介　ほか
　参加者数　６３４名

人権文化推進
課

教育・啓発 2

36 人権啓発パネル展の開催 継続
　多数の市民が訪れる地下街「ゼスト御池」におい
て，人権啓発パネルを展示することにより，広く市
民に人権に関する情報を発信する。

　５月の憲法月間，８月の人権強調月間及び１２月の人権月間に，市民への人権メッセージの発信を目的
として，ゼスト御池において啓発パネル展を開催した。
　平成２８年　５月９日～１３日　障害者の人権尊重と互いに支え合うまちづくり
　平成２８年　８月１日～１０日　子どもと人権
　平成２８年１２月７日～１３日　多文化共生とヘイトスピーチ解消法

人権文化推進
課

教育・啓発 2

37
人権資料展示施設（ツ
ラッティ千本，柳原銀行
記念資料館）の運営

継続

　市民に対して同和問題をはじめとする様々な人権
課題への正しい理解と人権意識の高揚を図る啓発施
設として，人権資料展示施設「ツラッティ千本」及
び「柳原銀行記念資料館」を運営する。

　同和問題をはじめ広く人権について学んでいただく施設として，常設展のほか，「障害のある方」，
「ハンセン病」等に関する特別展及び企画展を開催し，人権に対する理解を深めてもらうことができた。
　今後，様々な人権課題を取り扱い，幅広い人権課題への理解・意識を深められるよう開催していく。
①ツラッティ千本
　・常設展　来館者数　4,889人（特別展及び企画展の来館者数を含む。）
　・特別展　開催期間　平成２８年１０月１日～２９日
　　　　　　テ ー マ　人権を数える。－THINK　ABOUT　THE　HUMAN　RIGHTS－
　　　　　　来館者数　８１６人
　・企画展　開催期間　平成２９年３月１日～２５日
　　　　　　テ ー マ　共に生きる社会へ－「障害者差別解消法」施行から１年－
　　　　　　来館者数　２８２人
②柳原銀行記念資料館
　・常設展　来館者数　3,256人（特別展及び企画展の来館者数を含む。）
　・特別展　開催期間　平成２８年９月２日～１０月１６日
　　　　　　テ ー マ　 崇仁（柳原庄村）の独立～今村家文書より～今村忠右衛門と桜田儀兵衛
　　　　　　来館者数　６６３人
　・企画展　開催期間　平成２９年３月１日～３１日
　　　　　　テ ー マ　「らい予防法」廃止から２０年～人間回復への道～
　　　　　　来館者数　３５７人

人権文化推進
課

教育・啓発 2

38
人権総合情報誌「きょう
☆ＣＯＬＯＲ」の発行

継続

　市民・企業という枠を超え，一人一人が共に社会
に生きる構成員として人権について考えてもらうこ
とを目的として，人権総合情報誌「きょう☆ＣＯＬ
ＯＲ」を発行する。

　人権総合情報誌「きょう☆ＣＯＬＯＲ」Ｖｏｌ.４（平成２８年５月号）及びＶｏｌ.５（平成２８年１
２月号）を発行した。

　発行部数　　各１７，５００部
　配布場所　　市政案内所，各区役所・支所，市立図書館，文化会館等
　　　　　　　（市内の企業・事業所等，約５，７００箇所にも送付。）

人権文化推進
課

教育・啓発 2
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39 人権月間ポスターの掲示 継続
　人権月間（１２月）を周知する啓発ポスターを作
成し，市政広報板や市バス・地下鉄車内等に掲示す
ることにより，人権擁護思想の普及・高揚を図る。

　１２月の人権月間にあわせポスターを１２，８１０枚作成し，区役所・支所等，多くの市民の目に触れ
る場所に掲示した。
　掲示期間　平成２８年１２月１日～３１日
　掲示場所　各局区等の庁舎・所管施設，市営地下鉄及び市バスの車内，市立小学校・中学校等

人権文化推進
課

教育・啓発 2

40
人権啓発活動補助金の交
付

継続
　市民（団体）が自主的に行う啓発活動に対し補助
金を交付することにより，広く市民の間に人権尊重
の理念を普及させる。

　費用の２分の１の範囲内で１００万円を上限として補助金を交付した。
　交付団体　１６団体，交付金額　７，７３６千円

人権文化推進
課

教育・啓発 2

41
京都人権啓発推進会議へ
の参画

継続
　京都人権啓発推進会議（京都府，京都府人権擁護
委員連合会，京都市教育委員会等により構成）に参
画し，基本的人権の擁護啓発事業を推進する。

【取組実績】
　①人権啓発指導者養成研修会（実施日：７月２２日（金），２７日（水），８月１９日（金）
　　　　　　　　　　　　　　本市参加人数：述べ１３人）
　②人権強調月間街頭啓発（実施日：８月１日（月），実施場所：JR京都駅前含め市内５箇所）
　③京都ヒューマンフェスタ（実施日：１１月１３日（日），実施場所：京都テルサ）
　④ポスターコンクール表彰式（③の事業内で実施）
　⑤人権週間街頭啓発（実施時期：１２月５日（月），実施場所：JR京都駅前）

人権文化推進
課

教育・啓発 2

42
京都人権啓発活動ネット
ワーク協議会への参画

継続

　京都人権啓発活動ネットワーク協議会（京都地方
法務局，京都府，京都府人権擁護委員連合会等によ
り構成）に参画し，構成機関の連携協力による効果
的な人権啓発活動を検討のうえ，実施する。

【取組実績】
　①京都サンガＦ．Ｃ．と連携した人権啓発活動（実施時期：８月７日，実施場所：西京極競技場内）
　②人権の花運動（実施時期：９月～３月，実施場所：市内小学校・幼稚園・保育園等１６ヶ所）
　③人権週間街頭啓発（実施時期：１２月５日，実施場所：JR京都駅前）

人権文化推進
課

教育・啓発 2

43
企業等に対する公正採用
選考の実施の働き掛け

継続
　職業選択の自由と就職の機会均等の保障について
啓発する。

　企業等に対する公正な採用選考の実施を促す啓発文書の送付や企業向け人権啓発講座参加者への呼掛け
などを行った。
　送付月　平成２８年５月及び９月
　送付先　市内企業・事業所約５，７００箇所

人権文化推進
課

職場づくり 2

44
企業向け人権啓発講座の
開催

継続
　企業が様々な視点から人権課題の現状を知り，対
応について考え，企業内における人権尊重の風土づ
くり及び企業と社会の持続的な成長を支援する。

　社会状況が変化する中で，企業が果たすべき役割を再認識してもらうきっかけとなるよう，１０回の企業向け人権啓発講座を開催し，男女
共同参画の推進，障害のある方への合理的配慮，適正な情報管理などに関する理解を深めてもらうことができた。
　なお，参加者が増えるようフェイスブックで投稿や，過去の参加企業への受講案内などを行った。
　①ハラスメント対策の心得～防止に努め，発生に正しく対処するために～
　　開催日：平成２８年５月２６日，参加者数：３９人
　②インターネット社会と人権～企業に求められる情報管理の徹底とリスク回避について～
　　開催日：平成２８年６月２８日，参加者数：４６人
　③ストップ！ブラックバイト～配慮すべき企業の心得～
　　開催日：平成２８年７月２７日，参加者数：４５人
　④犯罪被害者等の人権～企業が理解し，配慮すべきことについて～
　　開催日：平成２８年８月２５日，参加者数：２９人
　⑤人を大切にする企業活動に向けた人権感覚の育成～想像して気付く現状と課題～
　　開催日：平成２８年９月２８日，参加者数：２３人
　⑥（１部）企業におけるハラスメント，（２部）職場におけるマタハラ等の防止
　　開催日：平成２８年１０月２８日。参加者数：２９８人
　⑦第２３回障害のある市民の雇用フォーラム
　　平成２８年１１月９日，参加者数：３９人
　⑧なぜ日本人は「働きすぎ」なのか～「働き方改革」のあり得べき道筋～
　　開催日：平成２８年１２月１９日，参加者数：４０人
　⑨障害に対する理解を深め，合理的配慮の実践を！～障害者差別解消法が施行が施行されて～
　　開催日：平成２９年１月２６日。参加者数：６３人
　⑩第２２回ふしみ人権のつどい
　　開催日：平成２９年３月４日

人権文化推進
課

職場づくり 2

45
インターネットによる事
業計画書の発信

継続
　京都市人権文化推進計画に掲げる施策について，
具体的な事業計画を市民に発信する。

　京都市情報館に，平成２７年度取組実績及び平成２８年度事業計画を公開した。
人権文化推進
課

進行・評価 1
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【文化市民局】

番号 事 業 名
新規・
継続等

事業目的 平成２８年度　取組実績 担 当 課 該当事業・対応番号

46
京都市民法律相談事業の
実施

改善
　弁護士が専門的な立場から相談に応じることで，
問題解決の一助とする。

　人権問題など日常生活の中で起こるあらゆる法律問題に関して，弁護士が専門的な立場から相談に応じ
る無料法律相談を実施した。
　平成２８年１０月に相談枠数の見直しや夜間相談枠の充実等，利用実態や市民ニーズに則した事業の見
直しを行った。
　消費生活総合センターでは，毎週月曜日の午後１時１５分～午後３時１５分，火・木曜日の午後１時１
５分～午後３時５５分，金曜日の午後１時１５分～午後３時３５分及び毎月第２・第４水曜日の午後６時
～午後８時に実施し，延べ2,408人の利用があった。また，区役所・支所においても毎週水曜日に実施
し，延べ6,467の利用があった。

　見直し前の相談体制：消費生活総合センター
　　毎週月・火・木・金曜日の午後１時１５分～午後３時４５分
　　及び毎月第２・第４水曜日の午後６時～午後８時

消費生活総合
センター

相談・救済 1

47

高度情報化社会がもたら
す消費者トラブルを未然
に防止するための消費者
教育・啓発

継続

　インターネットやスマートフォン等の使い方につ
いて，正しい知識や危険性等について情報を提供す
ることにより，高度情報化社会がもたらす消費者ト
ラブルの未然防止を図る。

　「京都市消費者教育推進計画」に基づき，消費生活専門相談員等を講師として派遣する出前講座（48
回，参加者総数1,431名），年齢階層に応じた消費者教育冊子・教材の配布（中学生向け消費者教育冊子
「めざせ！消費者市民！」を市内全中学校（新１年生向け）に配布，若者向け消費者教育冊子「知っ得！
消費者トラブル　京都買い物語」を市内高等学校36校（府立を除く）へ配布），消費者標語の募集（小
学生714名　1,255作品　中学生９42名　1,620作品）　，本やDVDの貸出し（図書79冊，視聴覚教
材56本）等の様々な消費者教育・啓発の取組を進めることにより，引き続き，高度情報化社会がもたら
す消費者トラブルの未然防止を図った。

消費生活総合
センター

高度情報化 １，2
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【産業観光局】

産業観光局
番号 事 業 名

新規・
継続等

事業目的 平成２８年度　取組実績 担 当 課

1
インターネットを活用し
た情報の発信

継続
　インターネットにより広く情報を提供し，企業の
取組の支援を図る。

　本市ホームページや京都ＣＳＲ推進協議会のホームページ等を活用し，企業等のＣＳＲ推進に役立つ情
報を発信した。

産業政策課 職場づくり 2

2 講座の開催 継続
　企業が直面する人権課題を取り上げ講座を開催す
ることで，企業の人権に関する取組の支援を図る。

　企業向け人権啓発講座の中で，CSR(企業等の社会的責任）をテ－マとした講座を開催した。

【実績】（開催日・参加者数・テーマ・講師等）
○ ７月２７日 　 ４５名
　講演：ストップ！ブラックバイト～配慮すべき企業の心得～
　
○ 1２月１９日　４０名
　講演：なぜ日本人は「働きすぎ」なのか～「働き方改革」のあり得べき道筋～

産業政策課 職場づくり 2

3
ビデオ等の貸出し（人権
啓発サポート制度）

継続
　人権に関するビデオを貸し出すことで，情報を提
供し，企業の取組の支援を図る。

  CSR（企業等の社会的責任）推進の取組を効果的に進めてもらうため，研修教材として，DVD等の貸
出を行った。（貸出件数１件）

産業政策課 職場づくり 2

4

海外観光宣伝
（「Kyoto Official
Travel Guide」での情報
発信）

継続

　ますます多様化する外国人観光客のニーズに応じ
た情報を提供するため，引き続き，外国人旅行者向
け京都観光ウェブサイト「Kyoto Official Travel
Guide」において，多言語での情報発信に取り組
む。

　平成26年度に機能強化を行った「Kyoto Official Travel Guide」において，１３言語（英語，フラン
ス語，中国語（簡体字・繁体字），ハングル，ドイツ語，スペイン語，イタリア語，アラビア語，トルコ
語，タイ語，マレー語，ロシア語）での情報発信を行った。

多文化 5

5 観光案内標識の整備 継続
　国内外の観光客が周辺の観光資源をじっくり歩い
て楽しむための多言語表記の観光案内標識の整備に
取り組む。

　平成２３年9月に取りまとめた「京都市観光案内標識アップグレード指針」に基づき，平成２３年度か
ら平成２７年度の５箇年計画で，観光案内標識の整備を重点的に進めた。
　平成２８年度からは年間５０基設置を目途として，４言語に対応する名所説明立礼（駒札）の充実を進
め，国内外の観光客に地域観光資源の魅力を発信していく。平成２８年度についても年間５０基を設置し
た。

観光MICE推
進室

多文化 5

6
ユニバーサルツーリズム
の推進

継続
　年齢や障害の有無，国籍等に関わらず，誰もが楽
しむことができる京都観光の実現を図る。

　ホームページにて観光モデルコースや観光関連施設のバリアフリー情報を紹介するとともに，ユニバー
サルツーリズム・コンシェルジュによる無償の個別相談を行った。また，モデル地域において車いすレン
タル制度を開始し，観光客への車いすの無料貸出を実施した。ほか，観光事業者向けの手話研修を実施し
た。

　　・ユニバーサルツーリズム・コンシェルジュ相談件数：７８件
　　・車いすレンタル件数：２６６件
     ・手話研修の実績:9月30日　62名

観光MICE推
進室

多文化 5

7
海外新規市場開拓（ムス
リム観光客の受入環境整
備）

継続

　ムスリム（イスラーム教徒）観光客に快適で満足
度の高い京都観光をしていただくため，ムスリムの
宗教上の習慣（食事，礼拝等）にも配慮した受入環
境整備を推進する。

　ムスリム観光客向けウェブサイト（英語，アラビア語，トルコ語，マレー語）の内容充実，ハラール対
応可能な施設の拡大等により，受入環境整備に取り組んだ。

観光MICE推
進室

多文化 5

8

観光事業者を対象とした
外国人観光客等について
の理解を深めるための取
組の推進

継続

　日本とは異なる文化，風習を持つ外国人観光客等
について理解を深めていただけるよう，関係団体と
連携し，外国人観光客と観光事業者が互いに尊重し
合う，誰もが安心して楽しく観光できる，やさしさ
あふれる，おもてなしのまちづくりを進めること
で，「人権文化の息づくまち・京都」の実現を目指
す。

　観光事業者が外国人観光客等についての理解を深めていただけるよう，関係団体と連携し「京都観光経
営学講座」を始め，様々な機会を通じて取組を推進した。

・期間：平成28年10月～平成29年3月
・受講人数：３３名

観光MICE推
進室

多文化 5

該当事業・対応番号
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【保健福祉局】

保健福祉局

番号 事 業 名
新規・
継続等

事業目的 平成２８年度　取組実績 担 当 課

1
みやこユニバーサルデザ
インの推進 継続

　ユニバーサルデザインの考え方を京都の生活文化
に取り入れた，全ての人が暮らしやすい社会環境づ
くりを「みやこユニバーサルデザイン」と位置付
け，その推進を図る。

　・審議会の開催
      開催実績：全体会２回，みやこＵＤ賞審査部会：１回，利用しやすい施設づくり部会：２回
　・みやこユニバーサルデザイン賞の募集，表彰
　　応募件数：９２０件
　　表彰大賞２件，優秀賞４件。アイデア賞５件
　・ユニバーサル上映補助
　　補助件数 ：９件
　・ユニバーサルデザイン消費者啓発の実施
      「ユニバーサルデザイン京都フォーラム２０１７」の実施（3月２２日）
　・人にやさしいサービス宣言事業の実施
      平成2８年度新規登録店舗数：８件
　・みやこユニバーサルデザイン普及啓発
　　アドバイザー派遣：５件
　　既存イベントとの連携した周知活動：ほほえみ広場，やんちゃフェスタ出展
　　みやこＵＤ推進主任連絡会議：７月２８日
　　庁内向け広報担当者研修：２月２１日（参加人数 ２６人）

障害保健福祉
推進室

障害者 7

2
ほほえみ交流活動支援事
業

継続
　障害のある人もない人も相互に交流できる機会を
創出する。

　手話や車いすの体験学習会など障害や障害のある人への理解促進を図る福祉教育・啓発事業を学校・児
童館等と協働で実施する障害者団体に対して，開催経費等の助成や側面的支援を行うことにより，障害の
ある人もない人も相互に交流できる機会を創出するとともに障害者団体活動の活性化を図る。
   体験交流　38件
　出前講演　13件
　施設の見学・交流学習　１件

障害保健福祉
推進室

障害者 8

3
地域における見守り活動
促進事業

継続

　支援が必要な一人暮らし高齢者や障害のある方な
どに関する名簿を作成することで，緊急時の迅速な
対応等にもつなげる日常的な見守り体制の充実を図
る。

　高齢サポートの職員や担当ケアマネジャー等が対象となる方のご自宅を訪問することなどによって，地
域の関係機関や団体に住所・氏名等の個人情報を提供してよいかを伺い，同意が得られた方の名簿を貸し
出して，日頃の見守りにつなげた。
　同意率２１．６％（１９．９％）

保健福祉総務
課・健康長寿
企画課

高齢者 5

4
障害を理由とする差別の
解消の推進

継続

　障害を理由とする差別の解消を推進することを通
じて，障害のある人もない人もすべての人が違いを
認め合い，つながりを持ち，支え合うまちづくりを
実現する。

○対応要領に基づく取組
　全庁を対象として平成２８年１月に策定した「京都市対応要領」に基づき，庁内の次のような取組を進
めた。
　・　各々の事務事業を行うに当たっての「不当な差別的取扱い」の禁止及び「合理的配慮」の提供
　・　個々の合理的配慮を的確に行うために必要な「環境の整備」
　・　障害を理由とする差別に関する相談への的確な対応
　・　相談対応事例を踏まえた取組の推進（障害者差別解消支援地域協議会の運営を含む。）
　・　効果的な職員への研修（法の趣旨や対応要領の周知及び障害に関する理解の促進）

○啓発活動
　障害に関する理解の促進等に係る啓発に加えて，法の趣旨等についても，あらゆる機会を捉え，市民や
事業者に向けて発信した。
　・　啓発リーフレットの配布（２万部増刷。市政案内所，区役所，公共施設等で配布）
　・　「きょう☆COLOR」（５月号）に法の趣旨等に関する記事を掲載
　・　啓発講座「障害に対する理解を深め，合理的配慮の実践を！」を開催
　　　開催日：平成２９年１月２６日　参加者数：６３名
　・　その他イベント等における啓発グッズの配布，ラジオ放送の活用，市民・団体への研修講師派遣等
　　による法の周知

障害者 2

5
障害者地域生活支援拠点
運営事業

継続

　障害のある方の高齢化・重度化や「親なき後」
も，住み慣れた地域で引き続き安心して暮らしてい
けるよう，障害福祉サービスの利用等様々な支援を
切れ目なく提供できるための相談体制を構築する。

　平成２８年度は引き続き，「障害者２４時間相談体制構築モデル事業」として，障害者地域生活支援セ
ンターに「障害者地域生活支援拠点」を設置し，土日祝日等の開所を行った。また，深夜・早朝等の時間
帯における相談体制を確保するための夜間相談受付専用電話を設置した。

障害保健福祉
推進室

障害者 6

該当事業・対応番号
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【保健福祉局】

番号 事 業 名
新規・
継続等

事業目的 平成２８年度　取組実績 担 当 課 該当事業・対応番号

6
心の輪を広げる障害者理
解促進事業における作品
募集

継続 　障害のある人とない人との相互理解を促進する。

　「心の輪を広げる体験作文」及び「障害者週間のポスタ－」を公募し，ほほえみ広場２０１６で優秀作
品に対し表彰を行うとともに展示ブースで紹介した。また，障害者週間に，市役所玄関ホールでも掲示を
行った。
　○作品応募数…作文：167点（最優秀作品1点，優秀作品2点），ポスター：2点

障害保健福祉
推進室

障害者 9

7 補助犬啓発事業 継続
　視覚・聴覚・肢体障害のある人の日常生活を支援
し，社会参加を促進する。

　市民の理解を深め，同伴できる民間施設等の拡大を図るための啓発を行う。
　また，補助犬に関する相談窓口を設置した。
　庁舎内に補助犬に関するポスターの掲示し，補助犬ステッカーを希望者に配布
　市民等からの補助犬に関する相談：0件

障害保健福祉
推進室

障害者 9

8 障害者の就労支援対策 継続

　障害のある人が，生きがいと希望を持って働くこ
とができるためには，その能力と適性とライフス
テージに応じて，生涯にわたって継続的に支援する
ことが必要である。そのため，「福祉」，「教
育」，「企業」の融合・連携を図り，総合的視点か
ら障害のある人の就労支援を推進する。

　障害者就労支援プロモーターが障害福祉施設利用者及び支援者を対象とした研修会や企業を対象とした
障害者雇用企業見学会等を実施した。
　内容：京都の伝統工芸で障害のある方が働く可能性を考える見学会など。

　また，「京都市障害者就労支援推進会議」及びその部会を開催し，関係機関・団体等と協働して，取組
を進めた。さらに，障害のある人を対象に実施する京都市役所における職場実習及びチャレンジ雇用につ
いては，取組を継続しながら，一般就労のためのより効果的な手法の確立を図った。
　内容：保健福祉局 障害保健福祉推進室において実習　（８月２日～８月１５日）１名他

　加えて，障害者雇用に意欲のある企業を対象にアドバイザーの派遣や備品購入の費用を助成する制度を
実施する他，具体的な雇用計画の検討に至らない企業等を対象に，連続研究会を実施した。
　内容：3社選定
 
  長期的な定着支援については，京都市域における職場定着支援の中核として，本市独自に「京都市障害
者職場定着支援等推進センター」を設置し，就業先の職場訪問などによる職場定着支援の強化と長期的な
定着状況の把握，一般就労者に対する仲間づくり支援などの事業を，障害者就業・生活支援センターと緊
密な連携を図りながら実施し，一般就労者の長期就労をサポートする環境を整備した。
　内容：交流サロン「ぽろぽろ」（悩み事を相談し合える憩いの場）において，平成２８年度は
　　　　３２８人が参加した。

障害保健福祉
推進室

障害者 4

9 障害者虐待防止対策事業 継続

　障害者虐待の防止，早期発見のため，関係機関と
の協力体制・支援体制を強化し周知・啓発に取り組
むことにより，障害者虐待の防止及び障害のある人
や養護者への支援を促進し，障害のある人の権利利
益を擁護する。

　・　京都市障害者地域自立支援協議会障害者虐待防止検討部会の開催（3回）
　・　新規事業所説明会等での周知啓発（6回）
　・　障害者虐待防止研修の開催（計４回開催，延べ参加者３０３名）

障害保健福祉
推進室

障害者 1

10 ほほえみ広場の開催 継続

　障害のある人もない人も，すべての人が日々の暮
らしの中で，いきいきとした人生を築くことのでき
る社会を目指し，障害のある人に対する正しい理解
と認識を一段と深めるとともに，自立の促進と障害
者福祉の増進を図る。

　梅小路公園（下京区）にてほほえみ広場２０１６を開催した。今年度はイベントの周知に注力し，天候
も快晴となったことから，前回を超える来場者があり，障害のある方とない方との交流を目指す，本事業
の目的を果たすことができた。
（主な取組）
　・式典について，「心の輪を広げる体験作文」と「障害者週間の　ポスター」の表彰に加え，昨年度に
　　引き続き「みやこユニバーサルデザイン賞」の表彰も併せて行った。
　・手話に対する理解の促進のため手話体験ブースを設置した。
　・ステージには例年以上の１０組の団体に出演していただいた。
　　来場者数（推計）：７，８００人

障害保健福祉
推進室

障害者 8

11
点訳,音訳,手話,要約筆記
者，盲ろう通訳介助員等
養成

継続

　視覚，聴覚障害者のコミュニケーション手段であ
る点字，音訳，手話，要約筆記技術を指導し普及す
ることによって，視覚，聴覚障害者の自立と社会参
加の援助を図り，もって障害者福祉の増進に寄与す
る。

　○点訳・音訳奉仕員養成講座（修了者数　音訳：48名，点訳：80名）
　○手話奉仕員養成講座（修了者数　60名）
　○手話通訳者養成事業（修了者数　78名）
　○要約筆記者養成事業（修了者数　16名）
　○盲ろう通訳介助員養成事業（修了者数　6名）

障害保健福祉
推進室

障害者 8
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【保健福祉局】

番号 事 業 名
新規・
継続等

事業目的 平成２８年度　取組実績 担 当 課 該当事業・対応番号

12
障害者法律・結婚・住宅
等の相談事業の充実

継続
　身体障害者の社会活動に必要な援助を行い，身体
障害者の自立生活と社会参加を促進する。

　身体障害者が社会に参加していくために生じる様々な問題に対し，障害者福祉関係をはじめ様々な団体
及び関係機関の協力のもとに，法律相談，結婚相談，住環境相談等の相談事業を行った。
　法律相談：相談件数２０件
　結婚相談：相談件数５５１件
　住環境相談：相談件数４７件
　福祉機器相談：相談件数７６件

障害保健福祉
推進室

障害者 6

13 知的障害者専門相談事業 継続
　在宅の知的障害のある人の，自主的な社会活動を
育成・支援する。

　知的障害のある方の自立と社会参加において生じる様々な問題（法律，人権，療育，医療，教育等）に
ついて，弁護士等が相談に応じた。
　電話相談：３８２件
　弁護士相談：１８件
　専門相談：８件
　来所面談：５１件

障害保健福祉
推進室

障害者 6

14 障害者相談員設置事業 継続

　身体・知的・精神（発達障害を含む。）の３障害
対応の障害者相談員が，同じ背景を持つ立場で相談
支援を要する障害のある人やその家族からの生活上
の相談に応じ，障害者団体・家族団体等との連携を
図る中で地域における相談支援体制の充実を図る。

　身体・知的・精神（発達障害を含む。）の３障害対応の京都市障害者相談員を設置し，障害者団体・家
族団体等との連携を図る中で，当事者活動のメリットであるピアカウンセリング機能を活かし，同じ背景
を持つ立場で，相談支援を要する障害のある人やその家族からの生活上の相談に応じ，助言その他の必要
な援助等を実施した。
　京都市障害者相談員数１１７名（平成２９年３月３１日時点
　（委嘱期間　平成２８年４月１日～平成３０年３月３１日）定員１１７名）

障害保健福祉
推進室

障害者 6

15
手話通訳者，要約筆記
者，盲ろう通訳介助員の
派遣

継続
　聴覚障害者，中途失聴者，難聴者等の社会生活上
の意思疎通を円滑にする。

　手話通訳者，要約筆記者及び盲ろう通訳介助員の派遣を行い，聴覚障害者の社会参加の推進を図った。
・手話通訳者派遣（件数：4,614件，派遣人数：5,001名）
・要約筆記者派遣（件数：219件，派遣人数：603名）
・盲ろう通訳介助員派遣（件数：147件，派遣人数：191名）

障害保健福祉
推進室

障害者 8

16
聴覚言語障害者等の生活
訓練事業の充実

継続
　ノーマライゼーションの理念を実現し，誰もが明
るく暮らせる社会づくりを促進する。

　身体障害のある人が社会の構成員として地域の中で共に生活が送れ，また，社会参加を通じて生活の質
的向上が図れるよう必要な施策を実施した。
　講義：5回，手話講座：4回・参加者：188名

障害保健福祉
推進室

障害者 8

17
身体障害者障害別体育大
会の開催

継続
　スポーツを通じて残存能力の維持向上を図り，障
害のある人の自立支援と積極的な社会参加を促進す
る。

・肢体障害者体育大会　参加者：９８名　平成2８年５月２９日（日）実施
・フライングディスク大会　参加者：５７名　平成28年11月6日（日）実施
・視覚障害者体育大会　参加者：約２００名
・聴覚障害者体育大会　参加者：約６０名

障害保健福祉
推進室

障害者 8

18
知的障害者スポーツ大会
の開催

継続
　障害者スポーツの一層の発展を図ると共に，社会
の知的障害者に対する理解と認識を深め，知的障害
者の自立と社会参加を推進する。

　ゆうあいボウリング大会　平成29年2月18日（土）実施
　参加者：４１名

障害保健福祉
推進室

障害者 8

19
全国車いす駅伝競走大会
の開催

継続
　障害のある人の社会参加の促進と障害者スポーツ
の振興を図るとともに，社会の障害者に対する一層
の理解と認識を深める。

　全国の身体障害者を対象とする車いす駅伝競走を開催した。
　日時：３月１2日（日）
　コース：国立京都国際会館
　　　　　　～西京極総合運動公園
　　　　　　５区間　２１.３ｋｍ
　参　加：全国18チーム　150人参加
　　　　　　（うち選手101人）

障害保健福祉
推進室

障害者 8

20
いきいきハウジングリ
フォーム事業

継続
　重度障害のある人が住み慣れた家での生活を暮ら
しやすくし，また，介護する人の負担を軽くする。

　住宅改造や移動設備設置に必要な費用の一部を助成する。
　助成決定件数：４6件

障害保健福祉
推進室

障害者 7

21
京都市ハンディマップの
情報提供

継続 　障害のある人の社会参加の促進を図る。
　｢京都市ハンディマップ(平成２３年３月改訂版)｣を希望者に配付し，インターネットを活用した情報提
供も行った。

障害保健福祉
推進室

障害者 8
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番号 事 業 名
新規・
継続等

事業目的 平成２８年度　取組実績 担 当 課 該当事業・対応番号

22
京都市障害者雇用促進啓
発事業

継続
　障害のある人の雇用の一層の促進を図るととも
に，障害のある人に対する理解と認識を深め，障害
のある人の自立と社会参加を促進する。

　障害者雇用促進月間について，独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構京都支部と連携した取組
を進めた。

障害保健福祉
推進室

障害者 4

23 精神科救急医療システム 継続
　精神障害のある人が，住み慣れた地域で安心して
暮らし続けることができるための体制を確保する。

　休日，夜間において病状が急変した時に相談し，状況に応じた適切な医療を速やかに受けるための体制
を確保した。
　相談件数　３，090件（うち医療機関紹介等　２74件 )

障害保健福祉
推進室

障害者 3

24 自動車運転免許取得助成 継続 　身体障害者の自立と社会参加を図る。
　身体障害者が自動車運転免許(第1種普通免許)を取得する場合に教習のために必要な経費（対象経費の
2/3(上限：100,000円)）を助成した。
　助成件数：16件

障害保健福祉
推進室

障害者 8

25 自動車改造費助成 継続 　身体障害者の自立と社会参加を促進する。
　身体障害者が就労，通学及び通院に伴い自動車の運転を必要とうす場合に，重度の身体障害者が自ら所
有し運転する自動車を，障害状況に応じて改造する場合に要する経費(上限:100,000円)を助成した。
　助成件数：29件

障害保健福祉
推進室

障害者 8

26
重度障害者タクシー料金
助成

継続
　重度障害者に対して，タクシー料金の一部を助成
することにより，日常生活の利便と社会参加の促進
を図る。

　重度障害者に対して，タクシー料金の一部を助成した。
　（平成２８年度実績　交付枚数１３，８８１件）

　○対象者
　　次のいずれかに該当する障害があり，市バス・地下鉄の福祉乗車証の制度を利用していない
　方（福祉乗車証との選択制）
　　⑴　身体障害者手帳（１・２級）の交付を受けている方
　　⑵　療育手帳（Ａ判定）の交付を受けている方
　　⑶　精神障害者保健福祉手帳（１級）の交付を受けている方
　○助成額
　　１枚につき５００円の助成（１，０００円以上乗車の場合に限り２枚まで使用可能）で，
　月４枚年間４８枚の利用券を交付した。

障害保健福祉
推進室

障害者 8

27
障害者情報バリアフリー
化支援事業

継続
　障害のある人の情報バリアフリー化を推進すると
ともに，自立と社会参加の促進を図る。

　障害のある人が障害のない人と同様にパソコン等の情報機器を利用できるための支援を行った。
　 助成件数：１７件

障害保健福祉
推進室

障害者 8

28
市バス・地下鉄福祉乗車
証交付事業

継続
　社会参加の機会が少なくなりがちな障害のある人
の行動圏を拡大し，積極的な社会参加を促進する。

　身体障害者手帳・療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の所持者とその介護人に対して，市バス・市営
地下鉄運賃を無料にする福祉乗車証を交付した。
　割引対象者　１４３，４８１人（介護人の人数含む）

障害保健福祉
推進室

障害者 8

29
こころのふれあい交流サ
ロンの運営

継続
　精神障害のある人の地域交流や社交の場を確保す
るとともに，精神障害に関する地域啓発を推進す
る。

延利用人数　３５，３１５人
機能強化型サロン（２箇所）から既存サロンへの相談員派遣による相談実績　３２３件

障害保健福祉
推進室

障害者 3

30
障害者地域生活支援セン
ター運営事業，基幹相談
支援センター運営事業

改善

　障害のある人やその家族等からの地域生活や福祉
に関する様々な相談に応じて，福祉サービスの利用
援助（情報提供）等の相談支援を行う。また，障害
理解の普及・啓発や権利擁護の取組等を行う。

　市内５つの障害保健福祉圏域ごとに３箇所ずつ，３障害（身体・知的・精神障害）対応型の障害者地域
生活支援センターを設置し，相談支援を行った。また，同圏域ごとに１箇所ずつ，障害者地域生活支援セ
ンターを基幹相談支援センターとしても設置し，相談支援実施の後方支援を行うとともに，障害理解の普
及啓発や権利擁護の取組等を行った。

障害保健福祉
推進室

障害者 6

31
京都市障害者施策推進審
議会

継続
　障害当事者，その家族，事業者，市民，学識経験
者等で構成される審議会において，本市の障害者施
策について意見聴取しながら取組を推進する。

○京都市障害者施策推進審議会を開催（１回）
　議題：障害者差別解消法に基づく対応要領について
　　　　ほほえみプラン及び第４期障害福祉計画に掲げる取組実績について
　　　　障害者生活状況調査について

障害保健福祉
推進室

障害者 11
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32

「京都市手話言語がつな
ぐ心豊かな共生社会を目
指す条例」に基づく取組
の推進

新規

　平成２８年４月に施行された「京都市手話言語が
つなぐ心豊かな共生社会を目指す条例」に基づき，
手話による自由なコミュニケーションが保障される
社会の構築を目指す。

　○手話言語条例施行をPRするためのリーフレット等の作成・配布
　○市民の手話への理解促進と普及に向けたイベントへのブース出展等
　　出展：14回，記事の掲載：1回，イベントでのＰＲ：2回
　○手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため，中途失聴者，難聴者その他の手話を必要と
　　する人及び手話通訳者その他の関係者の意見を聴く場として設置した「京都市手話言語条例推進方
　　針等に係る懇話会」における議論を基に，推進方針を平成29年3月に策定
　○庁内向け手話研修の実施

障害保健福祉
推進室

障害 12

33
重度心身障害者医療費支
給事業

継続
　重度心身障害者の保健の向上と福祉の増進を図
る。

　１級又は２級の身体障害者手帳を持っている方，知能指数（ＩＱ）が３５以下である方，３級の身体障
害者手帳を持ち，かつ知能指数（ＩＱ）が５０以下である方等に対し，医療保険の自己負担額に相当する
額を支給する。（所得制限あり）
　年間平均受給者数：12,482人　一人当たり支給額：180,295円

障害保健福祉
推進室

障害者 12

34
発達障害者支援センター
「かがやき」の運営

継続
　発達障害のある人と家族が地域で安定した生活を
送ることができるよう支援する。

 発達障害のある方とその家族等が地域で安定した生活を送ることができるよう，発達障害者支援セン
ター「かがやき」において相談支援，就労支援，発達支援及び普及啓発・研修の４機能の事業を年間を通
じ展開した。
　○相談支援：１，０３０人／就労支援：１８９人／発達支援：５８人
　○普及啓発・研修：市民向け公開講座の開催（5月28日開催，285名参加），講師派遣（12件），
　　　　　　　　　　研修生・見学の受入れ（35名），ガイドブックの発行（5,400部），ホーム
　　　　　　　　　　ページの発信　など

障害保健福祉
推進室

児童福祉セン
ター

障害者 5

35
地域リハビリテーション
交流セミナー

継続
　医療，福祉のみならず，様々な角度から地域リハ
ビリテーションの推進を図り，障害の有無に関わら
ず豊かに生活できる環境づくりを目的としている。

　毎回テーマを選定し，障害の有無に関わらず豊かに生活できる環境づくりについて広く市民に啓発している。２８年
度は障害者地域生活支援センター との共同開催も含め３回開催した。
 　平成２９年度についても開催予定。　開催日及びテーマ等未定。
【２８年度実績】
①第３１回
　開催日：平成２８年１１月２９日
　開催場所：地域リハビリテーション推進センター
　テーマ：ユニバーサルデザインとは？
　参加者数：９３人
②第３２回
　開催日：平成２９年１月１８日
　開催場所：地域リハビリテーション推進センター
　テーマ：望む生き方を実現する為に何が必要なのか！
　参加者数：１５３人
③第３３回
　開催日：平成２９年２月８日
　開催場所：伏見区総合庁舎１階大ホール
　テーマ：災害支援の網の目からこぼれ落ちる障害者
　参加者数：１１０人

地域リハビリ
テーション推
進センター

障害者 9

36
くらしとこころの総合相
談会

継続

　自殺の危機に直面している人たちが，精神疾患等
の問題だけではなく，経済的問題，雇用問題，家庭
問題等，様々な問題を同時に抱えていることを踏ま
え，定期的に相談会を開催し，自殺予防に係る一人
一人の事情に応じた支援を行う。

○定例相談
　原則：毎月第４火曜日　午後２時～午後７時
○土曜相談
　年３回 午後1時～午後6時
○相談内容：会場でお話を傾聴し，今後の暮らしやこころのあり方等を一緒に考える機会とする。
（１）弁護士・司法書士によるくらしの相談，
（２）心理士によるこころの相談
（３）僧侶によるいのちの相談，
（４）職場のメンタルヘルス相談（京都産業保健総合支援センター産業カウンセラー）
（５）保健師によるからだとこころの健康相談
（６）自死遺族，遺族相談（自死遺族サポートチーム）各相談員ごと7ブースにわけ，相談会を実施。
　　　※ 一人につき概ね４５分程度， 相談料は無料
　　　　相談会来所者２３５人延べ３５９件の相談を受けた。
　　　　７割以上の方が１回の相談で悩みを解消し終了している。

こころの健康
増進センター

複数課題 1
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37
講演会及びシンポジウム
の開催

継続
　市民等に対して，心の健康問題，精神疾患及び精
神障害者，自殺に関する問題への理解を深めてもら
う。

　精神保健福祉分野における重要かつ先進的な話題をテーマとして選定し，市民等に心の健康問題，精神疾患及び精神障害者へ
の理解を深めてもらうため，講演会，シンポジウム等を実施した。
　○思春期・青年期精神保健福祉講演会
　　テーマ：思春期への理解と対応～思春期世代とのよりよいコミュニケーションとは～
　　日　時：平成2９年２月１５日（水）１３：３０～１５：３０
　　会　場：キャンパスプラザ京都
　　参加者：７４人

　○アルコール関連問題啓発フォーラム
　　テーマ：「アルコール健康障害対策推進基本計画」策定元年としての推進
　　日　時：平成2８年１１月１３日（日）１３：００～１６：００
　　会　場：西陣織会館
　　参加者：1２０人

　○若者の薬物問題について考える講演会
　　テーマ：今知っておきたい大麻～薬物依存のリスクと治療・回復～
　　日　時：平成2８年1２月1日（木）１４：００～１６：００
　　会　場：ウィングス京都
　　参加者：８０人

　○こころの健康講座
　　テーマ：男がつらいよ～絶望の時代の希望の男性学～
　　日　時：平成２８年９月２日（金）１４：００～１６：００
　　会　場：ウィングス京都
　　参加者：９９人

こころの健康
増進センター

障害者 3

38
精神保健福祉に関する映
画・ビデオ等の収集，提
供

継続
　精神保健福祉について，市民や医療機関に啓発す
る。

　精神保健福祉に関するビデオを収集し，研修等の目的で使用する団体や各区のネットワーク等に随時貸
出しした。
　ビデオ貸出　　３件

こころの健康
増進センター

障害者 3

39
京都市精神保健福祉ボラ
ンティア連絡協議会活動
支援

継続

　①市内で活動する精神保健福祉ボランティアグ
　　ループ間の交流・学習等を促す。
　②精神に障害を持つ方に関する市民への啓発活動
　③精神保健福祉ボランティアの養成，育成を行
う。

　京都市精神保健福祉ボランティア連絡協議会の下記の活動を支援することにより，精神保健福祉に関す
る啓発活動等に取り組んだ。
　○講演会や講座の開催
　　回　数：養成講座5回，施設実習2回
　　参加者：１２０人（延べ）
　○幹事会　１４回　６３人（延べ）
　○通信の発行　年1回発行

こころの健康
増進センター

障害者 3

40 精神障害者法律相談 継続
　精神に障害のある方の人権を擁護し，地域社会に
おける自立，社会参加を支援する。

　法的に弱い立場に陥りがちな精神に障害のある方の人権救済を目指し，京都弁護士会に委託して毎月２
回，弁護士及び相談員による法律相談を行った。
　開催回数：23回　　相談件数：3０件

こころの健康
増進センター

障害者 3

41 精神保健福祉相談事業 継続
　市民の方の心の悩みから保健，医療，福祉，社会
参加に至る幅広い相談に応じる。

　電話相談及び来所相談を実施した。
　・こころの健康増進センター
　　電話相談　延べ６，337件　来所相談　延べ８６６件
 
　・保健センター・支所（精神保健福祉相談）
　　開催回数：６３３回。相談件数：１，２０２件

こころの健康
増進センター
各区保健セン
ター・支所

障害者 3

42 精神障害者訪問指導事業 継続 　精神に障害のある市民を援助する。

　各保健センター・支所の精神保健福祉相談員・保健師が中心となって，精神に障害のある市民の家庭の
訪問活動を強化し，本人の状況，家庭環境，社会環境などの実情を把握し，医療，日常生活，社会復帰等
について相談援助を行った。
　訪問件数　　４，０７３件

こころの健康
増進センター
各区保健セン
ター・支所

障害者 3

43
精神障害者地域生活安定
化支援事業

継続
　精神に障害のある方の地域での孤立を防止し,地域
生活が安定して送れるようグループワーク等を実施
する。

　各保健センター・支所において，毎月1～3回の事業を実施した。
　実施回数　　２８５回　　参加者数　1,396名

こころの健康
増進センター
各区保健セン
ター・支所

障害者 3

44
京都市精神障害者社会適
応訓練事業

継続

　精神に障害を持つ市民が本格的に就労する際に必
要となる能力（集中力，対人能力，仕事に対する持
久力，環境適応能力など）を養い，就労を通じた社
会参加と生活の自立を目指す。また，精神に障害を
持つ訓練生に対する理解を深める。

　精神に障害を持つ市民を対象として，精神の障害に対して一定の理解を持った一般の協力事業所に通
い，作業等に取り組んでもらう。また，同時に一般に広く協力事業所を募り，定期的に事業主向け研修を
行った。
（取組実績）
　訓練登録者数：５名　　訓練延べ日数：276日　　協力事業所登録数：52箇所
　社会適応訓練事業主研修会：平成29年2月15日開催　参加者：9名

こころの健康
増進センター
各区保健セン
ター・支所

障害者 3
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45
こころのふれあいネット
ワークの構築

継続 　精神保健福祉施策への市民参加を促進する。

　関係機関・団体の参加及び協力を得て，精神障害に関する講演会・学習会等の開催，区民ふれあいまつ
りなどの交流イベントの活用・開催，ネットワークを通じた各種の情報交換，サロンの活動支援，ボラン
ティアの育成，保健センターにおける地域精神保健福祉事業への参加など，様々な地域啓発活動の充実を
図った。

こころの健康
増進センター
各区保健セン
ター・支所

障害者 3

46
こころのふれあいネット
ワーク構成員の区民ふれ
あい事業への参加

継続
　市民が気軽に参加できる催しを通じて，精神障害
について考える機会の提供を図る。

　精神障害について市民への啓発を行うために，区民ふれあいまつりなどの交流イベント等を活用し，
様々な地域啓発活動を推進した。

こころの健康
増進センター
各区保健セン
ター・支所

障害者 3

47
機関紙「こころここ」及
び啓発冊子の発行

継続
　精神障害者に対する市民への啓発を行うととも
に，社会資源などの情報提供をする。

各種の冊子，パンフレットの発行した。
　○センター機関紙「こころここ」の発行　年３回　計１３，０００部（点字版１４０部）
　○こころの健康に関するパンフレットの発行　１０，０００部

こころの健康
増進センター

障害者 3

48
精神保健福祉相談員及び
関係職員の研修

継続

　保健センター・福祉事務所・教育機関等の職員
が，精神疾患や精神障害者に対して正しい知識や理
解に基づいて，業務を実施することができるよう研
修会等を実施する。

　・関係職員を対象とした研修会や講演会の開催
　　開催回数　７回　　　受講者数　１７７名
　・思春期・青年期精神保健講座
　　参加者3９人

こころの健康
増進センター

障害者 3

49
こころのふれあいネット
ワークによる学習会の実
施

継続
　精神に障害のある市民に対する正しい知識の普
及・啓発を目的とする。

　こころのふれあいネットワークの活動として，精神疾患や精神障害に関する学習会を開催した。

こころの健康
増進センター
各区保健セン
ター・支所

障害者 3

50
精神障害者バレーボール
京都市大会の開催

継続

　精神に障害のある市民がスポーツを楽しむ機会と
環境を整備し，精神障害者スポーツ活動の普及及び
振興を図ることにより，精神に障害のある市民の社
会参加を推進する。

　精神障害者バレーボール京都市大会実行委員会に委託して，以下のとおり開催。
　※京都市内の施設に練習の拠点を置く精神障害者バレーボールチームを参加対象。
（取組実績）
　大会（第12回）開催日：平成２８年１１月２５日
　参加チーム数：８チーム
　場所：京都島津アリーナ（京都府立体育館）
　参加者：300名

こころの健康
増進センター

障害者 8

51
精神障害者地域移行・地
域定着支援事業の地域移
行支援連絡会への参画

継続

　精神科病院に入院している精神に障害のある市民
が本人の意向に即して，地域で充実した生活ができ
るよう，精神科病院から地域生活への移行に向けた
支援並びに地域生活を継続するための支援をする。

　行政，精神科病院，相談支援事業者，福祉サービス事業者及びピアサポーター等で構成する地域移行支
援連絡会に参画し，事業の運営・内容の検討，関係機関との連絡調整，必要事項の協議等を行った。
　実務者会議　１２回実施

こころの健康
増進センター
各区保健セン
ター・支所

障害者 3

52
統合失調症及びうつ病の
市民のための就労支援講
座

継続 　精神障害者の社会復帰及び就労の促進を図る。

　統合失調症及びうつ病を中心とした精神障害のある市民に，障害を持ちながら就労するために必要な知
識や情報を伝えるために，就労に関する講座を開催した。
（取組実績）
　平成28年10月5日開催　参加者：67名
　テーマ：病気とつき合いながら働くために　～リハビリテーションの実際～
　平成29年2月15日開催　参加者：153名
　テーマ：病気とつきあいながら働く～働きたいを応援します～

こころの健康
増進センター

障害者 4

53
精神障害者雇用支援連絡
協議会

継続
　精神障害者に対して職場復帰，雇用促進及び雇用
継続等の雇用の各段階に応じた効果的な支援を実施
する。

　行政，精神科医療，産業保健，福祉等の関係機関，団体等，事業主等から成る職業リハビリテーション
ネットワークをつくり，精神障害者及び事業主の個々の状況，ニーズ等に応じたきめ細かな支援を実施し
た。
（取組実績）
　開催日：平成28年7月29日，平成29年2月10日
　場所：京都障害者職業センター

こころの健康
増進センター

障害者 4

【保健福祉局】  23



【保健福祉局】

番号 事 業 名
新規・
継続等
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54
ホームレスの自立の支援
等

継続
　個々の状況に応じた丁寧で粘り強い支援に取り組
むことにより，ホームレスの自立を支援する。

　○「ホームレス訪問相談事業」，「ホームレス無料法律相談事業」及び「京都市自立支援センター」の
　　運営等のホームレスの自立に向けた支援施策を総合的に推進し，２８年度は２３５名のホームレスを
　　居宅生活につなげた。

　○「人権啓発パネル展」に市民向けのチラシを配架し，ホームレスの人権に関する啓発を図った。
　　実施期間：平成２８年８月１日（月）～１０日（水）
　　実施場所：ゼスト御池　市役所前広場

地域福祉課
（現：生活福
祉課）

ホームレス
1
２
３

55
福祉ボランティアに関す
る情報システムの活用及
び情報誌の発行

継続
　福祉を中心としたボランティア活動の情報収集・
提供について支援を行う。

　「京都市福祉ボランティアセンター」における情報システムを活用し情報誌を発行した。
　・ホームページの運用による情報発信　【アクセス件数】計85,312件
　・メールマガジンの発行（２種類）
　　　「ボランティア京都」の発信　【登録者】816名　【回数】51回
　　　「助成金情報」の発信　　　　【登録者】682名　【回数】59回
　・団体・活動情報サーチシステムの管理運営
　　　【登録団体】221団体　【情報発信件数】490件
　・月刊誌「ボランティアーズ京都」の発行
　　　【発行回数】年間11回　【発行部数】各回9,000部

地域福祉課
（現：健康長
寿企画課）

複数課題 1

56
ボランティアに関する各
種講座の開催

継続 　福祉ボランティアに係る人材を養成する。

「京都市福祉ボランティアセンター」及び各区社会福祉協議会に設置している「区ボランティアセン
ター」において，福祉を中心としたボランティア活動の研修会・各種講座を開催し，人材養成を行った。
１　京都市福祉ボランティアセンター事業
　・ボランティア実践講座（４回，延べ131名）
　・ボランティアコーディネータ－研修会（１回，40名）
　・情報保障支援講座（ノートテイカー養成）
　　　初心者編（１回，47名）
２　区ボランティアセンター事業
　・入門講座(11区、24講座)
　・各種体験学習（9区、21回）
３　京都市福祉ボランティアセンター，市・区社会福祉協議会等との共催
　・地域福祉・ボランティア活動カレッジ（1回，137名）

地域福祉課
（現：健康長
寿企画課）

複数課題 1

57
ひとり親家庭等医療費支
給事業

継続
　ひとり親家庭等の保健の向上を図り，福祉の増進
に寄与する。

　母子家庭の児童とその母親及び父子家庭の児童とその父親並びに父母のない児童に対し，その児童が
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの医療保険の自己負担額に相当する額を支給する。（所得制
限あり）
【実績】月平均受給者数　２７，３９４人，　１人当たりの助成額　３８，４０２円

地域福祉課

（現：子ども
若者はぐくみ
局子ども家庭
支援課）

子ども 6

58 子ども医療費支給事業 継続 　子どもの保健の向上と福祉の増進を図る。
　中学校３年生までの子どもに対し，医療保険の自己負担額と，当該制度の一部負担金との差額を支給す
る。（所得制限なし）
 【実績】　月平均受給者数　１５１，４６６人　１人あたりの助成額　１２，１６６円

地域福祉課

（現：子ども
若者はぐくみ
局子ども家庭
支援課）

子ども 6

59 老人医療費支給事業 継続
　高齢者（65歳～69歳）の保健の向上と福祉の増
進を図る。

　所得税非課税世帯に属する方に対し，医療保険の自己負担額と，当該制度の一部負担金との差額を支給
した。
  ※昭和２５年８月１日以前生まれの方は寝たきり・一人暮らし・老人世帯に該当する方も対象（所得制
限あり）
　月平均受給者数　22,163人　１人当たりの助成額　46,262円

地域福祉課
（現：介護ケ
ア推進課）

高齢者 9

60
重度障害老人健康管理費
支給事業

継続
　重度心身障害者の保健の向上を図り，福祉の増進
に寄与する。

　京都市内に住所を有する後期高齢者医療の被保険者で，1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けて
いる方，知能指数（ＩＱ）が３５以下である方，3級の身体障害者手帳の交付を受け，かつ，IQ50以下
の知的障害のある重複障害の方に対し，後期高齢者医療の自己負担額に相当する額を支給した。（所得制
限あり）
　年間平均受給者数：14,272人　一人当たり支給額：96,803円

保険年金課 障害者 12
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61
「国民健康保険の手引
き」（外国語冊子）の配
布

継続 　外国人に対して国民健康保険制度の周知を図る。

　外国人向けに解説した冊子（英語，中国語，ハングル，日本語併記）を作成し，市内の各大学，国際交
流会館，各区役所・支所及び京北出張所保健福祉第一担当で配布した。
　2年に一度作成しており，前回は平成２７年度に作成しているため，次回の作成予定は平成２９年度で
ある。

保険年金課 多文化 2

62 里親支援事業 継続

　何らかの事情により，家庭で生活できない子ども
たちを，できる限り家庭的な環境の中で養育する制
度である「里親制度」の普及のため，広く市民に対
する里親制度の啓発を行ったり，養育里親に対する
研修を実施する。また，里親委託を推進するため，
関係機関との連携・調整や，里親相互の相談援助，
交流促進など，里親に対する支援を総合的に推進す
る。

○普及啓発，研修
　里親経験者による講演会（８４名）や里親制度の説明会等の実施（出前講座１３回実施），制度に関す
るパンフレットの整備（約５，０００枚），広報誌によるPR活動，養育里親，専門里親研修を実施し
た。

○里親家庭への支援
　里親家庭への訪問等相談（３７４件），相互交流の支援，家事養育支援を行った。

児童家庭課
（現：児童福
祉センター）

子ども 6

63
子ども支援センターの運
営

継続

　「京都市未来こどもはぐくみプラン」に掲げる子
どもを社会の宝として市民・地域ぐるみで子育てを
支えあう子育て支援の風土作りのための，行政区レ
ベルにおけるネットワークの拠点を構築する。

　子ども支援センターにおける相談受付件数が増加傾向にある状況を踏まえ，子どもと家庭に関する様々
な相談に対し，子育て情報の提供から，相談室や家庭訪問，関係機関との連携による個別処遇まで，相談
内容に応じ，より適切な対応を行えるよう取り組んだ。

児童家庭課
（現：子ども
若者はぐくみ
局育成推進
課）

子ども 5

64
地域子育て支援ステー
ションの設置

継続

　小学校通学区域を基礎単位とする身近な地域にお
いて，保育園（所）及び児童館等を「地域子育て支
援ステーション」に指定し，これらの施設の子育て
に関する知識や経験等を活用することにより，地域
の育児力の向上を図るとともに，関係機関と連携し
て，児童に対する適切な援助及び子育て中の家庭を
支援する。

　より身近な地域における子育て支援ネットワークの拠点として，市内すべての児童館，保育園（所）及
び認定こども園４００箇所を「地域子育て支援ステーション」に指定し，子育て講座等の開催や子育てに
関する情報提供など，子育て中の家庭に気軽に利用してもらえる取組を行った。
　また，事業担当者に対する子育て支援等に関する研修を，平成２７年度に引き続き実施した。（平成２
９年度も継続して実施する予定）

児童家庭課
（現：子ども
若者はぐくみ
局育成推進
課）

子ども 5

65
京都子どもネットワーク
連絡会議

改善
　子どもと家庭に関わる行政機関，民間団体等が連
携し，情報交換や様々な活動を行い，子どもの健全
育成・子育て支援の取組を進めていく。

　○京都やんちゃフェスタ第2部作業部会　2回
　（２７年度以降，京都市未来こどもはぐくみプランの進ちょく管理は，「京都市子ども・子育て会議」
　　でおこなう。）
　○「人づくり２１世紀員会（教育委員会所管）との融合にむけた調整を実施

児童家庭課
（現：子ども
若者はぐくみ
局はぐくみ創
造推進室）

子ども 5

66 児童虐待に係る広報啓発 継続
　児童虐待の早期発見及び通告義務について啓発す
る。

児童虐待防止月間（11月）中に以下の事業等を実施
◆近畿6府県4政令市共同事業
　厚生労働省作成の児童虐待防止啓発事業についてのポスター（Ｂ2版）を近畿全域のＪＲ・私鉄の各駅
に掲示
◆本市独自事業
　・本市独自でデザインしたポスターを市バス，醍醐コミュニティバス，地下鉄全車内，
　　地下鉄全駅及び市内主要駅（4駅）に掲示
　・京都駅前において，京都府警，児童館学童連盟と共同で，啓発グッズの配布等の街頭啓発を実施
　・市内の市政広報板に児童虐待防止啓発のポスターを掲示
　・各区・支所のふれあいまつりでの啓発グッズの配布
　・市役所前，京都駅前電光掲示板における広報啓発
　・本庁関係課，各区福祉事務所及び保健センター，各子育て支援機関などにおいて，ポスターの掲示，
　　リーフレットの配布等
　・リビング新聞への掲載

児童家庭課
（現：子ども
若者はぐくみ
局子ども家庭
支援課）

子ども 2

67 京都はぐくみ憲章の推進 継続

　平成１９年２月に制定した「京都はぐくみ憲章」
を普及啓発し，いつでも，どこでも，だれもが，
「自分ごと」として，憲章を実践する行動の輪を広
げ，「子どもが健やかに育つ社会」の実現を目指
す。

　・「京都市子どもを共に育む京都市民憲章推進協議会」の設置・開催：3回
　・平成28年度「行動指針」の策定
　・実践推進者表彰の実施(募集期間：9月1日～10月31日)
　　地域活動実践者部門・事業者部門：応募36件，表彰6件
　　実践継続推進者部門：感謝状贈呈60団体
　・「京都はぐくみ憲章実践してます！宣言」の募集及び応募作品を活用した広報啓発
　　　（募集期間：9月1日～10月31日）
　・第20回人づくりフォーラム」及び「平成28年度子どもを共に育む京都市民憲章実践推進者表彰式」
　　の実施（2月5日） 等

児童家庭課

教育委員会
生涯学習部
家庭地域教育
支援担当

（現：子ども
若者はぐくみ
局はぐくみ創
造推進室）

子ども 1
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68
貧困家庭の子ども・青少
年対策の推進

新規

　貧困家庭の子どもや青少年に関する問題に対し，
教育の支援，生活の支援，保護者に対する就労の支
援，経済的支援を中心とした多岐にわたる施策を関
係部局が連携して実施するためにプロジェクトチー
ムを設置し，検討を行う。

　○プロジェクトチーム会議において，調査項目等の検討・精査を行ったうえで，子どもが置かれている
　　状態や家庭の「子育て力」の実態を把握するための実態調査を実施
　○子どもへの支援に関わる関係団体等へのヒアリングを実施
　○国の「地域子供の未来応援交付金交付要綱」に基づき，具体的な支援策等を記載した実施計画を策定

児童家庭課
（現：子ども
若者はぐくみ
局子ども家庭
支援課）

子ども 6

69

「保育の主体は子どもで
ある」との視点からの保
育過程及び指導計画に基
づく保育の実践

継続
　子どもが現在を最もよく生き，望ましい未来を創
り出す力の基礎を培う。

　厚生労働省告示の平成20年「保育所保育指針」や「京都市未来こどもはぐくみプラン」を基本とし，
少子化など保育所を取り巻く実態や地域のニーズなどを十分に把握したうえで，保育所ごとに策定する保
育過程及び指導計画によって，「保育の主体は子どもである」という視点に立って，子どもの自主性，意
欲を喚起し，子ども自身が選択することを重視した保育，子ども一人一人の人格を尊重した保育を展開し
た。

保育課
保育所
（現：子ども
若者はぐくみ
局幼保総合支
援室）

教育・啓発 1

70
障害のある児童の保育の
充実

継続

　自分を大切に感じ，愛されているという自尊感情
や自我を育み，人に対する愛情と信頼感を育てると
ともに，自主，協調の態度を養い，社会性の芽生え
を培うため，人権を大切にする心を育てる保育を推
進し，「自立と共生」の関係づくりを行う。

　厚生労働省告示の平成20年「保育所保育指針」や「京都市未来こどもはぐくみプラン」を基本とし，
障害のある子どもの保育については，一人一人の子どもの発達過程や障害の状態を把握し，適切な環境の
もとで，障害のある子どもが他の子どもとの生活を通して共に成長できるような保育を展開した。

保育課
保育所
（現：子ども
若者はぐくみ
局幼保総合支
援室）

障害者 10

71
幅広い地域からの入所と
交流

継続

　自分を大切に感じ，愛されているという自尊感情
や自我を育み，人に対する愛情と信頼感を育てると
ともに，自主，協調の態度を養い，社会性の芽生え
を培うため，人権を大切にする心を育てる保育を推
進し，「自立と共生」の関係づくりを行う。

　厚生労働省告示の平成20年「保育所保育指針」や「京都市未来こどもはぐくみプラン」を基本とし，
障害のある子どもの保育については，一人一人の子どもの発達過程や障害の状態を把握し，適切な環境の
もとで，障害のある子どもが障害のない子どもとの生活を通して共に成長できるような保育を展開した。

保育課
保育所
（現：子ども
若者はぐくみ
局幼保総合支
援室）

教育・啓発 1

72
男女の共生を進める保育
の推進

継続

　自分を大切に感じ，愛されているという自尊感情
や自我を育み，人に対する愛情と信頼感を育てると
ともに，自主，協調の態度を養い，社会性の芽生え
を培うため，人権を大切にする心を育てる保育を推
進し，「自立と共生」の関係づくりを行う。

　厚生労働省告示の平成20年「保育所保育指針」や「京都市未来こどもはぐくみプラン」を基本とし，
保育士等は，子どもの性差や個人差にも留意しつつ，性別などによる固定的な意識を植え付けることがな
いよう，配慮する保育を展開した。

保育課
保育所
（現：子ども
若者はぐくみ
局幼保総合支
援室）

男女 4

73
異文化を持つ人との共生
を進める保育の推進

継続

　自分を大切に感じ，愛されているという自尊感情
や自我を育み，人に対する愛情と信頼感を育てると
ともに，自主，協調の態度を養い，社会性の芽生え
を培うため，人権を大切にする心を育てる保育を推
進し，「自立と共生」の関係づくりを行う。

　厚生労働省告示の平成20年「保育所保育指針」や「京都市未来こどもはぐくみプラン」を基本とし，
保育士等は，子どもの国籍や文化の違いを認め，互いに尊重する心を育てるよう配慮する保育を展開し
た。

保育課
保育所
（現：子ども
若者はぐくみ
局幼保総合支
援室）

多文化 4

74
地域の保護者・児童の自
立の支援等

継続

　家庭環境に対する配慮や地域との連携などきめ細
かな保育を必要とする子どもについて，家庭との密
接な連携のもとに，日常生活の基礎的事項につい
て，子どもが十分に身に付けることができるよう配
慮した保育を行う。

　厚生労働省告示の平成20年「保育所保育指針」や「京都市未来こどもはぐくみプラン」を基本とし，
地域社会との交流や連携を図り，一人一人の保護者の状況やその意向を理解，受容し，それぞれの親子関
係や家庭生活等に配慮しながら，様々な機会をとらえ，援助を行った。

保育課
保育所
（現：子ども
若者はぐくみ
局幼保総合支
援室）

教育・啓発 1

75
地域子育て支援事業の拡
充

継続

　保育所に蓄積されている専門的な子育てにかかわ
る知識や情報を地域に広げ，すべての子どもの育ち
と親の子育て支援に取り組むため，「京都市未来こ
どもはぐくみプラン」の重要施策である「子育て支
援ネットワーク」の身近な地域レベルのネットワー
クとして事業を実施。

　昨年度年間を通じて実施した各保育所での子育て講座等の実績を踏まえ，出産後の子育てに不安を抱く
夫婦や子育て家庭向けに様々な講座や体験教室を開くことにより，継続して子育ての不安の軽減を図っ
た。
　実施回数：２回，延べ参加者数：約１７０人

保育課
保育所
（現：子ども
若者はぐくみ
局幼保総合支
援室）

子ども 6

76
子育て学習会・子育て講
演会の開催

継続
　子育て学習会等を通して保護者や住民の育児力向
上を図る。

　子どもの人権，児童虐待，障害のある子どもの保育など，人権に関わる問題について学習機会を提供し
た。昨年度の，年間を通じて行った各保育所での研修の実績を踏まえ，アンケートや参加人数により今後
更に充実させるべく内容を吟味した。

保育課
保育所
（現：子ども
若者はぐくみ
局幼保総合支
援室）

教育・啓発 1
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77 保護者会活動の支援 継続
　子どもを慈しみ育むために，親子が他の家族とと
もに一緒に過ごす時間を持つような事業を実施す
る。

　各保育所で年間を通じて行った育児講座や親子の集いなどにおいて，保護者会活動の支援を行った。

保育課
保育所
（現：子ども
若者はぐくみ
局幼保総合支
援室）

教育・啓発 1

78
保育所に関する外国語パ
ンフレット等の配布

継続
　本市に在住する外国人の方に，保育所や小規模保
育事業所等に関する情報を効果的に発信する。

　本市に在住し，保育施設・事業所への入所を希望する外国人の方向けに，保育制度や保育利用申込手続
等を説明した外国語版（英語・中国語）申込の御案内冊子を配布した。

保育課
保育所
（現：子ども
若者はぐくみ
局幼保総合支
援室）

多文化 2

79 保育所職員研修 継続

　「子ども主体の保育」「人権を大切に育てる保
育」を子どもや保護者と適切に関わって実施すると
ともに，多様な保育ニーズに対応する「地域子育て
支援」を推進する。

　把握，分析，処理する力，業務に対する意欲，専門的な知識や技術，広い視野と豊かな人間性を持つ職
員を育成する。
　昨年度の研修の実績を踏まえ，「子どもの主体としての心を育てる保育」「人権を大切にする心を育て
る保育」を職員が保育所において実践できるように，今年度も保育課主催・保育所内部での自主研修・保
育所への講師の派遣など様々な方法により研修を実施した。

保育課
保育所
（現：子ども
若者はぐくみ
局幼保総合支
援室）

推進・研修 2

80

児童虐待防止等に関する
関係機関職員，民生・児
童委員等に対する専門研
修の実施

継続 　児童虐待防止等に関する活動を効果的に行う。
　教職員，施設職員，民生・児童委員等を対象とした講師派遣を１５回実施し，児童虐待の早期発見・早
期対応等，児童相談所と一体となった援助活動を実施できるよう専門的な研修を実施した。

児童福祉セン
ター

子ども 2

81
「子ども虐待SOS専用電
話」等による通告・相談
受付

継続 　児童虐待に対して迅速かつ的確に対応する。

　児童虐待に関する通告や相談などを受付ける専用電話（℡801-1919）を設置
（平成13年6月25日）し，夜間・休日を含む24時間体制で迅速かつ的確に対応した。
【実績】
　相談受付件数2,９１2件

児童福祉セン
ター

子ども 2

82
児童虐待防止ホームペー
ジによる情報提供

継続 　虐待の未然防止と早期解決を図る。

　虐待をしてしまいそう，してしまったと悩む保護者がインターネットのホームページ上で様々な子育て
支援情報や，子育てへのヒントを気軽に閲覧することにより，自分の問題解決の一助としてもらうととも
に，虐待を知った市民の本市への通告方法等についての情報提供を行った。
【実績】
　アクセス件数43,478件

児童福祉セン
ター

子ども 2

83
児童虐待に関する職員の
専門性の向上

継続 　虐待ケースの処遇の向上を図る。

　児童虐待の防止に向けて，日常の業務の中で大きな課題となっている虐待家庭を対象とした保護者支援
プログラムの習得及びスキルアップのため，児童相談所内の研修を開催した。
【実績】
　安全パートナリング所内研修（２回），オレンジプログラムインストラクター養成所内研修（２日間）

　※上記の他，子どもの虹情報研修センター等が実施する児童虐待対応に係る研修に職員派遣

児童福祉セン
ター

子ども 2

84 児童相談所の体制強化 改善

　児童虐待に係る相談・通告に対し迅速かつ適切な
対応を行うとともに，対応後のフォローを含めて一
貫した取組を行うことができるよう，児童相談所の
機能充実を図る。

　児童相談所及び第二児童相談所においては，これまでから国の基準を大きく上回る児童福祉司を配置す
るなど，増加する児童虐待に係る相談や通告に対応してきた。
　平成２８年度には，一時保護所運営担当課長を新設し，本市と京都府警察本部により締結した協定に基
づく担当課長（併任）を新設するなどの体制強化を図った。

児童福祉セン
ター

子ども 2

85
子育てサポートプログラ
ム普及推進事業

継続

　早期の子どもへの発達支援のため，保育所等にお
ける子どもの発達支援や保護者支援に関するコンサ
ルテーションを行い，地域の支援体制の強化を図
る。

　H27年度にテキストブック「みんな　はなまる」を作成し，H28年度に5箇所の公立保育所で計8クー
ル試行実施した。これを踏まえH29年度に本プログラムを本格実施するに当たり，サポートプログラム
支援者養成研修を12月と1月に2日間行った。合計75名（公立保育所１５名，民間保育園3２名，私立
幼稚園8名、保健センター1４名，公立幼稚園関係3名，保健医療課1名，保育課２名）が受講した。
　H29年度からは公立保育所を中心に市内各地で本プログラムを実施予定であり，総合支援担当職員が
運営実施のサポートを行う。

児童福祉セン
ター

障害者 5
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86
～地域で気づき・つな
ぎ・支える～認知症総合
支援事業

継続
　認知症の早期発見・早期相談・早期診断の連続し
た支援に対応するため，地域全体で認知症の人やそ
の家族を支え合う取組を進める。

　認知症になっても本人の意思が尊重され，できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けられるよ
う，認知症の人やその家族に早期に関わり，訪問活動による情報収集やアセスメント，本人・家族等への
心理的サポート，受診勧奨や医療・介護サービスに至るまでの支援などを実施する「認知症初期集中支援
チーム」をモデル的に１箇所設置（北区・上京区）し，早期診断・早期対応に向けた支援体制の構築を
図った。
　また，平成２８年３月に策定した，京都市「認知症高齢者の行方不明時における早期発見に関する連携
要領」について，行方不明（徘徊）リスクが高い方の事前相談・登録及び行方不明となった際の発見協力
依頼の情報提供の運用を行った。
　引き続き，保健福祉局内の若年性認知症支援連携プロジェクトを継続し，主に障害者就労支援について
取り上げた。
　その中で，障害者就労支援施設に対し，若年性認知症の人の受入れ状況等についてアンケート調査を実
施し，その結果を踏まえ，精神障害者施設協議会の定例研修及び障害保健福祉推進室の障害者就労スキル
アップ研修会とタイアップし，若年性認知症の啓発を行った。
　また，若年性認知症支援基礎研修のテーマとしても障害者就労支援を取り上げた（障害者就業・生活支
援センターの職員も参加）。
　■　障害者スキルアップ研修会
　　　研修開催日：平成２９年２月３日　参加人数：　７人
　■　精神障害者施設協議会での若年性認知症をテーマにした研修会
　　　研修開催日：平成２９年２月９日　参加人数：１０人
　■　若年性認知症支援基礎研修会
　　　研修開催日：平成２９年２月１７日　参加人数：３９人

長寿福祉課
（現：健康長
寿企画課）

高齢者 3

87
京都市高齢者虐待シェル
ター確保事業

継続
　虐待シェルター確保事業を実施し，高齢者の生
命・身体の安全を確保する。

　介護保険の要介護認定で要支援又は非該当（自立）と認定され，施設サービスを利用できない高齢者等
が，一時的に虐待や同等程度の緊急事態から避難するための居室の確保を図った。
　○　平成２８年度利用件数　１０件

長寿福祉課
（現：介護ケ
ア推進課）

高齢者 1

88
高齢・障害外国籍市民福
祉サービス利用サポート
助成事業

継続
　言葉や日常生活習慣の違いにより，保健福祉サー
ビスの利用が困難な高齢又は障害のある外国籍市民
の日常生活における不安や悩みの解消を図る。

　外国語によるコミュニケーションが可能な支援員による訪問・支援活動等を行う団体に助成金を交付し
た。
　○　平成２８年度　支援人数：81名

長寿福祉課
（現：介護ケ
ア推進課）

多文化 2

89 高齢者虐待防止事業 継続
　高齢者が住み慣れた地域において，尊厳が保た
れ，安心して生活できる地域社会の構築を目指す。

　高齢者虐待の防止を目的として，一般市民に対する広報・啓発としてのリーフレット作成，講演会の開
催（８月５日　参加者１１５名）を行うとともに，養護者や高齢者福祉に携わる関係者等に対する研修
（介護職員向け４回　専門職向け８回）を実施した。

長寿福祉課
（現：介護ケ
ア推進課）

高齢者 1

90
認知症あんしん京（みや
こ）づくり推進事業

継続
　高齢者が，認知症になっても安心して暮らせるま
ちづくりを行う。

　認知症に対する正しい知識や具体的な対応方法等を学び，地域や職域などで認知症高齢者や家族などを
見守る「認知症サポーター」や，同講座の講師となる「キャラバン・メイト」を養成するとともに，同講
座の修了者を対象とした，認知症や介護に関する知識等の更なる向上を図る一歩前進のための「認知症サ
ポーターステップアップ（アドバンス）講座」を実施した。
　■認知症サポーター養成者数：17,560人
　■キャラバン・メイト養成者数：75人
　■認知症サポーターステップアップ（アドバンス）講座・養成講座受講者：25人

　また，認知症の診察に習熟し，かかりつけ医への助言その他支援を行う「認知症サポート医」の養成及
び「かかりつけ医認知症対応力向上研修」を実施するとともに，病院勤務の医療従事者に対する認知症対
応力向上研修（訪問研修）を新たに実施した。
　受講者：京都市域6病院　計279名（医師・看護師含む）

長寿福祉課
（現：健康長
寿企画課）

高齢者 3

91
京都市成年後見支援セン
ターの設置・運営

継続

　認知症高齢者等が増加する中で，一層高まる成年
後見制度の需要に対応するため，制度を必要とする
方々の相談からその利用までの一貫した支援を行
う。

　長寿すこやかセンター内に設置した「京都市成年後見支援センター」において，成年後見制度に関する
相談や利用に至るまでの支援を行った。
　○　平成２８年度実績　新規相談：６３８件　継続相談：１８０件

長寿福祉課
（現：介護ケ
ア推進課）

高齢者 2
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92 京都市居住支援協議会 継続

　高齢者が民間賃貸住宅に円滑に入居できる環境整
備を進めるため，構成団体である不動産団体，福祉
団体，京都市及び京都市住宅供給公社が相互に協力
しながら取組を進める。

　高齢であることを理由に入居を拒まない「すこやか賃貸住宅」や，高齢者の住まい探しに協力いただけ
る「すこやか賃貸住宅協力店」の情報発信を行うほか，高齢者が抱える住まいに関する不安や疑問に応え
る「高齢期の住まいの相談会」の定期開催等の取組を行った。
　計４回開催し，計２７組の相談に応じた。

都市計画局
まち再生・創
造推進室
（現：住宅政
策課）

長寿福祉課
（現：介護ケ
ア推進課）

高齢者 9

93 市民後見人の養成 継続
　認知症高齢者等の増加による成年後見制度利用者
の増加に伴い，不足が見込まれる後見人を確保す
る。

　後見人の確保に資するとともに，後見人不足の解消により制度利用が促進されることから，家庭裁判所
や弁護士会，大学等の各関係団体の協力を得ながら，市民後見人の養成及び活用を進める。
　○　市民後見人累計受任者数：　３７人（平成２８年度末）

長寿福祉課
（現：介護ケ
ア推進課）

高齢者 2

94 敬老乗車証の交付 継続 　高齢者の生きがいづくりや介護予防に役立てる。
　高齢者の社会参加を支援し，もって高齢者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
　○　平成２８年度末　交付者数：１３４，２４２人

長寿福祉課
（現：介護ケ
ア推進課）

高齢者 6

95
シルバー人材センターへ
の助成

継続

　概ね６０歳以上の高齢者に対し，雇用関係でない
臨時的かつ短期的な就業を提供することにより，追
加的収入を得るとともに，自らの生きがいの充実や
積極的な社会参加を図る。

　高齢者の経験や能力を活かせる臨時的かつ短期的な仕事を提供する「シルバー人材センター」への支援
を行うことで，高齢者の積極的な社会参加を図った。
　（シルバー人材センター会員の就業率：74.5％）

長寿福祉課
（現：健康長
寿企画課）

高齢者 6

96 老人福祉センターの運営 継続 　高齢者の健康で明るい生活を支援する。
　高齢者の健康の増進，教養の向上及びレクリエーションのための場所や機会を提供するとともに，各種
の相談に応じた。
　○　平成２８年度利用者数　６０４，５０９人

長寿福祉課
（現：介護ケ
ア推進課）

高齢者 6

97 老人いこいの家の設置 継続
　高齢者が安寧な毎日が送れるよう，静かで快適な
環境を提供する。

　同一地域内に住む概ね６０歳以上の方が集まり，社会奉仕活動，教養講座開催，健康増進活動を行う老
人クラブに対し，活動費の一部を補助した。
　利用者数　21,399人

長寿福祉課
（現：介護ケ
ア推進課）

高齢者 6

98
老人クラブへの活動費補
助

継続
　老人クラブ（すこやかクラブ京都）の多彩な活動
を支援し，高齢者の積極的な社会参加及び生きがい
の充実を推進する。

　同一地域内に住む概ね６０歳以上の方が集まり，社会奉仕活動，教養講座開催，健康増進活動を行う老
人クラブに対し，活動費の一部を補助した。

長寿福祉課
（現：健康長
寿企画課）

高齢者 6

99
老人クラブハウスへの助
成

継続 　高齢者の生きがいづくりの充実を図る。
　高齢者の集会，クラブ活動及び慰安の場として，高齢者の生きがいを高めるために設置された老人クラ
ブハウスに対し助成した。
　○　平成２８年度助成箇所数　９１箇所

長寿福祉課
（現：介護ケ
ア推進課）

高齢者 6

100 老人スポーツの普及事業 継続
　高齢者の健康保持と生きがいを高めるため，老人
スポーツの普及振興を図る。

　各区において老人スポーツの普及事業を１年を通じ実施した。
　〇　平成2８年度参加者数　8,176人（各行政区合計）

長寿福祉課
（現：健康長
寿企画課）

高齢者 6

101
高齢者・障害者権利擁護
推進事業

継続
　認知症高齢者，知的障害者及び精神障害者の権利
が擁護され，住み慣れた地域で安心して生活を送る
ことができる社会を構築する。

　「京都市高齢者・障害者権利擁護ネットワーク連絡会議」において，関連団体の連携の在り方等につい
て検討を行い，また，市民や介護職員等への啓発を行うなど，高齢者･障害者の権利擁護対策の推進を
図った。
　昨年度の実績を踏まえ，「京都市高齢者・障害者権利擁護ネットワーク連絡会議」，成年後見セミ
ナー，高齢者虐待に関する研修及び講演等の開催により，関係団体との連携を密にし，今後，より一層の
市民啓発を図った。
　○　平成２８年度実績
　　・京都市高齢者・障害者権利擁護ネットワーク運営会議及び連絡会議の開催（各１回）
　　・市長申立件数　８５件（高齢者のみ）
　　・後見人報酬等公費助成件数（高齢のみ）
　　　　申立費用　１３件
　　　　後見人等報酬　４５１件

障害保健福祉
推進室

長寿福祉課
（現：介護ケ
ア推進課）

高齢者 2

102
市民すこやかフェアの開
催

継続
　市民が気軽に参加できる催しを通じ，長寿社会を
考える機会の提供を図る。

　高齢者をはじめ，あらゆる世代の市民が，スポーツや文化活動を通じて交流し，「明るく豊かな長寿社
会」を考える契機となるイベントとして，第2５回市民すこやかフェア２０１６を平成2８年11月2６日
に開催した。
　〇　参加者数　約１６，０００人（合同イベント含む）

長寿福祉課
（現：健康長
寿企画課）

高齢者 7
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継続等

事業目的 平成２８年度　取組実績 担 当 課 該当事業・対応番号

103
老人の日記念行事を通じ
た取組

継続
　広く市民が高齢者の福祉についての関心と理解を
深め，かつ，高齢者が自らの生活の向上に努める意
欲を高める。

　多年にわたり社会の発展に寄与されてきたことを感謝し，長寿を祝うための取組を実施する。
　○　平成２８年度敬老記念品贈呈事業対象者　４１０人（男性５９人　女性３５１人）

長寿福祉課
（現：介護ケ
ア推進課）

高齢者 7

104
ねんりんピックへの選手
派遣

継続
　京都市における高齢者の生きがいの充実，社会参
加の推進等を図る。

　健康及び福祉に関する積極的かつ総合的な普及啓発活動の展開を通じ，高齢者を中心とする国民の健康
の保持・増進，社会参加，生きがいの高揚を図り，ふれあいと活力のある長寿社会の形成に寄与する全国
健康福祉祭に京都市代表選手団を派遣した。
　〇平成2８年度派遣人数　１５２名（長崎）

長寿福祉課
（現：健康長
寿企画課）

高齢者 6

105 老人福祉員設置事業 継続
　地域において高齢者が安心して日常生活を営むこ
とができるようにすることにより，ひとり暮らし高
齢者等の福祉の向上を図る。

　老人福祉員は，一人暮らし高齢者等の安否確認や話し相手となること等通じて，高齢者の地域生活の支
援を行っている。(下記数値は平成28年11月調査結果（年１回実施））
　把握している一人暮らし高齢者数43,426人
　訪問している一人暮らし高齢者数34,588人
　訪問率79.6％
　老人福祉員一人当たりの月平均訪問回数33回

・老人福祉員の活動を支援するため，全体研修会や，各区での研修会を実施した。
　平成２８年度の全体研修会は，11月23日にみやこめっせにて実施し，老人福祉員533人が受講し
た。「防災について考えましょう」をテーマとした講演を行い，老人福祉員の地域活動における質の向上
と活性化を図った。

・平成２８年度は，３年に１回の改選と同時に，老人福祉員の定数を８６名増員（全市定数を１，３８６
名から１，４７２名に増員）することにより，事業の更なる充実を図った。

長寿福祉課
（現：健康長
寿企画課）

高齢者 5

106
一人暮らしお年寄り見守
りサポーター事業

継続

　既存の地域のネットワークを充実させ，今後，増
加が見込まれる一人暮らし高齢者や支援が必要な高
齢者等を的確に把握し，必要に応じたサービスを迅
速に提供していくことを可能とすることにより，一
人暮らし高齢者等が地域で安心して健やかに暮らせ
る環境を整える。

　一人暮らしお年寄り見守りサポーターは，普段の暮らしや仕事の場において，普段から知っている一人
暮らし高齢者等への目配りを行い，見守りが必要と思われる場合や，高齢者の変化に気付いた場合に，地
域包括支援センターに連絡・相談を行っている。
　平成28年度は，一人暮らしお年寄り見守りサポーターの募集を継続し，登録者数の増加促進を行っ
た。（登録者数１３，６２０人（平成２９年３月末現在））
　また，サポーター向けの学習会を５５箇所の地域包括支援センターで開催した。

長寿福祉課
（現：健康長
寿企画課）

高齢者 5

107
一人暮らし高齢者全戸訪
問事業

継続

　高齢サポートの専門職員が，専門的な知識や経験
に基づく訪問活動を実施することにより，支援が必
要な高齢者を把握し，必要に応じて介護サービスの
利用，日常的な見守り等の適切な支援に繋げていく
とともに，地域のネットワーク構築，高齢サポート
の認知度を向上させる。

　高齢サポートの専門職員（保健師又は経験のある看護師，社会福祉士，主任介護支援専門員，介護支援
専門員等）による，市内の一人暮らし高齢者への戸別訪問活動を実施した。
　
　平成28年度訪問活動実施  ７９，４８２人

長寿福祉課
（現：健康長
寿企画課）

高齢者 5

108
介護保険パンフレットの
外国語版，点字版の配布

継続
　外国籍の方及び障害のある方に対して，制度の周
知を図り，理解を深める。

　介護保険制度のしくみ等を説明したパンフレットの外国語版（英語，中国語，ハングル，日本語併記）
及び点字版を区役所・支所に配布した。

介護保険課
（現：介護ケ
ア推進課）

複数課題 1

109 介護サービスの提供 継続

　住み慣れた地域や住まいでの生活が継続できるよ
う，加えて特別養護老人ホーム入所者のその人らし
い生活と継続を図るよう，介護サービスの充実を進
める。

　在宅生活を支えるための居宅系サービスや地域に根差した小規模な施設・居住系サービスの整備及び特
別養護老人ホームの個室・ユニットケアを推進した。
　28年度開設　特別養護老人ホーム：１施設　６５床
　　　　　　　 地域密着型特別養護老人ホーム：３施設　８５床
　　　　　　　 介護老人保健施設：１施設　１００床
　　　　　　　 グループホーム：９施設　２０７床

介護保険課
（現：介護ケ
ア推進課）

高齢者 4
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110
AIDS文化フォーラムin京
都

継続

　HIV/AIDSに取り組む団体・個人の発表・交流の
場として，また，多くの市民，特に若者に向けた啓
発の場として，市民による市民のためのフォーラム
として開催し，「エイズ問題の啓発」「性の多様性
の理解」「共に生きること」を目的とする。

　平成２３年度から毎年１０月にエイズに関わる各種団体・個人が集まりＡＩＤＳ文化フォーラムｉｎ京
都を開催しており，本市も共催として参画している。今年度も引き続き参画し，講演会等による啓発及び
臨時のＨＩＶ検査を実施した。
　日程：2016年10月1日（土），2日（日）
　場所：同志社大学　新町キャンパス尋真館
　内容　講演，ワークショップ，展示など（ピアエデュケーション・陽性者，医療，教育，恋愛からの視
点・セクシャリティの多様性を理解するという視点などから市民若者に向けての啓発の場）
　主催：AIDS文化フォーラムin京都　運営委員会
　共催：京都府，京都市など
　(公財)京都市ユースサービス協会として，運営委員会に参画および，ブース出展を行った。
（ブース参加25名（フォーラム参加は1,000名））

保健医療課
（現：健康安
全課）

文化市民局
勤労福祉青少
年課
（現：子ども
若者はぐくみ
局育成推進
課）

感染症 3

111
HIV検査普及週間におけ
る検査・啓発体制の確立

継続

　ＨＩＶやエイズに関する関心を喚起し，ＨＩＶ検
査の浸透・普及を図るために国が提唱している検査
普及週間において，感染不安を持つ市民を対象に，
ＨＩＶ啓発体制を拡充する。

　ＨＩＶ検査の普及を図るため，感染不安を持つ市民を対象に無料・匿名の夜間即日検査を６月に臨時で
実施した。
　日程　   ：6月2日
　受検者数：16人

保健医療課
（現：健康安
全課）

感染症 1

112
世界エイズデー街頭啓発
事業

継続
　エイズについて正しく理解し，エイズ蔓延防止と
感染者・患者の差別・偏見の解消を図る。

　12月1日世界エイズデーの関連事業として関係団体等と協働して，街頭啓発イベント等を実施した。

　日程：11月23日
　場所：イオンモールＫＹＯＴＯ
　内容　ワークショップ，啓発物品の配布

保健医療課
（現：健康安
全課）

感染症 3

113
エイズ相談・カウンセリ
ング体制の確立

継続
　感染不安の解消に役立ち，行動変容の機会となる
効果的な相談を実施するとともに，ＨＩＶ陽性者の
心理的ケアを目的とする。

　エイズ相談やカウンセリング時にエイズに関する正しい知識を伝えた。
保健医療課
（現：健康安
全課）

感染症 1

114
エイズ啓発パンフレット
作成・配布

継続
　エイズに関する正しい知識を伝え，エイズ蔓延防
止と，エイズ患者・ＨＩＶ感染者に対する差別・偏
見を解消する。

　エイズ啓発パンフレットを市内高校，大学・短期大学，成人式参加者に配布し，市民向けの配布のため
に保健センター窓口に設置した。

保健医療課
（現：健康安
全課）

感染症 3

115 「HIV土曜検査」の実施 継続
　保健センターにおいて，感染不安を持つ市民を対
象に無料・匿名で実施するＨＩＶ検査について，更
なる受検機会の確保を図る。

　保健センターにおいて検査を実施すると共に，下京保健センターにおいて夜間即日ＨＩＶ検査を，京都
工場保健会において土曜日に即日ＨＩＶ検査を実施した。
　受検者数：3,457人
　（内訳）平日：2,202人
　　　　　夜間：　749人
　　　　　土曜：　410人
　　　　　臨時：　　96人

保健医療課
（現：健康安
全課）

感染症 1

116
エイズ専門講師による担
当職員研修会

継続
　保健センターにおけるエイズ相談・カウンセリン
グ体制を充実させる。

　国が実施する研修会へ担当職員を派遣し，派遣した職員による担当者研修を実施した。
　派遣研修：エイズ対策研修　参加者2人
　　　　　　HIV検査相談研修会　参加者1人
　担当者研修：エイズ対策研修に派遣した職員による伝達研修

保健医療課
（現：健康安
全課）

感染症 2

117
京都動物愛護センターに
おける京都市職員の研修

継続 　職員の人権意識を高める。
　5月の憲法月間と１２月の人権月間を中心に研修会を実施
　5月10日，12日　参加者13名
　12月7日　　　　参加者13名

京都動物愛護
センター

推進・研修 2
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都市計画局

番号 事 業 名
新規・
継続等

事業目的 平成２８年度　取組実績 担 当 課

1 京都市居住支援協議会 継続

　高齢者が民間賃貸住宅に円滑に入居できる環境整
備を進めるため，構成団体である不動産団体，福祉
団体，京都市及び京都市住宅供給公社が相互に協力
しながら取組を進める。

　・高齢であることを理由に入居を拒まない「すこやか賃貸住宅」や，高齢者の住まい探しに協力い
　　ただける「すこやか賃貸住宅協力店」について，平成２８年度末までに４，７９４戸・１１２店
　　の登録及び情報提供を行った。
　・高齢者が抱える住まいに関する不安や疑問に応える「高齢期の住まいの相談会」を計４回開催し，
　　計２７組の相談に応じた。
　・高齢者ができるだけ安定的・継続的に地域生活が営めるよう，福祉・不動産関係者等と連携して，
　　空き家情報の提供や社会福祉法人による見守り等のサービスを一体的に行う「京都市高齢者すま
　　い・生活支援モデル事業」を平成２６年度から実施している。平成２８年度には，２２２件の問
　　合せがあり，１６件の成約があった。
　・市民を対象に，「京都市高齢者すまい・生活支援モデル事業」や「京都市居住支援協議会」等の
　　取り組みを紹介するセミナーを行い，８１名の参加があった。

都市計画局
まち再生・創
造推進室
（現：住宅政
策課）

長寿福祉課
（現：介護ケ
ア推進課）

高齢者 9

2
バリアフリーに配慮した
建築物の整備の促進

継続
　すべての人が安全で快適に利用できる都市の施設
と空間が整ったまちづくりの推進を図る。

　建築物を建築する際には，京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例に定める施設整備基準に
適合するよう指導を行った。
　○条例に基づく協議件数：８５４件
　また，「みやこユニバーサルデザイン優良建築物顕彰制度」の普及啓発により，バリアフリー整備の一
層の促進を図った。
　○適合ステッカー交付件数：８７件，優良プレート交付件数：３９件

建築審査課 障害者 7

3 交通バリアフリーの推進 継続
　高齢者や障害のある方をはじめ，すべての人が安
心・安全で円滑に移動することのできる社会を実現
するため，駅等のバリアフリー化を推進する。

　平成２８年度は，西大路駅（ＪＲ西日本）及びその周辺を対象とする西大路地区において，バリアフ
リー化に向けた整備内容等を定める「移動等円滑化基本構想」を策定するとともに，市民がお互いに理解
し，支え合う，「心のバリアフリー」を推進した。
　また，策定済の「移動等円滑化基本構想」に基づき，西院駅（京福），西院駅，嵐山駅，松尾大社駅，
上桂駅（以上，阪急）のバリアフリー化整備や向島駅（近鉄）のホーム上における利用者の転落防止対策
に対して補助金を交付した。

歩くまち京都
推進室

障害者 7

4
「市営住宅住まいのしお
り」外国語版の配布

継続
　市営住宅に居住する外国人にも，適切かつ正確な
情報を提供し，公平な情報の提供を図るため。

　市営住宅に居住する外国人向けに「市営住宅住まいのしおり」外国語（英語・中国語・ハングル）版を
作成し，希望者に配布した。

多文化 2

該当事業・対応番号
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【建設局】

建設局
番号 事 業 名

新規・
継続等

事業目的 平成２８年度　取組実績 担 当 課

1
「人にやさしいみちづく
り」の推進

継続
　歩道の段差や勾配の解消を図り，どのような人に
とっても暮らしやすい社会を実現する。

　「京都市高齢者，障害者等の移動等の円滑化に必要な道路の構造及び特定公園施設の設置の基準に関す
る条例」に基づき，歩道の段差解消や勾配の改善などに取り組み，「人にやさしいみちづくり」を推進し
た。
　土木事務所においては，歩道整備等の6工事で歩道の段差解消や勾配の改善を実施した。

道路環境整備
課
土木管理課

障害者 7

2
バリアフリーに適応した
公園整備の推進

継続
　誰もが安心して円滑に利用できる公園の整備を図
る。

　「バリアフリー新法」，「京都市高齢者，障害者等の移動等の円滑化に必要な道路の構造及び特定公園
施設の設置の基準に関する条例」，「京都市みやこユニバーサルデザイン推進条例」，「京都市人にやさ
しいまちづくり要綱」等に基づき，バリアフリーに適応した公園の整備を推進した。
　整備箇所：H28年度は本町公園の再整備を実施

みどり政策推
進室

障害者 7

該当事業・対応番号
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【会計室】

会計室
番号 事 業 名

新規・
継続等

事業目的 平成２８年度　取組実績 担 当 課

1 職員研修 継続
　研修の機会を通して，職員一人一人の意識の向上
を図る。

   ビデオや講義・討議による研修を継続した。

　・憲法月間において，人権に対する認識を深めるための職場研修を実施
　　内容：講義・討議（発達障害について）
　　成果：発達障害の特性について理解が進むとともに，発達障害者への接し方について
　　　　　 学ぶことができた。
　　日時：６月１３日（月）
　　参加者：２４人
　
　・人権月間において，人権に対する認識を深めるための職場研修を実施
　　内容：講義・討議（聴覚障害者のコミュニケーションについて）
　　成果：聴覚障害者のコミュニケーションの困難さについて理解が深まるとともに，個性を
　　　　　 尊重することの重要性を学ぶことができた。
　　日時：１２月９日（金）
　　参加者：２６人

会計室 推進・研修 2

該当事業・対応番号
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【北区役所】

北区
番号 事 業 名

新規・
継続等

事業目的 平成２８年度　取組実績 担 当 課

1
市民しんぶん区版への人
権啓発記事の掲載

継続
　市民しんぶん区版に人権啓発記事を掲載すること
で，区民の人権意識の高揚を図る。

　区民に対して人権尊重の意識高揚を図ることを目的に，市民しんぶん区版において｢憲法月間」「人権
月間」の時期を中心に，人権啓発に関する記事を掲載した。

　市民しんぶん北区版への掲載予定記事
　　　５月１５日号…憲法月間啓発
　　１１月１５日号…人権月間啓発事業
　　１２月１５日号…人権啓発作品展の周知

地域力推進室
総務・防災担
当

教育・啓発 2

2 憲法月間街頭啓発 継続

　基本的人権に対する正しい理解と認識を深め，す
べてのひとの人権が尊重される地域社会の実現を目
指し，区民の人権擁護意識のより一層の普及と高揚
を図る。

　基本的人権に対する正しい理解と認識を深め，すべてのひとの人権が尊重される地域社会の実現を目指
す取組の一環として．憲法月間に街頭啓発を実施した。

　日時：５月20日（金）
　場所：キタオオジタウン，北野白梅町
　参加人数：２１人

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2

3
区民ふれあいまつりにお
ける舞台での人権啓発

継続 　多数の区民に人権に関する情報を提供する。

　多数の区民の参加が見込める「北区民ふれあいまつり２０１６」において，舞台等での人権啓発を実施
した。
　　日時：６月５日（日）
　　場所：京都府立清明高等学校
　　内容：人権に関する舞台での啓発活動

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2

4 人権啓発作品展 継続 　人権擁護意識の普及高揚を図る。

　人権月間に，小学生児童による絵画，習字，標語等の作品展を実施した。
　　日時：１２月１日～１５日
　　場所：北区役所１階，キタオオジタウン
　　内容：区内小学校児童生徒等による絵画，習字等の作品を展示

教育・啓発 2

5 人権月間啓発事業 継続 　区民の人権擁護意識の普及高揚を図る。

　人権月間事業として，広く人権問題を考える場を持つことを目的に講演会や映画等を実施した。
　　日時：１２月３日（土）
　　場所：北文化会館
　　内容：講演会，映画上映等の開催

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2

6
北区こころのキャンバス
ネットワーク

継続
　こころに障害のある方もない方も，すべての人が
安心していきいきと暮らし続けていけるまちづくり
を図る。

・合同スポーツ大会の開催
　　内容：卓球，ジェンガ，玉入れ等
　　日時：６月22日，１０月１９日（２回開催）
　　場所：障害者スポーツセンター
・地域講演会
　　①日時：１２月２日
　　　場所：北保健センター会議室
　　②日時：２月２０日
　　　場所：待鳳小学校地域文化センター
・作品展
　　日時：１月１１日～１月１５日
　　場所：ろさんじ
・ボランティア交流会の開催
・当事者の集い（年１０回）

健康づくり推
進課

障害者 3

7
精神保健福祉事業（家族
懇談会）

継続
　精神に障害のある方のご家族を対象に，日々の暮
らしの中での精神的ストレスを和らげ，こころの健
康を維持することを図る。

・交流会，医師との懇談会等の実施
　　日時：５月２７日，１１月２５日（２回開催）

健康づくり推
進課

障害者 3

該当事業・対応番号

【北区役所】  35



【上京区役所】

上京区
番号 事 業 名

新規・
継続等

事業目的 平成２８年度　取組実績 担 当 課

1
市民しんぶん区版への人
権啓発記事の掲載

継続
　市民しんぶん区版に人権啓発記事を掲載すること
で，区民の人権意識の高揚を図る。

　市民しんぶん区版に，憲法月間・人権月間の関連事業や人権問題に関する事業の紹介など人権啓発の記
事を掲載し，区民に対して人権尊重の意識高揚を図った。
　＜2８年度＞
　5/15号　　「憲法月間　映画のつどい」（５月26日実施），参加者募集
　1１/15号　 「人権月間　講演のつどい」（12月17日実施），参加者募集

地域力推進室
総務・防災担
当

教育・啓発 2

2
庁舎内における
人権コーナー設置

継続
　幅広い区民の方に人権について身近に考えてもら
う機会を提供する。

　人権啓発パネル展示コーナーを設置し，幅広い区民の方に人権について身近に考えてもらう機会を提供
した。
　　日　時：憲法月間期間中（5月）
　　　　　　人権月間期間中（12月）
　　場　所：上京区総合庁舎内

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2

3
憲法月間「映画のつど
い」

継続
　区民や企業に対して，人権問題について真剣に向
き合い，人権意識の高揚を図ることを目的とする。

　　多くの人に参加していただくため，日本語字幕，音声ガイド付きで映画を上映した。
　加えて，同志社大学の坂元茂樹教授から「ハンセン病者・回復者への差別撤廃を求めて」と題して御講
演（30分程度）いただいた。
　また，開催日当日，会場内に人権啓発パネルを設置し，区民に対して人権尊重の意識高揚を図った。

　日　時：５月２６日　午後１時３０分～午後４時１５分（第１部）
　　　　　　　　　　　午後６時３０分～午後８時３５分（第２部）
　内　容：講演「ハンセン病者・回復者への差別撤廃を求めて」＋映画上映「あん」
　場　所：同志社大学寒梅館ハーディーホール
　参加人数：１０５９人

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2

4
人権月間「講演のつど
い」

継続
　区民や企業に対して，人権問題について真剣に向
き合い，人権意識の高揚を図ることを目的とする。

　落語家の桂米紫氏を講師に迎え，「楽しみの伝え方」をテーマに，相手に自分の気持ちを伝えるための
コツについてお話をいただいた。
　　また，開催日当日，会場内に人権啓発パネルを設置し，区民に対して人権尊重の意識高揚を図った。
　日　時：12月1７日
   内　容：講演「楽しみの伝え方」
　場　所：上京区総合庁舎内
　講　師：桂 米紫
　参加人数：1５２人

教育・啓発 2

5
区民ふれあいまつり等に
おける人権コーナーなど
の設置

継続 　多くの区民に人権に関する情報を提供する。

　上京区民ふれあいまつりにおける啓発コーナー設置
　日時：10月３０日（11時～15時）
　場所：北総合支援学校
　参加人数：約７000人

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2

6
地域ぐるみによる街頭啓
発の実施

継続
　幅広い区民の方に人権について身近に考えてもら
う機会を提供する。

　地元学区に積極的な参加を呼びかけ，啓発活動に参加していただいた。
　日　時：5月1６日，5月１８日，5月25日，11月25日，12月５日，12月１２日
　内　容：憲法月間及び人権月間に伴う街頭啓発（啓発物品配布）
　場　所：出町商店街，北野天満宮，堀川丸太町イズミヤ周辺

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2

該当事業・対応番号
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【上京区役所】

番号 事 業 名
新規・
継続等

事業目的 平成２８年度　取組実績 担 当 課 該当事業・対応番号

7

上京こころのふれあい
ネットワークイベント
～ひびきあうこころとこ
ころ～

継続
　こころの病を持つ人々に対する理解を促し，障害
のある人もない人もともに安心して暮らせるまちづ
くりをめざす。

○共汗型まちづくり事業との合同企画として実施したもの
　＜関係者研修会＞
　　・実施日：平成２８年８月３日／場所：区役所大会議室／参加人数：６４人
　　・精神保健の分野だけでなくひとりひとりが自身の健康づくりを考える機会となった
　　　アルコールの一次予防の啓発（パッチテストの体験等）にもつながった
　＜健康講演会＞
　　・実施日：平成２８年１１月１２日／場所：区役所大会議室・区民交流会議室／参加人数：１４０人
　　・食文化・適正飲酒の普及促進を通し，一人ひとりが豊かな「こころ」とくらし」について考える
　　　機会となった

○ネットワークとしての取組み
　①上京こころの相談先リーフレットの配布
　　配布先：医療機関，精神保健分野の事業所，地域関係団体，各保健センター等
　　配布部数：１０００部
　　リーフレットを見た方からの問合わせがあった
　②パネル展
　　実施日：平成２９年１月１８日～２７日
　　場所：区役所１階
　　内容：精神保健分野の各事業所の活動，上京こころのふれあいネットワークについて紹介するパ
　　　　　ネル展示

健康づくり推
進課

障害者 3

8
精神保健事業「精神障害
者地域生活安定化支援事
業」

継続
　回復途上にある在宅の精神障害のある方の社会復
帰を促進する。

　 在宅の精神障害のある方が保健センターに集い，ミーティング，創作活動，施設見学，スポーツ等の
所内外の活動を行った。
　実施回数：１２回　場所：保健センター　多目的室　参加者延数：３４人

健康づくり推
進課

障害者 3
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【左京区役所】

左京区
番号 事 業 名

新規・
継続等

事業目的 平成２８年度　取組実績 担 当 課

1

市民しんぶん左京区版
「左京ボイス」及び左京
区役所ホームページへの
人権啓発記事の掲載

継続
　市民しんぶん区版やホームページに人権啓発記事
を掲載することで，区民の人権意識の高揚を図る。

　人権について考えるための事業を広く区民に周知した。
・ 5月15日号4面：「憲法月間」の周知
・ 8月15日号4面：「人権啓発パネル展」（区役所1階区民ロビー）8/15（月）～31（水）の
　　　　　　　　　開催を周知
・ 10月15日号2面：「人権月間」バリアフリー映画上映会「愛を積む人」（佐藤浩市，樋口可南子
　　　　　　　　　　出演）12/3（土）14時～16時10分150名（無料）の開催を周知

地域力推進室
企画担当

教育・啓発 2

2
“ほんまもん”の伝統文
化を楽しもう

継続

　左京区基本計画事業と連携した取組として，文化
的な環境に恵まれた左京区において，次代を担う子
どもたちに，日本を代表する伝統芸能である「狂
言」を体験・鑑賞してもらうことにより，創造性あ
ふれる豊かな心を育むとともに，演目の内容から，
物事の一面にとらわれるのではなく，その本質を見
極めることの大切さを学んでもらう。

“ほんまもん”の伝統文化を楽しもう
　日　時：平成２９年２月２１日（火）午後２時～午後３時２０分
　内　容：狂言の鑑賞会
　場　所：京都観世会館
　参加者：４４２人

地域力推進室
企画担当

教育・啓発 2

3
人権強調月間
「人権啓発パネル展」

継続
　幅広い区民の方に人権について身近に考えてもら
う機会を提供する。

　日時：８月15日～31日
　内容：啓発パネル「四字熟語」人権マンガの展示
　場所：左京区総合庁舎１階区民ロビー

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2

4
人権月間
「心のふれあいみんなの
広場」

継続
　人権月間を機会とし，改めて人権尊重の意識の高
揚を図る。

　人権月間を機会とし，改めて人権尊重の意識の高揚を図るため，区民を対象に，人権を考える契機とな
る映画鑑賞会を実施した。映画「愛を積む人」
　・心のふれあいみんなの広場
　　日　時：１２月３日
　　場　所：左京区総合庁舎１階大会議室
　　参加者：１４０人

教育・啓発 2

5
人権月間
「児童絵画展」

継続
　幅広い区民の方に人権について身近に考えてもら
う機会を提供する。

　人権月間を機会として，左京区内の小学生の描いた，人権をテーマにした児童絵画を区役所で展示し
た。
　　日時：１２月１日～１４日
　　場所：左京区総合庁舎１階区民ロビー

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2

6
地域ぐるみによる街頭啓
発

継続
　幅広い区民に対して人権について考える機会を提
供する。

　憲法月間・人権月間に人権擁護思想の普及高揚を訴えるために，区民を対象に啓発物品を配布し，街頭
啓発を実施した。
　５月17日　　区内３箇所
　12月１日　　区内３箇所

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2

7
区民ふれあい相談コー
ナーの開設

継続
　弁護士等による相談を機に，人権尊重の考え方が
日常生活に根付き，区民の生活の向上を図る。

　人権尊重の考え方が日常生活に根付いていくための取組として，各種相談事業を実施した。
　窓口での相談を随時開催（法律相談　毎週水曜日）。通年にわたり，弁護士・市職員が対応。

地域力推進室
まちづくり推
進担当

相談・救済 1

該当事業・対応番号
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【左京区役所】

番号 事 業 名
新規・
継続等

事業目的 平成２８年度　取組実績 担 当 課 該当事業・対応番号

8 区民ふれあい事業 継続
　幅広い区民の方々が参加できる事業を通じて，区
民相互の積極的な交流とふれあいを深める。

・第３４回左京区民煎茶会
　　日時：６月１４日（火）午前１０時～午後３時
・左京区民ふれあいまつり２０１６
　　日時：7月３１日（日）　午前１１時～午後３時
・左京区民親子で挑戦“摺型友禅染”
　　日時：８月２０日（土）午後２時～午後４時
・第２４左京区民ふれあいウォーキング
　　日時：１１月２３日（水／祝）　午前９時３０分～午後１時
・第２０回左京区民正月いけ花教室
　　日時：１２月２２日（木）午後１時３０分～午後３時
・第２６回左京区民作品展
　　日時：２月１４日（火）,１５日（水）,１６日（木）
　　　　　午前１０時～午後５時（最終日のみ午後３時まで）

地域力推進室
まちづくり推
進担当

複数課題 1

9

左京こころのふれあい
ネットワークイベント
～こころときめき芸術祭
～

継続
　こころの病を持つ人々に対する理解を促し，障害
のある人もない人も共に安心して暮らせるまちづく
りを目指す。

　より広く一般市民に向け，病気の予防，障害への理解を深めてもらえるよう工夫した。
　　・日時：１０月２７日（木）・２８日（金）市障害者スポーツセンター
　　・内容：舞台発表, 合同作品展, 作業所祭り等
　　・参加延べ人数　　５１５名

健康づくり推
進課

障害者 3

10
精神保健事業「精神障害
者家族懇談会」

継続
　精神に障害のある方のご家族を対象に，日々の暮
らしの中での精神的ストレスを和らげ，こころの健
康を維持する。

　精神障害者を抱える家族の方々が，保健センターに集い，病気についての知識や再発防止，家族の役割
等について学習した。
　・実施回数　　８回　　参加延べ人数　７６名

健康づくり推
進課

障害者 3

11
精神保健事業「地域生活
安定化支援事業」

継続
　精神に障害のある方を対象に，社会復帰にむけた
活動を通じて精神的ストレスを和らげ，こころの健
康を維持する。

　回復途上にある精神障害者の円滑で無理の無い社会復帰を促すため，レクリエーション活動・創作活
動・所外活動を行った。
　・実施回数　　２１回　　参加延べ人数　８８名

健康づくり推
進課

障害者 3
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【中京区役所】

中京区

番号 事 業 名
新規・
継続等

事業目的 平成２８年度　取組実績 担 当 課

1
市民しんぶん区版への人
権啓発記事の掲載

継続
　市民しんぶん区版に人権啓発記事を掲載すること
で，区民の人権意識の高揚を図る。

　人権啓発パネル展，人権施設見学会等，区民を対象とした人権啓発事業を市民しんぶん区版に掲載し
た。
　掲載：５月１５日号，８月１５日号，１０月１５日号

地域力推進室
総務・防災担
当

教育・啓発 2

2 子どもふれあい鑑賞会 継続
　子どもたちに楽しみながら優しさや思いやりにつ
いて理解を深める。

　子どもたちに楽しみながら優しさや思いやりについて理解を深めることを目的として開催。
　　開催日：８月２７日（土）
　　場　所：こどもみらい館
　　参加者：５０組１４１人（未就学児童とその保護者）
　　内　容：こどもふれあいコンサート(参加型コンサート)

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2

3
小・中学生による人権啓
発書初め展の開催

継続
　小･中学生に人権の大切について考える機会を提供
する。

　書初め展を開催。
　　開催日：29年１月１９日（木）～２月１日（水）
　　場   所：区役所区民ホール
　　作品数：８１点

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2

4
地域ぐるみによる街頭啓
発の実施

継続
　憲法月間・人権月間を機会に，広く市民に人権の
大切さを訴える。

　憲法月間・人権月間を機会に，広く市民に人権の大切さを訴えるための街頭啓発を実施。
　【街頭啓発】開催日： 　5月１９日（木），場　所：二条駅前
　【パレード】開催日：１２月１２日（月），場　所：寺町通（御池～四条間）

教育・啓発 2

5
区役所等における人権パ
ネル展の開催

継続
　幅広い区民の方に人権について身近に考えてもら
う機会を提供する。

　広く区民に人権の大切さについての意識を高めてもらう機会として，パネル展を開催。
　　日　時：5月１6日（月）～３１日（火）
　　場　所：区役所1階区民ロビー
　　内　容：アール・ブリュット作品展（※）
　　※「アール・ブリュット」とは，伝統や流行に左右されずに自身の内側から湧き上がる衝動のまま
　　　表現した作品。
　　作品提供：特定非営利法人　ユースサポートネットとも

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2

6
地域啓発推進協議会によ
る連携充実

継続
　中京区内の行政機関が各種事業の企画・立案会議
を開催し，人権文化の構築を目指す。

　人権文化の構築を目指して，各種事業の企画・立案会議を開催。
　　日　時：４月２８日（木）

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2

7 人権施設見学会の開催 継続
　人権啓発事業の一環として区民相互の人権意識の
浸透と高揚を図る。

　区民相互の人権意識の浸透と高揚を図ることを目的に，人権にかかわる施設を訪れ，人権の大切さを考
えるツアーを開催。
　　日　時：９月１４日（水）
　　場   所：天龍寺→葛野大堰→龍安寺

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2

8
区民ふれあい相談コー
ナーの開設

継続
　弁護士等による相談を機に，人権尊重の考え方が
日常生活に根付き，区民の生活の向上を図る。

　人権尊重の考え方が日常生活に根付いていくための取組として，各種相談を実施。
　　日　時：毎週水曜日

地域力推進室
まちづくり推
進担当

相談・救済 1

9 人権講演会 継続
　幅広い区民の方に人権について身近に考えてもら
う機会を提供する。

　人権月間取組として，「人権問題」をテーマとした講演会を開催。
　　日　時：１２月１７日（土）
　　場　所：京都市男女協同参画センター　ウィングス京都
　　講　師：下村　健一　氏
　　タイトル：SNSに振り回されない子どもを育てる《4つのキーワード》

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2

該当事業・対応番号

【中京区役所】  40



【中京区役所】

番号 事 業 名
新規・
継続等

事業目的 平成２８年度　取組実績 担 当 課 該当事業・対応番号

10
こころ･愛･ふれあいネッ
トワーク(中京精神保健
ネットワーク事業)

継続

　こころの病気や障害について区民の方々に理解を
深めていただき，地域で必要な支援を住民が正しく
認識して，こころの病を持つ方が安心して地域で生
活できるまちづくりをめざす。

　こころの病気や障害をもっている人が地域の中で安心して自立した生活を送ることができるよう，地域
役員や関係機関が協力して支えあう，市民参加型のネットワーク事業を実施。
【実施日・内容】
　役員・実務者合同会議（5月17日）
　実務者会議（6月21日・9月20日・10月18日・1月17日・3月21日）
　ふれあい会（7月25日・2月13日）
　全体会議（7月28日）
　健康教室「大人の発達障害」（12月1日，講師：まるいクリニック　丸井規博医師，参加者：81名）

健康づくり推
進課

障害者 3

11
精神保健事業「精神障害
者家族懇談会」

継続

　こころの病気や障害のある方の家族を対象に，暮
らしの中での精神的ストレスを和らげるとともに，
当事者の将来を見据えた学びの機会を通し，こころ
の健康を維持する。

   家族に精神障害者を抱える方が集い，病気についての知識や再発防止，家族の役割や将来の生活のあり
方等について学ぶ機会を提供。
【実施日・内容・参加者】
　6月7日「日常生活自立支援事業について」　5名
　9月5日「民生委員の活動について」　7名
　10月3日「施設見学」　　2名
　12月6日　講話（講師：府立医大病院　松本佳大医師）　2名
　2月6日「障害者地域生活支援センターの活動について　4名

健康づくり推
進課

障害者 3

12
精神保健事業「精神障害
者地域生活安定化支援事
業」

継続
　支援者との関係づくり及び当事者同士の仲間づく
りにより，精神障害者が地域で孤立することを予防
し，地域生活の安定を図る。

　 在宅にある精神障害者が保健センター等に集い，ミーティング，学習会，施設見学，スポーツ等のセ
ンター内外の活動を実施
【実施日・内容・参加者】
　4月5日　ミーティング・新聞つくり   3名，5月10日　歩こう会　3名
　6月7日　学習会   2名，7月5日　書道　4名，8月2日　ミーティング・新聞つくり　1名
　9月6日　絵画 3名，10月4日   歩こう会　1名，11月1日　学習会　4名
 12月6日　ミーティング・新聞つくり　3名，1月10日　歩こう会　2名
　2月７日   健康体操  3名，  3月7日　ミーティング・新聞つくり　5名

健康づくり推
進課

障害者 3
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【東山区役所】

東山区
番号 事 業 名

新規・
継続等

事業目的 平成２８年度　取組実績 担 当 課

1 地域の人権啓発活動支援 継続
　地域が自ら主体となって実施する人権啓発の取組
へ支援を行い，東山区の人権啓発活動の更なる充実
を図る。

　地域の各種団体やＮＰＯ等が実施する人権啓発を目的とした事業について，東山区役所，東山区地域啓
発推進協議会が支援することで，地域が主体となった人権啓発活動の推進を図った。

　事業名：スマイルミュージックフェスティバル
　内容：同じ地域に暮らすハンディキャップのある人とともにつくる音楽の祭典
　開催日：平成２９年３月６日
　開催場所：東山区総合庁舎北館３階大会議室

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2

2
憲法月間
人権啓発作品展

継続
　幅広い区民の方に人権について身近に考えてもら
う機会を提供する。

「区内小・中学生人権作品展」として開催
　　日程：5月2日～5月19日
　　場所：東山区総合庁舎１階展示ホール

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2

3
東山区民ふれあいひろば
における人権啓発

継続
　幅広い区民の方に人権について身近に考えてもら
う機会を提供する。

　東山区民ふれあいひろばに各種コーナーで，啓発物品の配布等を行った。
　場所：東山開睛館グラウンド
　日時：5月22日（日）11時～15時

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2

4
憲法月間
啓発のぼりの掲出

継続 　市民に人権擁護思想の普及を図る｡
　市民に人権擁護思想の普及を図るために，啓発標語を掲載したのぼりを掲出した。
　掲示場所：東山区総合庁舎
　掲示期間：5月2日～5月19日

教育・啓発 2

5 人権強調月間事業 継続
　幅広い区民の方に人権について身近に考えてもら
う機会を提供する。

　NPO法人障碍者芸術推進研究機構～天才アートミュージアム～，ならびにNPO法人ブロッサム作業所
輪舞の協力を受け，美術作品の展示を行った。
　場所：東山区総合庁舎１階展示ホール
　日程：8月1日～8月18日

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2

6 人権学習ツアー 継続
　区内外の人権にかかわりのある施設を訪れ，見学
や交流を通して，身近な地域における人権尊重のま
ちづくりについて考える機会を提供する。

「多文化共生社会を目指して」をテーマに生野コリアンタウンと国立民俗学博物館の見学を行った。
　開催日：9月9日
　参加者数：30人

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2

7
人権月間
映画の集い

継続
　幅広い区民の方に人権について身近に考えてもら
う機会を提供する。

　映画にこめられた人権の思いを伝えるため，映像や解説を添えたコンサートを開催した。
　開催日：12月10日
　参加者数：約200人

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2

8 人権月間啓発 継続
　幅広い区民の方に人権について身近に考えてもら
う機会を提供する。

　人権についての問題をわかりやすく伝えるため「人権四字熟語」のパネル展示を行った。
　場所：東山区総合庁舎１階展示ホール
　日程：12月5日～12月15日

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2

9
人権月間
啓発のぼりの掲出

継続
　幅広い区民の方に人権について身近に考えてもら
う機会を提供する。

　市民に人権擁護思想の普及を図るために，啓発標語を掲載したのぼりを掲出した。
　掲示場所：東山区総合庁舎
　掲示期間：12月5日～12月15日

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2

10
市民しんぶん区版への人
権啓発記事の掲載

継続
　市民しんぶん区版に人権啓発記事を掲載すること
で，区民の人権意識の高揚を図る。

　憲法月間，人権月間等に実施される関連事業をはじめ，人権啓発事業等を広く区民に周知し，参加を呼
び掛けるとともに，人権啓発記事を掲載することで，区民の人権尊重の意識高揚を図った。
　掲載号：４月１５日号，７月１５日号，１１月１５日号

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2

該当事業・対応番号
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【東山区役所】

番号 事 業 名
新規・
継続等

事業目的 平成２８年度　取組実績 担 当 課 該当事業・対応番号

11
東山区こころのふれあい
ネットワーク

継続

　こころの病のある人について，理解を深め，保健
医療福祉関係団体，関係行政機関，各地域団体，地
域住民等関係者が積極的に支援し，障害のある人も
ない人も安心して生活できるまちづくりをめざす。

　保健医療福祉の関係機関のみならず，当事者や家族の他，ボランティアや地域住民，その他関係機関等
が参加し交流することができ理解を深めることができた。また，会議等においては関係機関の連携や支援
についての情報共有に役だった。
　・七夕まつり（こころのふれあい交流サロン「ふらっと♭すぺえす」共催
　　開催日：平成２８年７月７日，参加者数：１１１人
　・東山こころのふれあい卓球交流会　開催日：平成２８年９月１日，参加者数：４０人
　・東山こころのふれあい作品展　開催日：平成２８年１１月８日～１１日，参加者数：４４４人
　・こころのふれあいネットワーク講演会
　　テーマ　知っているとみんなが安心～もしかして，これって認知症？～
　　開催日：平成２８年１１月９日，参加者数：１１１人
　・クリスマスイベント（こころのふれあい交流サロン「ふらっと♭すぺえす」共催
　　開催日：平成２８年12月16日，参加者数：１１６人
　・こころのふれあいネットワーク総会　開催日：平成２９年3月10日，参加者数：２５人
　・実務者会議　4回/年開催日：➀平成28年6月10日，参加者数：１２人➁9月9日，参加者数１４人
　　➂11月25日，参加者数１０人➃平成29年2月１０日，参加者数１２人

健康づくり推
進課

障害者 3

12 精神障害者家族懇談会 継続
　精神に障害のある方のご家族を対象に，日々の暮
らしの中での精神的ストレスを和らげ，こころの健
康を維持する。

　精神に障害のある方を抱える家族が互いに近況報告や相互にアドバイスをしたり等相互の交流の場と勉
強会の開催により，疾病の理解と家族の役割等及び地域で生活していくための地域づくり等にについて学
ぶ場となっている。
　・内容：精神障害者を抱える家族の交流会及び学習会
　・開催日：平成28年5月26日　参加者数３人，8月26日　参加者数4人
　　　　　　１０月２１日　参加者数7人，12月14日　参加者数4人
　　　　　　平成29年2月16日　参加者数6人

健康づくり推
進課

障害者 3
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【山科区役所】

山科区
番号 事 業 名

新規・
継続等

事業目的 平成２８年度　取組実績 担 当 課

1
市民しんぶん山科区版へ
の人権啓発記事の掲載

継続
　市民しんぶん区版に人権啓発記事を掲載すること
で，区民の人権意識の高揚を図る。

　10/15号　12月の人権月間の取組として関連記事を掲載
　山科区人権映画のつどい
　日時：12月2日（金）午後１時３０分
　場所：東部文化会館
　定員：５００名
　申し込み方法：１０月２１日（金）～１１月１８日（金）までに京都いつでもコールへ

地域力推進室
総務・防災担
当

教育・啓発 2

2 山科区HPへ情報を掲載 継続
　広く区民が閲覧できるホームページに人権に関す
る情報を掲載することで，区民の人権意識の高揚を
図る。

　12月の人権月間の取組として関連事業を掲載
　上記市民しんぶんをHPに掲載

地域力推進室
総務・防災担
当

教育・啓発 2

3
「人権啓発リーダー研修
会」の実施

継続

　地域の各種団体役員を対象に，人権に対する幅広
い知識を習得してもらうとともに，地域等における
人権啓発の面で，リーダーとしての役割を果たして
もらえることを目的として実施する。

　「人権啓発リーダー研修会」
　　　日　時：5月20日（金）
　　　場　所：区役所大会議室
　　　参加予定者：34人
　　　内　容：「子どもの貧困と人権」　講師：幸重忠孝・大場孝弘

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2

4
「山科区人権のつどい」
の開催

継続
　一般区民を対象に，わかりやすい内容で様々な人
権問題について，講演会や啓発映画を上映し，理解
を深めてもらう。

　「山科区人権のつどい」
　　　日時：12月２日（金）
　　　場所：京都市東部文化会館
　　　内容：「徘徊　ママリン８７歳の夏」（映画・オープン型バリアフリー上映）
　　　　　　ドキュメンタリー映画出演者　酒井　章子氏講演
　　　参加者：【315名】

教育・啓発 2

5 街頭啓発の実施 継続 　広く市民に人権の大切さを訴える。
　基本的人権を侵害する様々な人権問題の解決を目指し，区内で街頭啓発を実施した。
　　日　時：5月２０日（金），12月２日（金）
　　場　所：【ラクトB棟大丸やましな店前，西友山科店前，ヒカリ屋山科店前】

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2

6
「人権啓発ポスター展」
の開催

継続
　作品を出展してもらうことにより，出展者，鑑賞
者それぞれに人権に対する理解と認識を深めてもら
う。

　区内の中学生から人権問題に関わるポスターを募集し，展示した。
　「人権啓発ポスター展」
　　日時：１2月８日（木）～１２月２７日（火）
　　場所：アートロードなぎつじ

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2

7
区民まつりでの人権コー
ナーの設置

継続
　多くの区民の協力と参加により，区民相互の交流
を育む。

　多数の区民が集まる区民まつりにコーナーを設け，人権啓発パネルを展示した。
　　区民まつり開催
　　　日時：11月23日（水・祝）
　　　場所：山科中央公園
　　　内容：障害者，同和問題など様々なパネル

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2

8
山科こころのふれあい
ネットワーク（山科ここ
ろの健康を考える会）

継続

　こころの病を持つ人について理解を深め地域住民
との交流を図り，保健医療福祉関係団体，関係行政
機関，各種地域団体，地域住民等関係者が積極的に
支援して，ともに安心して暮らせるまちづくりを目
指す。

　精神障害に対する正しい知識の普及や理解，こころの健康づくりに関する啓発を通じて，積極的に支援
を行った。
　・山科こころのふれあい夏まつり　年1回（夏季）
　　　日時：平成28年7月27日（水）　14：00～
　　　会場：山科アスニ―
　　　内容：普及啓発のためのイベント・就労（Ｂ）事業所の販売等
　　　参加者数：380名
　・こころの健康サポーター講座
　　　民生委員，社会福祉協議会，保健協議会の役員を対象に実施（17名）
　・精神保健福祉シンポジウム
　　　テーマ「地域で共に生きる」
　　　　　　　～住み慣れた町で自分らしく輝く☆こころのバリアフリーをめざして～
　　　日時：平成29年3月8日（水）
　　　場所：山科アスニ－
　　　内容：三田優子氏の講演と当事者及び支援者の参加によるシンポジウム
　　　参加者数：88名

健康づくり推
進課

障害者 3

該当事業・対応番号
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【山科区役所】

番号 事 業 名
新規・
継続等

事業目的 平成２８年度　取組実績 担 当 課 該当事業・対応番号

9
精神保健事業（精神障害
者地域生活安定化支援事
業）

継続
　地域から孤立しがちな精神障害のある方が，個別
相談や当事者同士のつながりをもつことで，地域生
活の安定をはかる。

　当事者同士のつながりをもち，プログラムを通して他者との交流ができるよう，コミュニケーションの
場をもち，レクリエーションや運動に取り組んだ。
　月2回実施（年24回実施）　延べ約150人参加

健康づくり推
進課

障害者 3

10
精神保健事業（精神障害
者家族懇談会）

継続
　精神に障害のある方のご家族を対象に，日々の暮
らしの中での精神的ストレスを和らげ，こころの健
康を維持する。

　精神障害者を抱える家族の方々が集い，病気についての知識や再発防止，家族の役割等について学習し
た。
　・実施回数　家族セミナー１回，家族懇談会４回
　・参加者数　家族セミナー １２人，家族懇談会 延べ３７人

健康づくり推
進課

障害者 3
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【下京区役所】

下京区

番号 事 業 名
新規・
継続等

事業目的 平成２８年度　取組実績 担 当 課

1
庁舎内TVモニター広報へ
の人権啓発記事の掲載

継続
　幅広い区民の方に人権について身近に考えてもら
う機会を提供する。

　庁舎内TVモニター広報において，憲法月間と人権月間などの取組を掲載し，広く区民の参加を呼びか
けた。
　【4月】平成28年度下京区憲法月間事業　講演会
　　　　「夢と絆　～24年間の北朝鮮生活で感じたこと～」　（講師）　蓮池　薫氏
　【11月】平成28年度下京区憲法月間事業　講演会
　　　　「パパはお天気キャスター　～男性も女性も，子育て，家事できることからはじめよう～」
　　　　（講師）　正木　明氏

地域力推進室
総務・防災担
当

教育・啓発 2

2
下京区ホームページへの
人権啓発記事の掲載

継続
　広く区民が閲覧できるホームページに人権に関す
る情報を掲載することで，区民の人権意識の高揚を
図る。

　人権に関する情報を広く区民に伝えるため、誰にとってもわかりやすく，親しみを持てるホームページ
の制作を目指す。
　【4月】平成28年度下京区憲法月間事業　講演会
　　　　「夢と絆　～24年間の北朝鮮生活で感じたこと～」　（講師）　蓮池　薫氏
　【11月】平成28年度下京区人権月間事業　講演会
　　　　「パパはお天気キャスター　～男性も女性も，子育て，家事できることからはじめよう～」
　　　　（講師）　正木　明氏

地域力推進室
総務・防災担
当

教育・啓発 2

3
市民しんぶん区版への人
権啓発記事の掲載

継続
　市民しんぶん区版に人権啓発記事を掲載すること
で，区民の人権意識の高揚を図る。

　人権問題を身近に感じられる紙面の制作を目指す。
　【4月15日号】平成28年度下京区憲法月間事業　講演会
　　　　「夢と絆　～24年間の北朝鮮生活で感じたこと～」　（講師）　蓮池　薫氏
　【11月15日号】平成28年度下京区憲法月間事業　講演会
　　　　「パパはお天気キャスター　～男性も女性も，子育て，家事できることからはじめよう～」
　　　　（講師）　正木　明氏

地域力推進室
総務・防災担
当

教育・啓発 2

4
区役所等における人権パ
ネル展の開催

継続
　パネル展を通じて，人権について身近に考え関心
を高める機会を提供する。

　昨年度の実績を踏まえ，人権についてより身近に考えてもらうため，憲法月間及び人権月間に，親しみ
やすい人権に関する啓発パネルを展示した。
　5月：パネル（人権マンガ作品集）　１２月：パネル（全国水平社創立宣言）
　　　日　時：５月１日～15日，１２月１日～16日
　　　来庁者：５月―3,500人　１２月－4,000人

教育・啓発 2

5
地域ぐるみによる街頭啓
発

継続

　憲法月間や人権月間において，人権関連の啓発物
品を区役所窓口の他，区民が集まる講演会やふれあ
い事業等の場で配付し，区内の人権意識の高揚を図
る。

　憲法月間や人権月間に，人権に関する啓発文書入りの物品を，各学区自治連合会及び講演会場や区役所
窓口で配布し，区民に対する啓発を行った。
　下京区民ふれ愛ひろば会場内にて，人権啓発ブースを設置し，来場者に啓発物品を配布し，広く啓発を
行った。

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2

6 憲法月間講演会の開催 継続
　憲法月間において，区民や事業者等に対し人権を
テーマとした講演会を通じて，人権への関心を高め
ていく。

　憲法の基本理念の一つである「基本的人権の尊重」について区民の皆様と共に考える機会として，蓮池
薫さんを講師に迎え，日本の人権課題などをテーマに講演会を開催。
　　講演会「夢と絆～２４年間の北朝鮮生活で感じたこと～」
　　　講　師：蓮池　薫氏
　　　日　時：５月24日　午後２時～４時
　　　場　所：キャンパスプラザ京都
　　　参加者：2３２名

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2

7 区民ふれあい事業の開催 継続
　区民が多数集うふれあい事業の機会を捉えて，啓
発ブースなどでの人権関連物品の配付を通じて，区
民の人権への関心を高める。

　区民相互の交流とふれあいを深めることを目的に開催した「下京区ふれ愛ひろば」において，人権啓発
ブースを出展する等，区民の人権意識の向上を目的に啓発活動を実施した。
      内　容：人権啓発コーナーでの「人権啓発パネル展」，各種啓発物品の配布，
　　　　　　手話と手話条例のPR等
      日　時：１１月１３日（日）
      場　所：梅小路公園
      参加者：約２１，３００人

地域力推進室
まちづくり推
進担当

複数課題 1

該当事業・対応番号
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【下京区役所】

番号 事 業 名
新規・
継続等

事業目的 平成２８年度　取組実績 担 当 課 該当事業・対応番号

8 人権講演会 継続
　人権月間の期間中に人権をテーマとした講演会を
開催し，区民の人権への関心を高める。

　「人権文化」を育むことの必要性を一人一人が自覚し，共に考える機会として，お天気キャスターの正
木明さんを講師に迎え，子育てを中心に「ワークライフバランス」をテーマに講演会を開催。
　　　講演会「パパはお天気キャスター」
　　　　　　～男性も女性も，子育て，家事，できることからはじめよう～」
　　　講　師：正木　明氏
　　　日　時：１２月６日　午後２時～４時
　　　場　所：キャンパスプラザ京都
　　　参加者：１３７名

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2

9
区民ふれあい相談コー
ナーの開設

継続
　区民ふれあい相談コーナーの弁護士等の相談にお
いて，人権にも配慮した相談応対等を通じて，人権
意識を高めていく。

　区民の方が相談しやすいよう考えて実施を継続した。
　法律相談　毎週水曜日

地域力推進室
まちづくり推
進担当

相談・救済 1

10
下京こころのふれあい
ネットワーク事業

継続

　地域と保健医療福祉関係団体，関係行政機関等が
協力し，こころの病について，正しい知識と認識を
深めるための啓発活動等を通じこころの病がある人
への理解を深め，障害のある人もない人も互いに尊
重し助け合うまちづくりを目指す。

　昨年度に引き続き，こころの病や障害について理解を深め，こころの健康への区民の関心を高めるとと
もに，地域で生活する精神に障害のある区民への支援について関心を高められるようネットワーク参画団
体と協力しながら活動を進めた。また，下記取組みにおいて，参加者等へのアンケートを実施し，今後の
事業運営の参考とした。
　・講演会
　　開催日・場所　平成29年2月8日　京都産業大学むすびわざ館
　　テーマ　「気付きづらいアルコール問題 ～それってもしかして依存症？～ 」
　　参加者数　66名
　・地域懇談会
　　開催日・場所　平成28年11月30日　下京老人福祉センター集会室
　　テーマ　「健やかに日々を過ごすために ～高齢者のメンタルヘルスいろいろ～」
　　参加者数　42名
　・パネル・作品展
　　開催日・場所　平成29年2月13日～24日　下京区役所玄関ホール
　　テーマ　「夢」
　　ネットワークに参画している関係機関の活動紹介や作品，写真の展示を行った。
　・ネットワーク通信（下京こころほっとだより）の発行（6月，11月，3月の３回発行）
　　ネットワーク活動の紹介等
　　当年度からカラー印刷とした。

健康づくり推
進課

障害者 3

11
精神保健福祉事業
＜家族懇談会＞

継続
　精神に障害のある方のご家族を対象に，日々の暮
らしの中での精神的ストレスを和らげ，こころの健
康を維持する。

　精神に障害のある方の家族が，病気についての知識や家族の役割について理解を深め，精神に障害のあ
る方及びその家族の自立を図ることを目的として，家族の交流会を実施した。
　【家族懇談会】
　　開催実績
　　・平成28年5月26日　精神科医師を交えての意見交換・交流会　4家族参加
　　・平成28年8月29日　成年後見制度についての講話・交流会　3家族参加
　　・平成28年11月18日　リラックス法・交流会　3家族参加
　　・平成29年2月6日　共同生活援助（グループホーム）についての講話・交流会　3家族参加
　　場所：保健センター多目的ホール他

健康づくり推
進課

障害者 3
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【南区役所】

南区
番号 事 業 名

新規・
継続等

事業目的 平成２８年度　取組実績 担 当 課

1
心のふれあい
みんなの広場・講演会

継続
　人権文化の構築を目指して人権擁護の普及高揚を
図る。

　人権文化の構築を目指して人権擁護の普及高揚を図るため，市民を対象とした研修会等を推進した。
　日　時：１２月１６日　午後６時半～
　場　所：龍谷大学響都ホール校友会館
　講　師：奥山佳恵（女優，タレント）
　テーマ：「生きてるだけで１００点満点！」
　来場者：約２００名

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2

2 人権映画鑑賞会 継続
　人権文化の構築を目指して人権擁護の普及高揚を
図る。

　人権文化の構築を目指して人権擁護の普及高揚を図るため市民を対象とした研修会等を推進した。
　日　時：８月５日　午後０時半～
　場　所：龍谷大学響都ホール校友会館
　上映作品：「愛を積むひと」
　来場者：約３５０名
　その他：上映開始前，人権擁護委員による活動の紹介

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2

3
区役所における人権パネ
ル展の開催

継続
　幅広い区民の方に人権について身近に考えてもら
う機会を提供する。

　広く区民に人権の大切さについての意識を高めてもらう機会として，四字熟語人権マンガを展示。
　期　間：５月１７日～２０日
　場　所：区役所２階ロビー

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2

4
区民のふれあい相談コー
ナーの開設

継続
　弁護士等による相談を機に，人権尊重の考え方が
日常生活に根付き，区民の生活の向上を図る。

　人権尊重の考え方が日常生活に根付いていくための取組として，各種相談事業を実施した。
　法律相談　毎週水曜日

相談・救済 1

5 区民ふれあい事業の開設 継続
　区民のまち（区）に対する愛着意識の高揚を図る
とともに，区民相互の交流とふれあいを深め，健康
な体力づくりと地域の活性化を図る。

　「人とまち，交流とふれあいでまちづくりを！」をスローガンに，区民のまち（区）に対する愛着意識
の高揚を図るとともに，区民相互の交流とふれあいを深め，健康な体力づくりと地域の活性化を図ること
を目的に，南区民ふれあいまつりを開催した。
　日　時：１１月１３日　午前１０時～
　場　所：東寺境内
　来場者：約３０，０００人

地域力推進室
まちづくり推
進担当

複数課題 1

6
「区民ぐるみ組織」への
支援策の検討及び実施

継続
　区民が自ら計画等を決定することで，より身近な
人権啓発事業に着手でき，区民の人権意識高揚に繋
げる。

　区内の各学区，各種団体の代表による「南区人権文化推進会議」が，年２回の会議で啓発事業計画等を
決定。区役所は事務局として会議や事業の運営を支援した。
　日　時：４月２０日，６月８日　ともに午後１時半～

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2

7
市民しんぶん区版への人
権啓発記事の掲載（人権
に関する啓発活動）

継続
　市民しんぶん区版に人権啓発記事を掲載すること
で，区民の人権意識の高揚を図る。

　人権文化を構築することを目的として，市民しんぶんの区版に人権強調月間・人権月間での啓発記事及
び人権講演会等の事前周知記事を掲載した。
　７月１５日号　 「人権映画鑑賞会」開催周知
　１１月１５日号  「心のふれあい　みんなの広場・講演会」「街頭啓発」開催周知

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2

8
地域ぐるみによる街頭啓
発の実施

継続 　広く市民に人権の大切さを訴える。

　人権文化推進会議委員及び地域啓発推進協議会により，啓発物品の配布による啓発活動を行った。
　○街頭啓発
　　・憲法月間
　　　日　時：５月１５日　午後１時～
　　　場　所：イオンモールＫＹＯＴＯ周辺
　　　参加者：３１名
　　・人権月間
　　　日　時：１２月１６日　午後４時半～
　　　場　所：近鉄東寺駅周辺等４箇所
　　　参加者：４５名
　　　その他：区役所課長会も参加
　○人権啓発のぼりの掲出（５月中，８月中，１２月中）
　　人権文化推進会議委員自宅周辺及び地域啓発推進協議会事業所周辺において実施する。

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2

該当事業・対応番号
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【南区役所】

番号 事 業 名
新規・
継続等

事業目的 平成２８年度　取組実績 担 当 課 該当事業・対応番号

9
南区こころのふれあい
ネットワーク

継続

　こころの病のある人について，理解を深め，保健
医療福祉関係団体，関係行政機関，各地域団体，地
域住民等関係者が積極的に支援し，障害のある人も
ない人も安心して生活できるまちづくりをめざす。

　発表会・講演会で障害を持った方と接する機会を設けることにより，精神障害に対する正しい知識や，
こころの健康づくりに関する知識の普及・啓発となった。また支援者向け研修会やボランティア講座の開
催にて，地域の支援者の育成を行った。
　【実績】
　　・総会         　　　　　5月31日
　　・発表会・講演会　　　 11月29日　　147人
　
　　・支援者向け研修会　　9月28日　　21人
　　・精神保健福祉ボランティア講座（3回）　10月27日～11月29日　6人

健康づくり推
進課

障害者 3

10
精神保健事業[家族懇談
会]

継続

　精神に障害のある方のご家族を対象に，病気につ
いての知識や家族の役割について理解を深めること
により，精神障害のある方及びその家族の自立を図
る。

　継続して懇談会を開催することにより，家族同士の交流を深め，また家族同士で支えあう関係づくりが
できた。
【実績】
　5月25日：７人，7月20日：5人，11月29日：4人， 12月8日：6人，3月8日：13人

健康づくり推
進課

障害者 3
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【右京区役所】

右京区

番号 事 業 名
新規・
継続等

事業目的 平成２８年度　取組実績 担 当 課

1
市民しんぶん区版への人
権啓発記事の掲載

継続
　市民しんぶん区版に人権啓発記事を掲載すること
で，区民の人権意識の高揚を図る。

　引き続き，市民しんぶん区版（区HP）で憲法月間や人権月間の関連事業の募集や周知を行うことによ
り，区民に人権問題についての意識を高めてもらった。

地域力推進室
企画担当

教育・啓発 2

2
憲法月間，人権強調月
間，人権月間人権啓発

継続

　現代社会が抱える様々な人権問題について，広く
親しみやすい映像の公開を通じて人権意識の底上げ
を行う。また，今年度実施する右京人権啓発事業
「はーとふるシアター」の取組みを周知し、人権意
識を高揚する機会とする。

　５月の憲法や１２月の人権月間に人権啓発事業「はーとふるシアター」において制作した映像作品の公
開を行った。
　日　時：平成28年5月，１２月
　場　所：サンサ右京1階区民ロビー

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2

3
「はーとふるシアター」
の実施

継続

　映画産業のまち「右京区」ならではの人権啓発事
業として，区民が主体となった広く親しみやすい映
像制作により，人権意識の高揚を図る。また制作作
品を収録したＤＶＤの学校等への配布や，右京コ
ミュニＴＶを通じたインターネットでの公開を行
い，区民一人一人が人権問題を再考するきっかけと
することを目的として実施する。

　公募型プロポーサル方式により，学生やＮＰＯなど幅広い団体から受託候補者を選定し，「区民による
区民のための人権啓発教材作り」をコンセプトにしたコンテンツ制作を実施した。
　募集時期：平成28年3月～5月
　コンテンツ公開：平成2９年3月にインターネットＴＶ「右京コミュニＴＶ」，
　　　　　　　　　「きょうと動画情報館」（ＹＯＵ ＴＵＢＥ）にて公開した。
　　　　　　　　　また，右京区図書館・区役所で貸出を実施。

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2

4
小学生・中学生による人
権ポスター展

継続
　各月間に併せて，多くの区民の方に広く「人権の
尊重」について理解していただく。

　８月の人権強調月間に併せて，右京区内の小学生・中学生に人権啓発ポスターを制作してもらい，多く
の区民の方に広く「人権の尊重」について理解していただくことを目的に，「小学生・中学生による人権
ポスター展」を実施した。
　日　時：平成28年9月3日（土）～１2日（月）
　場　所：サンサ右京１階区民ロビー
　内　容：右京区内の小学生・中学生の描いた人権啓発ポスター約２００枚を展示した。

教育・啓発 2

5 区民ふれあい事業の開催 継続
　地域社会を構成する様々な人たちの参加・協力の
もと，区民相互のふれあいや，区民の自治意識の高
揚，地域の活性化を図る。

　地域社会を構成する様々な人たちの参加・協力のもと，区民相互のふれあいや，区民の自治意識の高
揚，地域の活性化を図ることを目的に実施した。
　内　容：右京区民ふれあいフェスティバル20１6
　日　時：平成28年１1月12日
　場　所：太秦安井公園，右京ふれあい文化会館
　来場者数：１７，０００人

地域力推進室
まちづくり推
進担当

複数課題 1

6
右京こころのふれあい
ネットワーク

継続

　こころの病のある人について，理解を深め，保健
医療福祉関係団体，関係行政機関，各地域団体，地
域住民等関係者が積極的に支援し，障害のある人も
ない人も安心して生活できるまちづくりをめざす。

　障害のある人と多くの区民との交流を通じて，精神障害について学び，互いに支え合える地域づくりに
ついて考えることができた。
　　９月13日：スポーツの集い 74人，
　１０月25日：交流学習会「こころほっこりふれあい」83人

健康づくり推
進課

障害者 3

7 保健所実習 継続

　保健所において, 受け入れている保健師，看護師，
栄養士養成施設校からの実習の中で，地域における
保健所の役割及び意義を学びとる際に，これからの
社会人として，また，学校生活の中で人権尊重が身
近に課題として存在していることを学習する。

　昨年度と同様に受入を行った。
　研修参加数：７３人

健康づくり推
進課

複数課題 1

8
精神保健事業［家族懇談
会］

継続
　精神に障害のある方のご家族等を対象に，日々の
暮らしの中での精神的ストレスを和らげ，こころの
健康を維持する。

　精神障害者の社会復帰に資するよう，患者家族や地域住民が病気に関する知識や家族・地域住民の果た
す役割について理解を深めていただける場を提供できた。
　平成28年7月12日（火）＜医療編＞スムーズな受診のために　18人
　平成28年8月9日（火）＜福祉編＞福祉サービスを活用しよう　19人
　平成28年8月30日（火）＜実践編＞相談機関を知ろう　２１人

健康づくり推
進課

障害者 3

該当事業・対応番号
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【西京区役所】

西京区
番号 事 業 名

新規・
継続等

事業目的 平成２８年度　取組実績 担 当 課

1
市民しんぶん区版への人
権啓発記事掲載

継続
　市民しんぶん区版に人権啓発記事を掲載すること
で，区民の人権意識の高揚を図る。

　５月の憲法月間及び１２月の人権月間における取組の告知や啓発記事の掲載を行うことにより，区民の
人権意識の高揚を図った。
　・４月号　　「憲法月間映画のつどい」の事業告知
　・１１月号　人権に関する映画上映会，小・中学生による人権をテーマとした作品展の開催告知

地域力推進室
総務・防災担
当

教育・啓発 2

2
西京区民映画のつどい
の開催

継続

　区民に人権を尊重することの大切さについて理解
と認識を深めてもらい，一人一人が個人として尊重
される，人権文化の息づくまちづくりを推進する。
　また，だれもが尊重されるまちづくりの推進を図
るため，映画のバリアフリー上映を行うことで，健
常者に対してバリアフリー上映や障害のある方への
理解を深めていただくとともに，障害のある方に鑑
賞の機会を持っていただく。

　広く区民を対象として映画上映会を開催するとともに，人権啓発パネル展示会の同時開催及び来場者へ
の人権啓発グッズの配布を行い，より多くの区民の方々に，人権の大切さについて考えていただくことが
できた。
　　人権月間「西京区民映画のつどい」
　　　日　時：平成２８年12月１０日（土）１３：３０～１６：００
　　　場　所：西文化会館ウエスティ
　　　内　容：映画「きみはいい子」
　　　参加者：3４2名
　　※鑑賞副音声ガイド付きのバリアフリー上映，障害のある方の優先鑑賞

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2

3
小・中学生による人権啓
発作品展の開催（絵画・
書道展）

継続

　小・中学生に，人権をテーマとした絵画等の作成
を通じて，人権の大切さを浸透させるとともに，そ
れらの作品を展示することにより，区民に広く人権
の尊さを訴える。

　人権をテーマとした絵画等の作成を通じて，小・中学生に人権の大切さを学習してもらうとともに，子
どもたちの作品の展示により，広く区民に人権の尊さについて訴えかけることができた。
　 小・中学生合同作品展
　　　日　時：平成2８年1１月２８日（月）～１２月９日（金）
　　　場　所：西京区役所（及び洛西支所）1階ロビー
　　　作品数：西京区役所…絵画７点，書道４９点（洛西支所…絵画１８点，書道４４点）

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2

4
区民ふれあい相談コー
ナーの開設

継続
　弁護士等による相談を機に，人権尊重の考え方が
日常生活に根付き，区民の生活の向上を図る。

　人権尊重の考え方が日常生活の中で根付いていくための取組の一つとして，各種相談事業を実施し，多
くの区民の方々が相談を受けられ，悩み等の解決の一助となった。
　　法律相談　毎週水曜日
　　行政相談　毎月第１木曜日

相談・救済 1

5 区民ふれあい事業の開催 継続
　地域社会を構成する様々な人たちの参加・協力の
もと，区民相互のふれあいや，区民の自治意識の高
揚，地域の活性化を図る。

　子どもから高齢者まで多くの区民が相互にふれあい，交流を深めることを目的として，充実した内容の
ふれあいまつりを開催した。健康，福祉，環境美化，防災等の多様なコーナーを設け，区民が楽しみなが
ら交流を深めるとともに，様々な情報を入手できる場となった。
　 西京区民ふれあいまつり
　　　日　時：平成２８年11月１９日（土）１０：００～１５：００
　　　場　所：ホテル京都エミナース及びラクセーヌ周辺

地域力推進室
まちづくり推
進担当

複数課題 1

6
地域役員研修及び各学
区・地域における啓発活
動の実施

継続

　区内の自治連合会及び各種団体役員の方々に呼び
かけ，人権に関する身近な問題，新聞掲載記事等を
題材とした研修を受けてもらうことにより，人権意
識の高揚を図る。

　憲法月間（洛西支所実施事業）及び人権月間における「西京区民映画のつどい」への参加を通じて，地
域役員の人権意識の一層の向上を図った。また，各学区・地域に啓発物品を配布し，各学区の実情に応じ
た自主的な啓発活動を進めた。
　○憲法月間　「西京区民映画のつどい」（洛西支所実施事業）
　   日　時　　平成２８年5月２８日（土）１３：３０～１５：３０
　   場　所　　ホテル京都エミナース　明治アニバーサリーホール
　   内　容　　映画「ＧＡＭＢＡ　ガンバと仲間たち」（バリアフリー上映）
　※憲法月間「西京区民映画のつどい」に併せて，人権啓発パネル展を開催。
      また，まちづくり推進担当窓口においても啓発グッズを配布。

　○人権月間　「西京区民映画のつどい」
　　日　時　　平成２８年12月１０日（土）１３：３０～１６：００
　　場　所　　西文化会館ウエスティ
　　内　容　　映画「きみはいい子」
　※人権月間「西京区民映画のつどい」に併せて，啓発グッズの配布及び人権啓発パネル展を同時開催。
      また，まちづくり推進担当窓口においても啓発グッズ配布。

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2

該当事業・対応番号
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【西京区役所】

番号 事 業 名
新規・
継続等

事業目的 平成２８年度　取組実績 担 当 課 該当事業・対応番号

7

心の病のある人が地域で
安心して暮らせるように
する会（精神保健福祉
ネットワーク作り）

継続

　こころの病のある人について，理解を深め，保健
医療福祉関係団体，関係行政機関，各地域団体，地
域住民等関係者が積極的に支援し，障害のある人も
ない人も安心して生活できるまちづくりをめざす。

　こころの病についての理解をより一層区民に広げることを目的として，講演会の開催や「小さな秋のこ
ころまつり」等のイベントを当事者も含めて企画し，開催した。
　また，より身近な方との関係づくりを通して相互理解を広げるため，地域懇話会や研修会を行った。
　さらに，地域におけるこころの病のある方の日常生活や自立・就労等を支援するため，当事者及び家族
と区内の関係機関，団体等の連携を深め，ネットワーク機能の強化を進めた。
○啓発・研修
　・こころの健康講座（講演会）
　・こころまつり（交流・ふれあい）
　・通信の発行

健康づくり推
進課
洛西支所
健康づくり推
進室

障害者 3

8 精神障害者家族懇談会 継続
　精神に障害のある方のご家族を対象に，日々の暮
らしの中での精神的ストレスを和らげ，こころの健
康を維持する。

　精神障害のある方の家族が，病気についての知識や社会資源の活用，家族の役割について理解を深める
ことにより，精神障害のある方及び家族の自立を図ることを目的として，実施した。
　○年６回実施
　○交流会，学習会，イベントへの参加等

健康づくり推
進課 障害者 3
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【西京区洛西支所】

西京区洛西支所
番号 事 業 名

新規・
継続等

事業目的 平成２８年度　取組実績 担 当 課

1
西京区民映画のつどいの
開催

継続

　人権問題は日常生活を営む地域社会で起こる問題
であることを提案し，日々の暮らしの中で人権につ
いて考え，行動するきっかけづくりの場を提供す
る。

　市民に憲法と人権の尊重を訴えるため，バリアフリーの映画上映会を開催し，市民と共に人権について
考えた。
　○憲法月間「西京区民映画のつどい」
　　上映前にバリアフリー上映方式の趣旨説明と実体験を行い，参加者への意識付けを行った。
　　日　時：5月28日（土）13：30～16：00（開場13：00）
　　場　所：ホテル京都エミナース　明治アニバーサリーホール
　　内　容：映画「GAMBA～ガンバと仲間たち～」バリアフリー上映
　　参加者：３２６名
　　※人権擁護委員の活動紹介，人権啓発パネル展示会，福祉・障害者施設の活動紹介を同時開催。

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2

2
区民ふれあい相談コー
ナーの開設

継続
　弁護士等による相談を機に，人権尊重の考え方が
日常生活に根付き，区民の生活の向上を図る。

　今後も人権尊重の考え方がさらに日常に根付くための取組として，各種相談事業を継続実施した。
　（京都市民法律相談　毎週水曜，行政相談委員による行政相談　毎月第１木曜　実施）

地域力推進室
まちづくり推
進担当

相談・救済 1

3 区民ふれあい事業の開催 継続
　地域社会を構成する様々な人たちの参加・協力の
もと，区民相互のふれあいや，区民の自治意識の高
揚，地域の活性化を図る。

　子どもから高齢者まで区民が相互のふれあいを図り，より一層の交流を深めることを目的として実施
（健康，福祉，環境美化，防災等の多様なコーナーを設け，区民が楽しみながら交流を深めるとともに，
様々な情報を入手できる場とした）。

地域力推進室
まちづくり推
進担当

複数課題 1

4

洛西ケーブルビジョンで
のスポットの放映（憲
法・人権月間RCV市民啓
発番組）

継続
　憲法・人権月間のポスターを背景に，人権尊重の
ナレーションを放映し，人権尊重の気運の高揚を図
る。

　憲法・人権月間のポスターを背景に，人権尊重のナレーションを放映し，人権尊重の気運の高揚を図っ
た。
　○憲法月間
　　内　容：1日6回，毎回30秒，四文字熟語人権マンガ入賞作品を背景に人権尊重のナレーション放映
　　放送日：5月１日～５月３１日
　　対　象：洛西ニュータウン及び周辺住民等
　○人権月間
　　内　容：1日6回　毎回30秒，四文字熟語人権マンガ入賞作品を背景に人権尊重のナレーション放映
　　放送日：12月１日～１２月３１日
　　対　象：洛西ニュータウン及び周辺住民等

教育・啓発 2

5
地域役員研修及び各学
区・地域における啓発活
動の実施

継続

　人権問題は日常生活を営む地域社会で起こる問題
であることを提案し，日々の暮らしの中で人権につ
いて考え，行動するきっかけづくりの場を提供す
る。

　憲法月間及び人権月間（西京区役所実施事業）における「西京区民映画のつどい」への参加を通じて，
地域役員の人権意識の一層の向上を図った。また，各学区・地域に啓発物品を配布し，各学区の実情に応
じた自主的な啓発活動を進めてもらえるよう努めた。
　○憲法月間啓発
　　　日　時：５月２８日（土）
　　　場　所：ホテル京都エミナース
　　　　※憲法月間「西京区民映画のつどい」に併せ，人権擁護委員の活動紹介，人権啓発パネル展，
　　　　　福祉・障害者の施設活動紹介を開催
　○人権月間啓発※西京区役所実施事業
　　　日　時：12月1０日（土）
　　　場　所：京都市西文化会館ウェスティ
　　　　※人権月間「西京区民映画のつどい」に併せ，人権啓発パネル展を同時開催

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2

6
小・中学生による人権啓
発作品展の開催（絵画・
書道展）

継続

　小・中学生に，人権をテーマとした絵画等の作成
を通じて，人権の大切さを浸透させるとともに，そ
れらの作品を展示することにより，区民に広く人権
の尊さを訴える。

　小・中学生による人権をテーマとした作品展
　展示日　：11月28日（月）～１２月９日（金）（小・中学生合同）
　場　所　：洛西支所1階ロビー
　出展作品：絵画及び習字

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2

該当事業・対応番号
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【西京区洛西支所】

番号 事 業 名
新規・
継続等

事業目的 平成２８年度　取組実績 担 当 課 該当事業・対応番号

7 精神障害者家族懇談会 継続
　精神に障害のある方のご家族を対象に，日々の暮
らしの中での精神的ストレスを和らげ，こころの健
康を維持する。

　精神障害のある方の家族が，病気についての知識や社会資源の活用，家族の役割について理解を深める
ことにより，精神障害のある方及び家族の自立を図ることを目的とした。また，当事者や他の家族との共
有の時間を持ち，交流を深めた。
　○6/3(金)　医師の話～精神科の治療について～　（参加人数６人）
　　7/1(金)　こころの健康みんな元気～家族支援を考える～（参加人数5人）
　　9/9(金)　ちいさな秋のこころまつり～スポーツを通して理解を深める～
　　11/17(木) こころの健康講座
　　12/9(金)　施設見学

健康づくり推
進室

障害者 3
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【伏見区役所】

伏見区

番号 事 業 名
新規・
継続等

事業目的 平成２８年度　取組実績 担 当 課

1

市民しんぶん伏見区版
「きらり伏見」及び伏見
区ホームページへの人権
啓発記事の掲載

継続
　市民しんぶん区版に人権啓発記事を掲載すること
で，区民の人権意識の高揚を図る。

　市民しんぶん伏見区版「きらり伏見」及び伏見区ホームページにおいて，憲法月間及び人権月間に併せ
て行われる各種事業や区内で開催される人権関連事業への区民の参加を促すため，事前広報を行う。さら
に，人権関連事業への区民の意識向上を目指し，人権啓発特集記事を掲載した。
【実績】
　４月１５日号　：憲法月間関連事業
　６月１５日号　：「ふしみ人権の集い学習会」の事前告知
　９月１５日号　：「伏見区こころの健康を考える集い」の事前告知
　１１月１５日号：人権月間関連特集
　２月１５日号　：「ふしみ人権の集い」の事前告知

地域力推進室
総務・防災担
当

教育・啓発 2

2 伏見区人権月間事業 継続
　人権を尊重する考えが根付いた人権文化の構築に
向けて，人権問題への区民の関心を高め，理解を深
める。

　人権を尊重する考えが根付いた人権文化の構築に向けて，人権問題への区民の関心を高め，理解を深め
る機会として，伏見区役所，深草支所，醍醐支所それぞれにおいて事業を実施した。
○ふしみ人権の集い実行委員会事業（第２回学習会）
　　日　時　平成２８年１２月３日（土）午後１時３０分～午後４時００分
　　場　所　深草総合庁舎
　　演　題　若い世代からの人権メッセージ
　　　　　　　最近話題のLGBT　～セクシャルマイノリティって何だろう～
　　講　師　内藤　れんさん（LGBTスピーカーネットワーク所属）
　　　　　　村上　タカヒロさん（LGBTスピーカーネットワーク所属）
　　参加者　１１２名（手話通訳利用者　０人，託児利用者　２人，要訳筆記利用者　1人）
○伏見区人権を考える講演会
　　　日　時　平成２８年１２月４日（日）午後１時３０分～午後３時
　　　場　所　醍醐交流会館ホール
　　　演　題　「地域でつくるひとりぼっちのないまち」
　　　講　師　村井　琢哉さん（NPO法人　山科醍醐こどものひろば理事長）
　　　参加者　１３８名

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2

3 ふしみ人権の集い 継続
　幅広い区民の方に人権について身近に考えてもら
う機会を提供する。

　伏見区人権啓発推進協議会，各種団体，学校，行政等により構成された｢ふしみ人権の集い実行委員会｣が企画
運営し，｢人権文化のまちをひとりひとりの心から｣をテーマに地域ぐるみの啓発活動として，様々な人権をテー
マにした講演会を実施するなど，学習と交流の機会を提供した。
【実績】
○第1回学習会
　　日　時　平成２８年７月１６日（土）１３：３０～１６：００
　　場　所　月桂冠昭和蔵ホール
　　演　題　ひとりぼっちのない、まちづくり　～子どもたちが貧困を乗り越えるための社会を～
　　講　師　幸重　忠孝（ゆきしげ　ただたか）さん
　　　　　　（幸重社会福祉士事務所代表，元ＮＰＯ法人山科醍醐こどものひろば代表）
　　参加者　１４８名（手話通訳利用者　０人，託児利用者　０人，要訳筆記利用者　０人）
○第2回学習会
　前記参照
○第22回ふしみ人権の集い
　　日　時　平成２９年３月４日（土）午後１時３０分～午後４時３０分
　　場　所　京都市呉竹文化センター
　　内　容　東北さ、いい事いっぺ、来い来い来い！
　　　　　　　－誰もが誇りをもって「ふるさと」を語れる社会を!－
　　出　演　白崎映美さんと東北６県ろーるショー
　　　　　　　部落解放同盟改進支部女性部
　　参加者　約５００名（手話通訳利用者　０人，託児利用者　０人，要訳筆記利用者　０人）

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2

該当事業・対応番号
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【伏見区役所】

番号 事 業 名
新規・
継続等

事業目的 平成２８年度　取組実績 担 当 課 該当事業・対応番号

4

小中学生による人権啓発
絵画ポスター展及び人権
啓発絵画ポスター・標語
展の開催

継続
　製作する児童・生徒や保護者，鑑賞する人々がそ
れぞれ絵画を通じて，人権問題について考える機会
と話題を提供する。

　行動計画が目指す人権文化の息づくまちづくりのための取組の一環として，12月の人権月間をはじめ
とした様々な機会に区内の児童・生徒が製作した絵画により「人権啓発絵画展」及び「人権啓発絵画ポス
ター標語展」を実施した。製作する児童・生徒や保護者，鑑賞する人々がそれぞれ絵画を通じて，人権問
題について考える機会と話題を提供することを目的としている。
　〔人権月間　人権啓発絵画ポスター展，人権啓発絵画ポスター・標語展〕
　　区内の小中学生の作品の展示
　　展示場所　　区役所，支所，図書館，駅構内，金融機関等
　　出 展 数　　絵画ポスター展　本所６５点，深草５４点
　　　　　　　　絵画ポスター・標語展　醍醐５４点
　　期　　間　　平成２８年１２月１日（木）～１２月２２日（木）
　〔第22回ふしみ人権の集い　人権啓発絵画ポスター展〕
　　掲示日：平成２９年３月４日（土）

教育・啓発 2

5
ふしみ人権の集い実行委
員会ニュースの発行

継続
　ふしみ人権の集い実行委員会が実施する学習会等
の取組を広報するため。

　ふしみ人権の集い実行委員会が実施する学習会等の取組を広報するため，広報機関誌「いーくうぁる」
を発行（VOL.51～53を発行）

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2

6
区民ふれあい相談コー
ナーの開設

継続
　弁護士等による相談を機に，人権尊重の考え方が
日常生活に根付き，区民の生活がより良いものとな
ることを目的とする。

　人権尊重の考え方が日常生活に根付いていくための取組として，各種相談事業を実施した。
　　開催日程：毎週水曜日
　　参加者：先着１５名

地域力推進室
まちづくり推
進担当

相談・救済 1

7 区民ふれあい事業の開催 継続
　地域社会を構成する様々な人たちの参加・協力の
もと，区民相互のふれあいや，区民の自治意識の高
揚，地域の活性化を図る。

　多くの区民の協力と参加により，人と人との交流を育むため，伏見区におけるふれあいプラザを開催し
た。
　【実績】伏見ふれあいプラザ2016　日　時：9月4日

地域力推進室
まちづくり推
進担当

複数課題 1

8
伏見区人権啓発推進協議
会人権啓発講座

継続
　区内企業・団体を中心とした「伏見区人権啓発推
進協議会」の研修会を開催することで，人権意識の
普及・高揚を図る。

　人権啓発講座を実施し，企業等への参加を促して区民，企業・団体，行政一体となった取組を進めた。
　　日　時　平成２８年５月２０日（金）午後２時～午後４時
　　場　所　伏見区総合庁舎
　　演　題　男性が介護するということ
　　講　師　斎藤　真緒さん（立命館大学准教授）
　　　　　　田村　権一さん（男性介護ネット・男性介護者を支援する会TOMO）
　　参加者　７３名

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2

9
地域ぐるみによる街頭啓
発の実施

継続 　広く市民に人権の大切さを訴える。

　憲法月間，人権月間及び「ふしみ人権の集い」の広報のため，伏見区人権啓発推進協議会，行政や地域住民が
往来の多い駅前などで啓発物品を配布した。
5月　計９箇所，延べ２０７名参加
　・５月１２日（木）午前１０時００分　イズミヤ伏見店前（４８名），京都医療センター前（９名）
　　　　　　　　　　正午　　　　　　　龍谷大学正門（３６名）
　　　　　　　　　　午後２時００分　　京阪淀駅前（４３名）
　　　　　　　　　　午後４時００分　　大手筋商店街（２４名）
　・５月１３日（金）午後２時３０分　　医仁会武田総合病院前（１２名）
　　　　　　　　　　午後３時３０分　　パセオ・ダイゴロー（１９名），MOMOテラス（１３名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マツヤスーパー醍醐店前（３名）
12月　計9箇所，延べ20１名参加
　・１２月　１日（木）午後　２時００分　　京阪淀駅前（３５名）
　　　　　　　　　　　午後　４時００分　　大手筋商店街（２８名）
　・１２月　２日（金）午後　２時３０分　　医仁会武田総合病院前（１６名）
　　　　　　　　　　　午後　３時３０分　　パセオ・ダイゴロー（１８名），MOMOテラス（１２名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マツヤスーパー醍醐店前（２名）
　・１２月　５日（月）午前１１時００分　　イズミヤ伏見店前（２５名），ライフ伏見深草店前（３９名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マックスバリュ藤森店前（２６名）

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2

10
区民ふれあいまつり等に
おける人権コーナーなど
の設置

継続
　多くの区民の協力と参加により，区民相互の交流
を育む。

　伏見区ふれあいプラザにおいて人権啓発コーナーを設け，来場者に人権の大切さを訴えた。
　【実績】伏見ふれあいプラザ2016　日　時：9月4日
　　昨年度活動のパンフレットを配架（第21回ふしみ人権の集いパンフレット）

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2
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【伏見区役所】

番号 事 業 名
新規・
継続等

事業目的 平成２８年度　取組実績 担 当 課 該当事業・対応番号

11
区役所等における人権パ
ネル展の開催

継続
　来庁者に対して人権問題について考える機会と話
題を提供する。

　「人権啓発パネル展」
　　　実　施：平成２８年５月２日（月）～３１日（火）
　　　場　所：伏見区総合庁舎ロビー
　　　内　容：京都府生活部人権啓発推進室　所有のパネル　12点（障害者，自殺防止，公正採用，
　　　　　　　男女共同参画等）を展示。

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2

12
伏見区こころの健康を考
えるつどい

継続

　区内の精神に障害のある方の人権を守り，自立と
社会参加の促進の援助を拡大するとともに，精神に
障害のある方への正しい理解と認識を深めるため
に，啓発事業を実施する。

　区内の各種団体並びに行政等が委員会（伏見区こころの健康推進実行委員会）を構成し，区内の精神に
障害のある方の人権を守り，自立と社会参加の促進の援助を拡大するとともに，精神に障害のある方への
正しい理解と認識を深めるために，啓発事業を実施した。
　日　時：平成２８年９月30日
　会　場：伏見区総合庁舎4階　大中会議室
　内　容：作品展示・舞台発表・体験談
　来所者数：352人

健康づくり推
進課／深草・
醍醐支所健康
づくり推進室

障害者 3

13 家族懇談会 継続
　精神に障害のある方のご家族を対象に，日々の暮
らしの中での精神的ストレスを和らげ，こころの健
康を維持することを目的としている。

　精神に障害のある方の家族が集まり，病気についての正しい知識を学び家族の役割について理解すると
ともに，他の家族との交流を図る場として懇談会や学習会を開催した。
【内容】　開催回数：本所（５回），深草支所（５回），醍醐支所（3回）
　　　　　会　場：保健センターほか
　　　　　内　容：家族会の懇談，学習ほか

健康づくり推
進課／深草・
醍醐支所健康
づくり推進室

障害者 3
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【伏見区深草支所】

伏見区深草支所
番号 事 業 名

新規・
継続等

事業目的 平成２８年度　取組実績 担 当 課

1
区役所等における人権パ
ネル展の開催
（市民啓発活動の取組）

継続 　広く市民に人権の大切さを訴える。

　憲法月間を契機に市・区民の人権意識向上を図るため，コミュニティホールに人権啓発パネルを展示し
た。
　展示期間：5月2日（月）～5月31日（火）
　内容：「子どもの権利条約」

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2

2
地域ぐるみによる街頭啓
発の実施

継続
　地域各種団体を中心に人権意識の普及と各事業の
周知及び参加者の拡大を図る。

　地域各種団体を中心に人権意識の普及と各事業の周知及び参加者の拡大を図るため，憲法月間と人権月
間に街頭啓発を実施した。
　・憲法月間　5月12日（木） ➀龍谷大学　36人
　　　　　　　計93人　　　   ➁イズミヤ伏見店　48人
　　　　　　　　　　　　　    ➂京都医療センター　9人
　・人権月間　12月5日（月） ➀イズミヤ伏見店　25人
　　　　　　　計90人　　　　➁ライフ伏見深草店 39人
　　　　　　　　　　　　　　 ➂マックスバリュ藤森店　26人

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2

3 区民ふれあい事業の開催 継続
　地域社会を構成する様々な人たちの参加・協力の
もと，区民相互のふれあいや，区民の自治意識の高
揚，地域の活性化を図る。

　多くの区民協力と参加による多彩な催しで，人と人との交流を育んだ。
　　第26回深草ふれあいプラザ
　　　日　時：10月１6日（日）開催
　　　場　所：藤森神社及び藤の森児童公園   参加人数：約15,000人

地域力推進室
まちづくり推
進担当

複数課題 1

4
区民ふれあいまつり等に
おける人権コーナーの設
置

継続
　多くの区民の協力と参加により，区民相互の交流
を育む。

　深草ふれあいプラザに人権啓発コーナーを設けパネルを展示し，人権の大切さを訴えた。
　　第26回深草ふれあいプラザ
　　　日　時：10月16日（日）開催
　　　場　所：藤森神社及び藤の森児童公園

教育・啓発 2

5

伏見区人権月間事業（人
権を考える講演会～ふし
み人権の集い
第2回学習会～）

継続
　人権文化の息づく地域社会づくりの機運を育む取
組の一つとして，区民が人権問題への関心を高め，
理解を深める機会を提供する。

　伏見区役所，深草支所，醍醐支所で異なるテーマ，手法で実施した。深草支所ではふしみ人権の集い実
行委員会との共催で講演会を実施した。
　ふしみ人権の集い第２回学習会　12月3日実施
　　テーマ「若い世代からの人権メッセージ」　参加人数：112人

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2

6
小・中学生の絵画，ポス
ター展

継続
　製作する児童・生徒や保護者，鑑賞する人々がそ
れぞれ絵画を通じて，人権問題について考える機会
と話題を提供する。

　児童・生徒の人権教育及び作品展の開催による市・区民の人権意識の普及，高揚を図った。
　　12月１日（木）～28日（水）　コミュニティーホールにて開催した。　展示点数：54点

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2

7
区民ふれあい相談コー
ナーの開設

継続
　弁護士等による相談を機に，人権尊重の考え方が
日常生活に根付き，区民の生活の向上を図る。

　人権尊重の考え方が日常生活に根付いていくための取組として，窓口や電話での各種相談事業を実施し
た。
　弁護士による法律相談は毎週水曜日，行政相談は毎月第３火曜日，司法書士会による相談は偶数月第２
木曜日に実施した。

地域力推進室
まちづくり推
進担当

相談・救済 1

8
精神保健事業
（精神障害者家族懇談会)

継続
　精神に障害のある方のご家族を対象に，日々の暮
らしの中での精神的ストレスを和らげ，こころの健
康を維持する。

　精神障害を抱える家族が集まり，相互理解を深めた。
　内　容：講話・施設見学・意見交流・情報交換など
　開催日：平成28年7月26日（火）参加者5名，　9月13日（火）参加者12名，
　　　　　　１０月24日（月）参加者1名，平成29年1月24日（火）3名，3月14日（火）参加者1名
　場　所　　深草支所

健康づくり推
進室

障害者 3

9
精神保健事業
（地域懇話会)

継続

　精神に障害のある方の人権を守り，自立と社会参
加の促進の援助を拡大するとともに，精神に障害の
ある方への正しい理解と認識を深めるために，啓発
事業を実施する。

　伏見区こころの健康推進実行委員会（伏見区内の各種団体並びに行政等が委員会を構成）主催による，
精神保健福祉に関する地域懇話会を学区単位で実施。平成２８年度は藤城学区にて実施。
　日　時　平成29年　2月　1日（水）午後2時～4時
　場　所　京都教育大学附属特別支援学校　特別棟2階
　内　容　講　話，活動・施設紹介，意見交流会
　参加者　36名

健康づくり推
進室

障害者 3

該当事業・対応番号
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【伏見区醍醐支所】

伏見区醍醐支所
番号 事 業 名

新規・
継続等

事業目的 平成２８年度　取組実績 担 当 課

1 伏見区人権月間事業（人
権を考える講演会）

継続
　人権文化の息づく地域社会づくりの機運を育む取
組の一つとして，区民が人権問題への関心を高め，
理解を深める機会を提供する。

　伏見区役所，深草支所，醍醐支所で異なるテーマ，手法で実施する。醍醐支所では伏見区人権啓発推進
協議会との共催で講演会を実施した。
　人権を考える講演会
　　日時：１２月３日（土）　午後１時３０分～午後３時
　　場所：京都市醍醐交流会館
　　内容：「地域でつくるひとりぼっちのないまち」
　　講師：村井琢哉（特定非営利活動法人　山科醍醐こどものひろば理事長）

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2

2
小・中学生の絵画，ポス
ター，標語展

継続
　製作する児童・生徒や保護者，鑑賞する人々がそ
れぞれ絵画やポスター，標語を通じて，人権問題に
ついて考える機会と話題を提供する。

　児童・生徒の人権教育及び作品展の開催による市・区民の人権意識の普及，高揚を図った。
　人権啓発絵画，ポスター，標語展
　　日時：１２月１日（木）～１２月２２日（木）
　　場所：醍醐支所２階ロビー，管内金融機関
　　出展数：５４点
　　内容：醍醐管内の小・中学生が描いた人権啓発絵画・ポスター，標語を展示

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2

3

区役所における醍醐管内
小学生による書道展の開
催
（市民啓発活動の取組）

継続 　広く市民に人権の大切さを訴える。

　憲法月間を契機に市・区民の人権意識向上を図るため，醍醐管内小学生による人権をテーマとした書道
作品を展示した。
　日時：5月２日（月）～5月31日（火）
　場所：醍醐支所２階ロビー
　出展数：９４点

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2

4
区民ふれあい相談コー
ナーの開設

継続
　弁護士等による相談を機に，人権尊重の考え方が
日常生活に根付き，区民の生活の向上を図る。

　人権尊重の考え方が日常生活に根付いていくための取組として，各種相談事業を実施した。
【内容】
　　窓口や電話での相談を常時受付
　　法律相談：毎週水曜日

相談・救済 1

5
区民ふれあい事業等の開
催

継続
　地域社会を構成する様々な人たちの参加・協力の
もと，区民相互のふれあいや，区民の自治意識の高
揚，地域の活性化を図る。

　多くの区民の参加と協力により，人と人，世代間の交流とふれあいを深めた。
　　第２６回醍醐ふれあいプラザ
　　　（※天候不良のため，本事業は中止となった。）
　
　　福祉のまち醍醐・交流大会
　　　日　時：１月２８日（土）　午前１０時～午後３時４０分
　　　場　所：京都市醍醐交流会館

地域力推進室
まちづくり推
進担当

複数課題 1

6
区民ふれあいまつり等に
おける人権コーナーの設
置

継続
　多くの区民の協力と参加により，区民相互の交流
を育むことを目的とする。

　会場内を訪れる多くの地域住民に対して，人権擁護思想の普及・交流を図った。
　　第２６回醍醐ふれあいプラザ
　　　（※天候不良のため，本事業は中止となった。）

　　福祉のまち醍醐・交流大会
　　　内容：人権啓発コーナーを設け，人権啓発パネルを展示して，啓発物品を配布。

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2

7
地域ぐるみによる街頭啓
発の実施（憲法月間）

継続
　地域各種団体を中心に人権意識の普及と各事業の
周知及び参加者の拡大を図る。

　地域各種団体を中心に人権意識の普及と各事業の周知及び参加者の拡大を図るため，憲法月間に街頭啓
発を実施した。
　　日　時：５月１３日（金） 午後２時３０分～　医仁会武田総合病院前
　　　　　　 　　　　　　　　午後３時３０分～　上記以外の３箇所
　　場　所：医仁会武田総合病院前，パセオ・ダイゴロー，
　　　　　　MOMOテラス，マツヤスーパー醍醐店前
　　内　容：人権啓発パネル展・人権啓発書道展・伏見区人権啓発講座などを広報するため，
　　　　　　地域住民の往来が多い商業施設などで啓発物品を配布する。

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2

該当事業・対応番号
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【伏見区醍醐支所】

番号 事 業 名
新規・
継続等

事業目的 平成２８年度　取組実績 担 当 課 該当事業・対応番号

8
地域ぐるみによる街頭啓
発の実施（人権月間）

継続
　地域各種団体を中心に人権意識の普及と各事業の
周知及び参加者の拡大を図る。

　地域各種団体を中心に人権意識の普及と各事業の周知及び参加者の拡大を図るため，人権月間に街頭啓
発を実施した。
　　日　時：１２月２日（金）午後２時３０分～（医仁会武田総合病院前）
　　　　　　　　　　　　　　午後３時３０分～（上記以外３箇所）
　　場　所：医仁会武田総合病院前，パセオ・ダイゴロー，
　　　　　　MOMOテラス，マツヤスーパー醍醐店前
　　内　容：「人権を考える講演会」や「ふしみ人権の集い」などを広報するため，地域住民の往
　　　　　　来が多い商業施設などで啓発ビラと啓発物品を配布する。
　　　　　　※人権擁護委員とも協働し，参考資料を配布するなど，人権擁護思想の普及高揚を計る。

地域力推進室
まちづくり推
進担当

教育・啓発 2

9
精神保健事業
[精神障害者家族懇談会］

継続
　精神に障害のある方のご家族を対象に，日々の暮
らしの中での精神的ストレスを和らげ，こころの健
康を維持する。

　精神障害者を抱える家族を対象に実施する。家族が，精神障害者を理解し，支えていくための学習や情
報提供を行う。また家族同士が，お互いの思いを共有するための交流の機会を設けた。（3回開催）

・1回目
　日時　10月31日　１３時30分～15時30分
　場所　醍醐支所　第1会議室
　内容　講義と交流「お薬の話，病気との上手な付き合い方」精神科医
　参加数　4人
・2回目
　日時　11月16日　１３時30分～15時30分
　場所　醍醐支所　指導室
　内容　講義と交流「今，悩んでいることを一緒に考えていきましょう」臨床心理士
　参加数　3人
・3回目
　日時　11月30日　１３時30分～15時30分
　場所　醍醐支所　指導室
　内容　講義と交流「地域で自分らしく生活していくために」障害者地域生活支援センター
　参加数　4人

健康づくり推
進課

障害者 3
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【市会事務局】

市会事務局
番号 事 業 名

新規・
継続等

事業目的 平成２８年度　取組実績 担 当 課

1
本会議傍聴及び委員会モ
ニター視聴に係るバリア
フリー化

継続 　誰もが傍聴・視聴できるような環境を整える。
　２８年度は，９月市会本会議において手話通訳実施申請が１件（７名）あり，手話通訳者を本会議場傍
聴席に１名配置した。

総務課 障害者 7

2 職員研修 継続
　職員の人権問題に対する理解と認識をより一層深
め，人権意識の高揚を図る。

　人権に関する様々な課題に対する認識及び課題解消に向けた内容の研修を実施した。
１　手話研修
　　内容　：あいさつ等，簡単な手話の講座
　　実施日：第１回　平成２８年８月１８日（木）午後３時～午後３時３０分
　　　　　　第２回　平成２８年８月１９日（金）午後４時～午後４時３０分
　　講師　：内川　大輔　氏
　　　　　　京都市聴覚言語障害センター
２　外部講師による講義
　　内容　：障害者の人権
　　実施日：第１回　平成２８年１２月２６日（月）午前１０時２０分～午前１１時５０分
　　　　　　第２回　平成２８年１２月２６日（月）午後１時１０分～午後２時４０分
　　講師　：松波　めぐみ　氏
　　　　　　公益財団法人世界人権問題研究センター研究第５部　嘱託研究員

総務課 推進・研修 2

3 点字請願，陳情の受付 継続
　全ての市民に利用してもらえるような市会制度を
整える。

　点字による請願，陳情の受付を行う。（平成１３年11月～）
　平成２８年度実績：０件

議事課 障害者 12

4
市会だよりの点字版，拡
大版，音声版の発行

継続
　全ての市民に開かれた市会の推進に向け，視覚に
障害のある方にも市会に関する情報を提供する。

　　昨年度に引き続き，市会だよりの発行（年７回）と同時に，「点字版京都市会だより」，「京都市会
だより（文字拡大版）」，「声の市会だより（テープ版，デイジー版）」を発行した。
　【1回あたりの発行数】
　点字版：約185部，文字拡大版：約400部，音声版（テープ版）：約230部，
　音声版（デイジー版）：約200部
　（参考）
　市会だより発行当初（平成9年度）から点字版，音声版を発行（デイジー版は平成20年5月号以降か
ら）。
　文字拡大版については，平成21年5月号から，通常版をそのまま拡大したブランケット版を見直し，
見やすい文字サイズ等に編集したＡ4サイズの冊子に変更。

障害者 12

5
インターネットによる情
報発信

継続 　全ての市民に開かれた市会の推進を図る。

　昨年度に引き続き，ウェブアクセシビリティの向上を目的とした京都市会ホームページの一部修正を行
うとともに，迅速な更新に努めた。
　（参考）
　平成22年12月から市会だよりのＨＴＭＬ版を作成。
　平成26年3月にホームページのデザイン，階層等を大幅に見直し，リニューアル。
　平成28年1月にホームページの一部修正（スマホ対応も含む）を実施。
　平成29年3月にホームページのデザイン，階層等を大幅に見直し，リニューアル。

調査課 複数課題 1

6
リーフレット「私たちの
市会」の外国語版の作成

継続 　全ての市民に開かれた市会の推進を図る。
　京都市会ホームページに掲載することにより，外国人の方へ外国語版（英語，中国語，ハングル）リー
フレットの提供を行った。

調査課 多文化 1

該当事業・対応番号
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【選挙管理委員会事務局】

選挙管理委員会事務局
番号 事 業 名

新規・
継続等

事業目的 平成２８年度　取組実績 担 当 課

1 投票しやすい環境の整備 継続
　投票所の施設改善など誰もが投票しやすい環境づ
くりを図る。

　仮設スロープや車椅子の設置等，投票所の施設改善等により，誰もが投票しやすい環境づくりに努め
た。また，障害のある方及び重度の在宅療養者等が選挙権の行使を容易にできるよう，指定都市選挙管理
委員会連合会を通じて国に対する法改正の要望を行った。

選挙管理委員
会事務局

複数課題 1

該当事業・対応番号
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【監査事務局】

監査事務局
番号 事 業 名

新規・
継続等

事業目的 平成２８年度　取組実績 担 当 課

1 職員研修 継続
　職員一人一人が人権に対する認識を更に深め，意
識の向上を図る。

   講義のみではなく，DVD教材の視聴や職員同士のディスカッションを中心とした内容で研修を実施
し，また，研修テーマについても未実施の分野や職員の関心の高いものを選び，幅広い知識を習得した。

【障害者差別解消法及び京都市手話言語条例について】
　内容：「障害を理由とする差別の解消に向けて」パンフレット及び「障害を理由とする差別の解消の
　　　　推進に関する京都市対応要領」を参考にしながら，そのポイントや要領を学ぶ。
           また，「京都市手話言語条例」について改めて確認しながら，簡単な手話を体験学習した。
　実施日：５月３０日
　参加者：２５人

【「心の壁」（障害のある人への差別）について】
　内容：ビデオ「壁のないまち」を視聴し，グループ討議を行い，障害者への差別について理解を
　　　　深めた。
　実施日：１２月１６日
　参加者：２２人

監査事務局 推進・研修 2

該当事業・対応番号
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【人事委員会事務局】

人事委員会事務局
番号 事 業 名

新規・
継続等

事業目的 平成２８年度　取組実績 担 当 課

1
身体に障害のある方を対
象とした京都市職員採用
試験の実施

継続
　身体に障害のある方へ就職の機会を提供し，全て
の人にとって暮らしやすい社会の実現を図る。

■身体に障害のある方を対象とした京都市職員採用試験の実施
　○募集職種　一般事務職，学校事務職
　○募集人数　若干名
　○受験資格
　　昭和６2年４月２日から平成１1年４月１日までに生まれた方で，身体障害者手帳
　　（１～４級）の交付を受けており，かつ自力勤務が可能な方
　○試験内容　第１次試験　　教養試験（高校卒業程度），作文試験
　　　　　　　第２次試験　　個別面接，身体検査
　○実施日程
　　受験案内配布開始　６月9日
　　受付期間　　　　　８月１2日～９月1日
　　第１次試験日　　　９月２5日
　　最終合格発表　　　１１月15日
　○実施結果
　　申込者数　　　　　（一般事務職）２６名，（学校事務職）８名
　　受験者数　　　　　（一般事務職）１９名，（学校事務職）８名
　　１次合格者数　　　（一般事務職）　８名，（学校事務職）４名
　　最終合格者数　　　（一般事務職）　２名，（学校事務職）１名

人事委員会事
務局

障害者 4

該当事業・対応番号
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【消防局】

消防局
番号 事 業 名

新規・
継続等

事業目的 平成２８年度　取組実績 担 当 課

1
印刷物への人権啓発標語
の掲載

継続
　当局が発行する印刷物に人権啓発標語を掲載する
ことにより，より多くの市民に人権擁護思想の普及
高揚を図る。

　消防局において発行する印刷物に人権啓発標語を掲載し，より多くの市民に人権擁護思想の普及高揚を
図った。（平成28年度中の印刷媒体作成数　１４７件　１，１００，５６４部）

庶務課 教育・啓発 2

2
市民からの相談電話を通
じた情報提供

継続

　市民からの消防に関わる要望・意見・相談・問合
せ等に適切に対応し，市民の消防に対する認識を深
めるとともに，市民の要望等を消防行政に反映さ
せ，より一層信頼させる消防行政を推進するため，
昭和４３年から実施している。

　相談電話による広聴活動を実施したが，人権に関する相談は０件であった。 庶務課 相談・救済 1

3
京都市政出前トークを通
じた高齢者への防火防災
指導

継続
　高齢者を対象としたテーマとして，「みんなで守
る！～高齢者の防火安全対策～」を設定し，高齢者
への防火防災に関する普及啓発を実施している。

　各団体からの出講依頼に基づき，高齢者に対する防火防災指導を２件実施した。 企画課 高齢者 9

4
人権啓発看板，啓発のぼ
り旗等の掲出

継続
　消防署，消防出張所等に人権啓発看板等を掲出す
ることにより，より多くの市民に人権擁護思想の普
及高揚を図る。

　より効果的な人権擁護思想の普及を図るため，人権月間等（憲法月間，人権月間，人権強調月間）にお
いて消防署，消防出張所等に人権啓発看板を掲出した。

教育・啓発 2

5
ユニバーサルデザイン化
された避難誘導システム
の設置指導

継続

　平成6年1月に「視聴覚障害者等の火災安全対策に
係る設備等の設置指導要領」を制定し，社会福祉施
設や宿泊施設などを対象として，聴覚障害者用の警
報設備（点滅形誘導灯など）をはじめとする避難誘
導システムの設置を促進することにより，安心安全
なまちづくりを目指している。

　市内の社会福祉施設，劇場，百貨店，ホテル，地下鉄駅舎等，多数の人が利用する建物に対して避難誘
導システムの設置指導に取り組んでおり，平成28年度末現在，市内1,030の建物に，1,467の避難誘導
システムが設置されている。

予防部 障害者 7

6 防火安全指導の実施 継続

　職員が，高齢者や障がい者等の在宅避難困難者宅
を年1回以上訪問し，出火及び人命の危険に係る事
項の点検を行うとともに，その結果に基づき指導又
は助言を行う。その際，いざという時に119番通報
や救急隊員等への情報提供を迅速に行っていただく
ためのふれあい手帳や安心カードを配付する。

　全ての対象世帯において，面談することを目標に１年を通して実施した。
　平成２８年度訪問件数：１３９，３５４世帯実施

市民安全課 複数課題 1

7 熱中症対策指導の実施 継続
　無理な節電により，高齢者等が熱中症にかからな
いよう，防火安全指導等を通じて，注意を呼び掛け
る。

　高齢者等に対し，防火安全指導等を通じて，注意を呼び掛けた。
　平成２８年６月～８月期間中の防火安全指導実施件数：３５，０２３件

市民安全課 複数課題 1

8 防火防災教育訓練の実施 継続
　女性，子ども，高齢者等を含め市民全てを対象
に，各地域において，消火実験会や地震対応訓練，
防火防災に関する講習などを実施する。

　女性，子ども，高齢者等を含め一人でも多くの市民が参加できるよう，各地域において，防火防災に関
する訓練や講習などを実施した。
　実績：訓練 ３，１３９件，講習会 ６１７件，その他見回り活動等７５２件
　　　　計４，５０８件実施

市民安全課 複数課題 1

9
防災行動マニュアル策定
の推進

継続

　災害時は，自主防災会と自主防災部の連携した活
動が重要であることから，地域の実情や被害想定を
踏まえ，平常時の備えや災害発生時の安否確認方
法，避難行動等について事前に計画し，自主防災会
役員，自主防災部長の行動を具体的に記載した自主
防災会の防災計画となる防災行動マニュアルの策定
を推進し，学区全体での災害対応力の向上を図る。

　各自主防災会で策定対象となっている災害種別ごとのマニュアル（地震編，水災害編，土砂災害編）の
策定を推進した（４８５対象のうち４５６策定済み）。また，その際には，これまでに策定された各自主
防災部の防災行動マニュアル（旧「市民防災行動計画」）との整合も図ることとし，策定後はより実効性
の高い内容となるよう，防災訓練等を通じて必要な見直しや検証を行うよう指導した。

市民安全課 複数課題 1

10

地域の福祉関係団体と連
携し，高齢者等のいのち
を火災等から守るネット
ワークの構築

継続

　在宅介護に係る事業者，民生児童委員，老人福祉
員，社会福祉協議会等と火災等の災害から高齢者等
のいのちを守るための情報交換を定期的に行うなど
積極的に連携する。

　火災等の災害から，高齢者のいのちを守るための情報交換を，各消防署において定期的に行った。 市民安全課 高齢者 9

11
安心アドバイザー研修の
実施

継続
　ホームヘルパー等を対象に，高齢者宅等を訪問し
た際に，火災危険の排除や防火等のアドバイス等が
出来る知識及び技術を備えるための研修の実施。

　防火・防災等に関する研修を，各署において実施した。
　実績：２８４回実施，６，３６５人受講

市民安全課 高齢者 9

該当事業・対応番号
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【消防局】

番号 事 業 名
新規・
継続等

事業目的 平成２８年度　取組実績 担 当 課 該当事業・対応番号

12
「チャレンジ！防災リズ
ム」を活用した幼児への
防災教育の実施

継続
　リズム遊びを通じて楽しく安全行動（地震及び火
災に対する退避行動等）を習得させる。

　各園（所）において，日頃の保育や教育の中での「チャレンジ！防災リズム」の実施を促した。 市民安全課 子ども 9

13

防火防災救急リーフレッ
トを活用した乳幼児の保
護者への防火防災思想の
普及啓発

継続
　乳幼児の保護者に対して，乳幼児を対象とした火
災予防対策，地震対策及び乳幼児への応急手当を普
及啓発する。

　リーフレットを作成し，各保健センターを通じて乳幼児の保護者に配付するほか，乳幼児とその保護者
を対象とした防火防災行事で活用した。

市民安全課 子ども 9

14

防火防災パンフレット
「みんなの消防探検」を
活用した小学生への防災
教育の実施

継続

　「消防の仕事」について学習する学校授業等に際
し，防火防災パンフレット「みんなの消防探検」を
活用し，小学生に防火防災に関する知識を普及し，
防火防災思想を高める。

　パンフレットを作成し，小学４年生の「消防の仕事」の授業等に合わせて各小学校に配布した。
　作成部数：１２，６００部作成

市民安全課 子ども 9

15

消防の図画・ポスター・
作文の募集を通した幼少
年者への防火防災思想の
普及啓発

継続
　消防の図画・ポスター・作文募集を通じて，児童
等はもとより広く市民の消防に対する理解と認識を
深め，防火防災意識の高揚を図る。

　児童等に対して，防火防災意識の高揚を図った。
　総提出点数：５，０４７点

市民安全課 子ども 9

16
ホームページ上への幼少
年向け等の広報媒体の掲
載

継続

　幼少年向け等に作成した広報媒体（みんなの消防
探検，消防の図画・ポスター・作文作品集，防火防
災救急リーフレット）をホームページに掲載し，更
なる防火防災に関する知識の普及を図る。

　平成２８年度版のパンフレット等をホームページに掲載し，更なる防火防災に関する知識の普及を図っ
た。

市民安全課 子ども 9

17
京都市ＷＥＢ１１９の実
施

継続

　聴覚，言語機能又は音声機能に障がいのある方か
らの119番通報を確保するために携帯電話のWeb機
能（インターネット機能）等を用いて，利用者が外
出中でも文字通信により緊急通報を行えるシステ
ム。京都市内の居住者や通勤通学者のほか，観光等
で京都市を訪問される方も利用可能。

　リーフレットを活用し，未登録者に対し登録を促した。 市民安全課 障害者 12

18
緊急通報システムと連動
した住宅用火災警報器整
備事業

継続

　緊急通報システムを使用している世帯のうち，自
力歩行が不能な方を対象に，緊急通報システムに無
線で連動する住宅用火災警報器を寝室に設置し，火
災の煙を感知した場合，自動的に消防指令センター
に火災通報できる体制を構築している。

　リーフレットを活用し，防火安全指導等の機会を通じ，対象者に設置利用を促した。
　防火安全指導実施件数：１３９，３５４件

市民安全課 複数課題 1

19 消防ファクシミリの運用 継続

　聴覚，言語機能又は音声機能に障がいのある方等
からの緊急時の通報体制を確保するため，加入電話
ファクシミリを用いた通報体制を整備している。
　当該ファクシミリでは，緊急時の通報のほか，利
用者からの防火相談に各消防署が対応したり，火災
予防運動や出火防止キャンペーンの実施等，必要な
情報提供を行っている。

　防火安全指導等を通じて，対象者に対して未登録の場合，変更事項がある場合，新規登録・変更登録を
促した。
　防火安全指導実施件数：１３９，３５４件

市民安全課 障害者 12

20
市民防災センターにおけ
る防災体験

継続
　災害の疑似体験を通じて，子どもや高齢者を含む
来館者に対して防災に関する知識や技術の普及向上
及び防災意識の高揚を図る。

　工夫を凝らしたイベント等を実施し，一人でも多くの市民の来館を促した。 市民安全課 複数課題 1

21
４箇国語版　防火防災パ
ンフレットの配付

継続

　英語，中国語，ハングル，日本語で記載した防火
防災パンフレットを活用して，本市に在住する外国
人に対し，災害に対応できる知識と技能を身に着け
させる。

　パンフレットを外国人が利用する施設等を通じて配付するほか，各消防署で実施する外国人を対象とす
る防火防災事業で活用した。
　外国人対象の防火防災行事：９回，１６１人参加

市民安全課 多文化 2

22
4箇国語対応通報依頼カー
ドのホームページ上への
掲載

継続
　緊急時の通報要領を記載した通報依頼カードを
ホームページに掲載することで，外国人に対し通報
要領を周知する。

　ホームページへの掲載を実施した。
　対応言語：英語，中国語，ハングル，日本語

市民安全課 多文化 2
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事業目的 平成２８年度　取組実績 担 当 課 該当事業・対応番号

23
我が家の防火診断士の実
施

継続

　将来の防火防災の担い手である子どもたちの防火
意識の高揚と防火に関する知識を深め，それぞれが
居住する住宅での火災危険を排除するとともに，家
族等への防火防災意識の啓発能力を習得させる。

　各署において計画的に実施した。
　８３回　３，３２１人受講

市民安全課 子ども 9

24
家具転倒防止器具普及啓
発事業

継続

　地震による被害を軽減するため，地域ぐるみで在
宅避難困難者世帯に家具転倒防止器具の取付けを
行っている自主防災組織等に家具転倒防止器具を提
供し，その活動を支援することにより，地震による
家具の転倒防止対策を普及する。

　各種防火防災行事等で，家具の転倒防止対策の普及啓発を進めた。 市民安全課 複数課題 1

25 筆談具の設置 継続
　聴覚に障がいのある方などとのコミュニケーショ
ンを図る手段として，各署所に筆談具を設置し，来
庁時や防火安全指導時等に活用する。

　聴覚に障がいがある方が来庁した際などに活用した。 市民安全課 障害者 12

26
ホームページ上へのＡＥ
Ｄマップの公開

継続

　市民の方々や観光客に対して，あらかじめ市内の
ＡＥＤ設置場所を知っていただき，ＡＥＤを使用し
た応急手当を速やかに行っていただくことにより救
命率の向上を図る。

　平成２８年度　１，６１５事業所掲載 救急課 複数課題 1

27
４箇国語対応救急活動現
場シートの運用

継続

　英語，スペイン語，中国語，ハングル語の４箇国
語に対応したピクトグラム（表したい概念を単純な
絵文字で表現したもの。）を用いて，外国人の観光
客等に対する救急活動時に傷病状況等を迅速に把握
する。

　シートを活用し，外国人の観光客等の傷病状況の迅速な把握に努めた。 救急課 多文化 2

28
安心救急ステーション事
業における外国人対応

継続

　商店街やコンビニエンスストア，観光地の土産物
店等を対象に，付近で救急事案が発生した際の１１
９番通報や応急手当，救急隊への的確な引継ぎなど
救命リレーの第１走者としての活動を担う事業所を
「安心救急ステーション」と認定し，市民，観光客
の一層の安心安全を確保するもの。認定事業所に
は，外国語対応シートを配付している。

　平成２８年度　１，７２０事業所登録。
　４か国語対応の安心救急ステーション案内用ポスターを配布。

救急課 多文化 2

29
救急活動記録書の遺族へ
の提供

継続

　本事業は，救急搬送された傷病者が死亡された場
合に限り，京都市個人情報保護条例が限定している
請求者の範囲を広げることで，遺族からの要望を受
け，死亡された方の権利利益を保護した上で，救急
活動記録書に記載された情報を遺族に提供するも
の。

　平成２８年度　８件 救急課 複数課題 1

30 救命入門コース 継続

　小学５．６年生を対象に，胸骨圧迫とＡＥＤの実
技を中心とした短時間講習（９０分）を，実施し，
学童時期から救命の意識を高めるとともに，将来的
に普通救命講習の受講者の裾野を広げる。

　 平成２８年度　市内各小学校　８５回　４，６０２名受講 救急課 子ども 9

31 普通救命講習Ⅲ 継続

　学童保育関係者等を主な対象として，主に小児，
乳児及び新生児を蘇生対象とした救命講習（心肺蘇
生法，ＡＥＤの使用方法，異物除去，止血法）の受
講を推進する。

　平成２８年度　普通救命講習修了者　３８，４１１人（内　普通救命講習Ⅲ　３，６７６人）
　　　　　　　　上級救命講習修了者　　　　８４１人
　　　　　　　　　　　　　合　　計　３９，２５２人。

救急課 子ども 9

32
「１１９番通報等におけ
る多言語通訳体制確保事
業」の実施

継続

　日本語による会話が困難な外国人観光客や留学生
等に対して，電話同時通訳サービスを用いた多言語
通訳体制を確保し，１１９番通報時や災害現場での
対応を円滑に行う。

　平成28年中（平成28年１月１日から平成28年12月31日の間）の活用実績は70件（重複使用４件含
む）であった。
　※　活用実績は，災害に伴う活用実績であり，通報訓練，間違い等は含まない。また，重複使用とは，
　　同一災害で１１９番通報及び災害現場共に活用したものである。

指令課 多文化 2

33 障害者福祉講座の実施 継続
　障害のある人の問題について理解と認識を深め，
豊かな人権感覚と行動力を身に着ける。

　初任教育生５８名に対して講座を実施した。 教養課 推進・研修 2
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34 国際文化系研修の実施 継続
　外国人が災害時要救護者にならないために，必要
な知識や方法等への理解を深めるなど，地域に住む
外国人への対応能力の向上を図る。

　５月１８日から６月３日まで実施された研修を１名が受講した。 教養課 推進・研修 2

35 手話講座の実施 継続
　聴覚言語に障害がある方との意思伝達に必要な手
話を修得する。

　手話講座を延べ９日間実施し，延べ２９１名が受講した。 教養課 推進・研修 2

36 少年消防クラブ 継続
　少年少女に防火防災に関する知識及び技能を普及
し，防火防災思想を高めるとともに，防火防災マ
ナーを身につけた社会人を育成する。

　市内各少年消防クラブにおいて，概ね月1回，年間12回の研修及び消防出初式でのパレードへの参加
を行った。

教養課 子ども 9

37 幼年消防クラブ 継続
　幼児に正しい火の取扱いを教育し，火遊びによる
火災を防止するとともに，消防の仕事に対する理解
を深め，防火の大切さを習うことを目的とする。

　園内での活動を中心に行い，消防署見学，花火指導，防火映画会及び消防の図画・ポスターの写生会な
どを実施した。また，消防出初式でのパレードへの参加を行った。

教養課 子ども 9

38
未就学児とその保護者に
対する防火等の指導

継続 　未就学児を火災や家庭内事故から守る。
　未就学児を火災や家庭内事故から守るため，未就学児とその保護者を対象に参加型の「みんなでコン
サート」を実施。「パネルシアター」,「ぼくとわたしの命をまもるチャレンジ！ぼうさいリズム」など，
音楽を通じて防火に関する安全教育を行った。

教養課 子ども 9

39
消防団員を対象とする研
修会

継続 　消防団員の人権意識の高揚を図る。 　市内５消防団において研修を実施し，１２２名が受講した。 教養課 教育・啓発 2

40
階層別研修，担当業務別
研修

継続
　消防業務と人権との関わりについて，職員の理解
を深める。

　消防業務と人権との関わりについて理解を深めるため，消防学校における階層別，担当業務別教育の８
課程において人権に視点を置いた研修（カリキュラム）を実施し，３６２名が受講した。

教養課 推進・研修 2

41 職場研修 継続
　職員一人一人が人権に対する認識を更に深め，意
識の向上を図る。

　参加型，体験型研修を積極的に取り入れ，憲法月間及び人権月間を中心に全所属で研修を実施し，延べ
３，６２９名が受講した（人権講座受講者９８７名を含む）。

教養課 推進・研修 2

42
外部講師による人権講座
の開催

継続
　人権行政を推進するに当たり，様々な人権課題に
ついての職員の更なる理解を深める。

　様々な人権課題について職員の更なる理解を深めるため，外部の専門講師による人権講座を定期に開催
することとして，消防局本部，消防学校，各消防署及び分署で計１２回実施し，延べ９８７名が受講し
た。

教養課 推進・研修 2

43 人権研修推進者の養成 継続
　職場研修を推進する人権研修推進者，人権研修推
進補助者等の資質向上を図る。

　人権研修推進者，人権研修推進補助者等の資質向上を図るため，行財政局等が実施する人権関連講座等
を延べ２６名が受講した。

教養課 推進・研修 2

44
人権研修推進者等による
研修内容等の検討

継続
　人権研修推進者が研修内容を自ら検討すること
で，職場研修をより効果的なものとする。

　憲法月間及び人権月間における職場研修をより効果的に実施するため，各所属の人研修推進者等によ
り，職場研修の方法，内容等について検討を行った。

教養課 推進・研修 2
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番号 事 業 名

新規・
継続等

事業目的 平成２８年度　取組実績 担 当 課

1 所属・職場研修 継続

　「すべての人の人権を尊重する」をテーマに，職
員がお互いに相手の人権を尊重し合い，あらゆる差
別の無い明るい社会と快適な職場環境の形成を目指
す。

　各所属において人権研修を実施した。
　実施月　　：6月～９月
　実施回数　：６９回
　受講者数　：約1,５８３人

各課 推進・研修 2

2
障害のある人，外国籍市
民等との交流事業の推進

継続
　人権に関する一段と深い理解や人権問題に対する
共感が得られることから，人権問題を抱える当事者
と積極的に交流を図る。

　実施日　：6月～１月
　受講者数：３６人
　内容　　：車いす使用者を講師とした車いす体験

各課 推進・研修 2

3
人権啓発看板，啓発のぼ
り旗等の掲出

継続

　バス営業所，地下鉄駅及び局施設の玄関等に人権
啓発看板や啓発のぼり旗，啓発標語パネルを掲出す
ることにより，より多くの市民に人権擁護思想の普
及高揚を図る。

　実施月：５月，８月，１２月
　掲出物：啓発看板，啓発のぼり旗，啓発標語パネル

各事業所 教育・啓発 2

4 職場研修推進専門委員会 継続

　市民・お客様への応対，人権文化，公務員倫理等
について，職員研修等の効果を高めるとともに，両
推進者が職場研修のリーダーとしての自覚と指導力
を高める。

　「京都市交通局における職場研修の推進に関する要綱」の制定に伴い，新たに任命する職場研修総括推
進者（課長級職員）及び職場研修推進者（補佐・係長級職員）で構成される職場研修推進会議専門委員会
を開催した。
　開催回数：1６回
　審議内容：企画及び広報分科会の平成28年度の取組，風通しのよい職場づくり

推進・研修 2

5
啓発ポスターの作成及び
掲出

継続
　市バス・地下鉄利用者への人権啓発及び乗客誘致
を図る。

　京都市内の人権に関わる史跡や施設等を題材にした人権啓発ポスターを作成する。また，併せて，当該
施設への市バス・地下鉄による路線案内を掲載し，市バス・地下鉄の車内及び交通局施設等に掲出した。
　実施月：5月（憲法月間），8月（人権強調月間），12月（人権月間）
　施設名：柳原銀行記念資料館
　配布数：各月　1,300枚

研修所 教育・啓発 2

6 街頭人権啓発活動の実施 継続
　地下鉄の利用者に向けて，人権の尊重や，人権問
題に気付き，人権意識の向上を図る。

　憲法月間・人権月間の各月間中，地下鉄の主要駅(四条駅・山科駅)で啓発物品を配布した。
　実施月　：5月，12月
　配布場所：地下鉄四条駅，山科駅
　配布数　：各月　４00個

研修所 教育・啓発 2

7
市バス車内への人権啓発
絵画の展示

継続
　市バスの利用者に向けて，人権の尊重や，人権問
題に気付き，人権意識の向上を図る。

　市バス車内に，小学生の人権啓発絵画を掲出した。
　実施月　：12月
　掲出車両：洛バス９両
　掲出枚数：198枚

研修所 教育・啓発 2

8
人権行政に関する資料・
情報の職員への提供

継続
　職員が人権行政に関する資料・情報を共有するこ
とで，職員全体の人権意識の高揚を図る。

　交通局事業を進めるうえで人権の尊重を基本理念に置くことは極めて重要であり，職員に対しては，日
常不断に人権についての情報を提供していく必要があり，必要な参考図書の配付等を行った。

研修所 推進・研修 2

9
局職員に対する人権問題
啓発講座

継続

　基本的人権について再認識するとともに，人権問
題全般（女性，高齢者，障害のある人，同和問題，
外国人等）について広い視野に立った研修を実施
し，様々な人権問題について正しく理解し認識を深
め，人権意識を磨く。

　集合研修を実施した。
　実施日　　：12月
　実施回数　：1回
　内容　　　：保護観察対象者等の人権について

研修所 推進・研修 2

10 階層別職員研修 継続
　公務員としての自覚と認識を深め，職員として果
たすべき役割，責務の自覚，服務の厳正を守る意識
を高める。

　新規採用時及び昇任時等において，階層ごとに，その職の遂行に必要な知識，実践能力を培うととも
に，人権問題についても学習を深めた。
　新規採用職員研修（事務，技術(１１人)・バス運転士(３６人)・地下鉄駅職員(１７人)），新任係員研修
(６人)，新任主任研修(２人)(自動車部)，助役科研修(５人)(高速鉄道部)
　内容：業務知識（学科・技能），安全対策及びお客様接遇，
　　　　世界人権宣言及び京都市人権文化推進計画

研修所 推進・研修 2

該当事業・対応番号
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番号 事 業 名
新規・
継続等

事業目的 平成２８年度　取組実績 担 当 課 該当事業・対応番号

11
参加・体験型研修を取り
入れ，より効果的な研修
の実施

継続

　人権文化の構築を目指し，受け身の研修から，
フィールドワーク等参加・体験型研修を取り入れる
ことにより，自ら考え自ら行動する，能動的で資質
と能力の高い職員の育成を図る。

　実施講座：フィールドワーク　３回，８３人 研修所 推進・研修 2

12
交通局契約の広告代理店
に対する人権啓発研修

継続
　広告代理店と人権啓発に関する情報を共有し，人
権意識を向上させることで，どのような方も利用し
やすい地下鉄を目指す。

　人権啓発に関する情報を収集し，市バス，地下鉄の広告を取り扱う広告代理店の職員を対象に，日常業
務との関連のある内容について，情報連携を進めた。
　(28年度取組)　28年12月12日実施　　本局庁舎3階会議室　2５名参加
　「京都市人権文化推進計画」，「手話言語条例」について　ほか

営業推進室 教育・啓発 2

13
刊行物等への啓発標語の
掲載

継続

　交通局施設の掲示板や市バス車内及び地下鉄駅に
啓発標語の掲載された啓発ポスターを掲出すること
により，より多くの職員や市民に人権擁護思想の普
及高揚を図る。

　実施月：５月，８月，１２月
　掲出物：啓発ポスター

営業推進室 教育・啓発 2

14
市バスにおける多言語に
よる案内

継続
　外国人観光客などのお客様に市バスを快適にご利
用いただくことを目指す。

　取り組んでいる内容について，更に推進していく。
　・系統の行先表示，路線図，時刻表，音声案内に日,英の２箇国語表記
　　（観光系統は日,英,中,韓の４箇国語）
　・一日乗車券の日,英,中の３箇国語表記，案内マップ「バスなび」の４箇国語対応
　・「京都市バス“おもてなしコンシェルジュ”」による外国語での路線，観光案内
　　活動日数：７７日間（延べ６４４時間）
　・全車両に配備している「４箇国語対応コミュニケーションボード」での指さしや筆談による案内

自動車部
営業推進室

複数課題 1

15
地下鉄全駅に「こども１
１０番の駅」の設置

継続 　子どもを犯罪などの危険から守る。
　地下鉄全駅に「こども１１0番の駅」を設置した。不審者に襲われるなどして逃げ込んできた子どもを
保護するとともに，保護者，学校，警察に連絡し対応するなど，安全な地域づくりに貢献した。

運輸課 子ども 9

16 ノンステップバスの充実 継続
　車いす利用者はもとより，子どもや高齢者並びに
身体の不自由な方などにも，安全で容易に乗り降り
できる，ノンステップバスの充実を図る。

平成２８年度導入実績４３両（路線車両808両のうち累計776両） 技術課 障害者 7

17
地下鉄における多言語に
よる案内

継続
外国人観光客などのお客様に地下鉄を快適にご利用
いただくことを目指す。

　取り組んでいる内容について，更に推進していく。
　・車両の行先表示，路線図，音声案内，駅施設での案内に日,英の２箇国語表記
　　（のりば・出入口誘導案内，トイレ使用方法，地上部シンボルマークは日,英,中,韓の４箇国語）
　・案内サインの刷新（鉄道ピクトグラム，駅ナンバリング表示）
　・一日乗車券の日,英,中の３箇国語表記，案内マップ「地下鉄駅周辺ガイド」の４箇国語対応
　・自動券売機・自動精算機の切替ボタンによる４箇国語案内
　・駅改札に配備の「自動翻訳機能付タブレット端末(筆談機能付)」による案内

高速鉄道部 複数課題 1

18 地下鉄駅施設の整備 継続
　地下鉄駅の施設を整備することで，どのような人
にとっても利用しやすい駅を目指す。

　地下鉄駅については，人にやさしく，安全・快適な地下鉄を目指した設備の充実を図った。
　地下鉄京都駅について，エレベーターを新設し，２月１日に供用を開始した。また，トイレのリニュー
アル(段差解消，和式便器の洋式化等)については，３月２５日に供用を開始し，お客様の利便性向上を
図った。

技術監理課
電気課 障害者 7
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【上下水道局】

上下水道局
番号 事 業 名

新規・
継続等

事業目的 平成２８年度　取組実績 担 当 課

1 職場研修の充実 継続
　職員一人一人が人権に対する認識を更に深め，意
識の向上を図る。

　全所属において人権に関する研修を実施し，職員の人権に対する意識を深め，意識の向上を図った。 各課・事業所 推進・研修 2

2
庁内誌への啓発標語の掲
載

継続 　職員一人一人の人権意識の高揚を図る。 　職員の自主学習の素材提供として定期的に発行する庁内誌に，啓発標語を掲載した。 職員課 推進・研修 2

3
関連企業に対する啓発活
動の実施（人権月間の取
組）

継続
　人権文化の構築を目指し，企業と人権問題の関わ
りについて，正しい理解と認識を深める。

　人権文化の構築を目指し，企業と人権団体の関わりについて，正しい理解と認識を深めるために，上下
水道局工事事業者団体である一般社団法人京都市公認水道協会の会員に対し，人権月間に研修会を実施し
た。研修内容については，重要課題を偏りなく実施するように，年度で調整を図った。
《研修会》
　時期　１２月１５日
　場所　京都市水道会館３階ホール
　内容　ＬＧＢＴって何?
　講師　京都市男女共同参画センターウイングス京都（今井　まゆり 氏）
　参加　一般社団法人　京都市公認水道協会会員　３２名

職員課 教育・啓発 2

4 人権啓発看板等の掲出 継続
　より多くの市民に人権擁護思想の普及高揚を図
り，人権文化の構築を目指す。

　営業所・事業所等局施設の玄関に人権啓発看板を掲出した。 教育・啓発 2

5
各種会議等による局内連
携の充実

継続
　本市の人権文化推進会議の一員として参画すると
ともに，上下水道局人権行政の推進を図る。

  全市的な組織である人権文化推進協議会と綿密な連携を取りながら，局内の人権主任・副主任会議を１
1月に実施した。

職員課 推進・研修 1

6 職員研修 継続

　「人権文化推進計画」に基づき，広く人権問題に
ついて，その本質を正しく認識するとともに，日常
業務を通じてはもとより，地域社会においても積極
的に実践できる職員づくりを図る。

　憲法月間講座及び人権月間講座を，上下水道局研修室で実施した。
（憲法月間講座）
　時期　５月１６日
　内容　講演「手話言語について」
　講師　京都市聴覚言語障害センター（中山　明人 氏）
　参加　５４名

（人権月間講座）
　時期　12月２日
　内容　講演「ＬＧＢＴって何?」
　講師　京都市男女共同参画センターウイングス京都（久保　智里 氏）
　参加　４９名

職員課 推進・研修 2

7
人権研修等に関する資料
の提供

継続

　職員が自己の能力向上を目指して，自発的，主体
的に研鑽できるよう，また，職場における人権研修
を推進するため，教材としてDVDや書籍等の研修資
料の充実を図る。

　人権に係る職場研修を行うに当たってのDVD教材の貸出しリストを庁内イントラネットホームページ
に掲載し，所属の利用促進を図った。

職員課 推進・研修 2

8
コミュニケーションボー
ドの設置

継続
　外国人のお客さまや障害のあるお客さまとの窓口
応対における意思疎通の円滑化を図る。

　窓口における主な応対の内容をイラストと，英語，中国語，韓国語で説明したコミュニケーションボー
ドを６営業所とお客さま窓口サービスコーナーに配備し，来所されたお客様と円滑な意思疎通を図ること
ができた。コミュニケーションボードを活用することで，不安感や行き違い等を低減する効果が得られて
いる。

お客さまサー
ビス推進室

複数課題 1

9
聴覚障害者への窓口対応
支援事業

継続
　高齢者や耳の不自由な方が安心していただけるよ
う，局施設に「耳マーク」を表示した案内板や筆談
用具を設置し，環境づくりを図る。

　上下水道局本庁舎守衛室，琵琶湖疏水記念館，お客さま窓口サービスコーナー，各営業所,水道管路管理
センター及び，下水道管路管理センターに「耳マーク」を表示した案内板を設置することで，耳の不自由
なお客様に安心して来所いただける環境を整えた。窓口へ来所の際には，円滑に対応ができるように，コ
ミュニケーションボードや筆談器具を活用している。

お客さまサー
ビス推進室

複数課題 1

該当事業・対応番号
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番号 事 業 名
新規・
継続等

事業目的 平成２８年度　取組実績 担 当 課 該当事業・対応番号

10 お客様対応研修 継続
　すべてのお客様にとって利用しやすい窓口とは何
かを考える。

　営業所職員，点検事務委託先職員及び，京都市上下水道サービス協会職員を対象に，京都市聴覚言語障
害センターから講師を招き，手話言語の理解を深める研修を行った（11月）。

お客さまサー
ビス推進室

推進・研修 2
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【教育委員会事務局】

教育委員会
番号 事 業 名

新規・
継続等

事業目的 平成２８年度　取組実績 担 当 課

1 人権研修の実施 継続
　所属職員一人一人に人権問題に関する認識を深め
させ，その解決に向けたそれぞれの職務に相応する
役割の自覚を促す。

<取組実績>
１.新規採用職員等人権研修
　新規採用職員等が，本市施策・事業を展開していくうえで，すべての基軸となる人権意識を高めることを目的
とする。
（１）参加者　平成２８年度新規採用職員及び市長部局転入者（主任以下の者）１３名
（２）日時・場所　平成２９年２月２８日午前９時００分～１１時３０分
         総合教育センター
（３）内容　子どもの貧困と京都市の取組

2.平成２８年度教育委員会事務局職員研修
　教育委員会事務局全職員を対象に選択受講制をとり，個人の業務関心及び今日的な内容を踏まえて，人権問題
を考察する研修を実施。
（１）内容　①平成２８年９月２日「『障害者差別解消法と京都市手話言語条例』
　　　　　　　　　　　　　　　　　～その判断，法律違反では？～」
　　　　　　②平成２８年９月７日「京都市図書館の魅力について」
　　　　　　③平成２８年９月８日「学校現場研修について」
　　　　　　④平成２９年９月１３日「科学教育・理科教育の拠点 青少年科学センターについて」
　　　　　　⑤平成２９年２月２８日「子どもの貧困と京都市の取組」
　　　　　　⑤平成２９年３月２日「未来につながる力を育む京都市立幼稚園」
　　　　　　⑥平成２９年３月７日「京都市教育委員会の将来展望と重要施策」
（２）参加者合計　２０１名（１記載職員含む）

総務課 推進・研修 2

2
留学生による学校活動支
援事業

継続
　京都市立小・中学校において，留学生の活躍の場
を拡大・充実するとともに，より一層の国際理解教
育の推進を図る。

・多文化学習推進プログラムの拡大
　従来から実施している当プログラム事業をより一層充実させるために，学校への留学生派遣制度（京都
市国際交流協会「国際理解プログラムPICNIK」）を積極的に活用し，小学校に延べ204名，中学校に延
べ81名の留学生を講師として招き，国際理解教育の推進を図った。

・母語支援活動
　日本語で日常会話ができる留学生を市立小学校17校（22名），中学校4校（4名）に継続的に派遣
し，外国籍及び外国にルーツをもつ児童生徒に対し，母語による授業中の学習支援や会話のサポート等を
行うことにより，子どもたちの学校生活への適応を促進するとともに，留学生の活躍・交流の場の拡充に
役立てた。

学校指導課
（人権） 多文化 4

3
地域読み書き教室支援事
業

継続
　小学校程度の基本的な文字の読み書きの習得を必
要とする方々を対象に，文字の習得を図る。

　要件を満たす２団体に対し，合計123,500円を交付し，文字の習得を図るために各地域で行われる
サークル等の自主的な活動を支援した。

学校指導課
（人権）

複数課題 1

4
「人権教育指導資料集
（参考試案）」の活用

継続
　児童生徒の発達段階に応じた資料集を使用するこ
とで，適切な人権意識の高揚を図る。

　「人権教育指導資料集（参考試案）」を活用し，児童生徒の発達段階に十分留意した系統的な指導を推
進した。

教育・啓発 1

5

「《学校における》人権
教育をすすめるにあたっ
て」に基づいた人権教育
の推進

継続
　本市の人権教育の指針である「《学校における》
人権教育をすすめるにあたって」に基づき，各校で
人権教育の一層の充実を図る。

　これまで本市学校教育において行ってきた様々な人権問題の解決に向けた取組の成果と課題を整理し，
平成１４年５月に「《学校における》人権教育をすすめるにあたって」を作成した。作成から７年が経過
した平成21年度に，「人権教育検討委員会」を設置し，平成２２年３月に内容を改訂した。本指針の内
容としては，学校教育で取り組むべき重点課題として，(1)子どもにかかわる課題，(2)男女平等にかかわ
る課題，(3)障害のある人にかかわる課題，(4)同和問題にかかわる課題，(5)外国人・外国籍市民等にか
かわる課題，(6)HIV感染者等にかかわる課題，(7)その他の課題等を挙げている。
　「《学校における》人権教育をすすめるにあたって」を基本指針として，各校の実態に即して「人権教
育全体計画」及び「年間指導計画」を作成し，人権教育の一層の充実を図った。また，教職員の人権意識
の高揚及び指導力の向上を図るための研修会も実施した。
　○教職員研修
　・管理職人権研修の実施
　・人権教育に関わる主任研修会の実施
　・人権教育講座（全教職員対象，年４回）の実施

学校指導課
（人権）

教育・啓発 1

該当事業・対応番号
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【教育委員会事務局】

番号 事 業 名
新規・
継続等

事業目的 平成２８年度　取組実績 担 当 課 該当事業・対応番号

6
男女平等にかかわる課題
に関する学習等教育の推
進

継続
　学校教育の中で男女平等教育を推進し，男女共同
参画社会の実現を目指す。

(1) 不合理な性別役割分担意識とそれを背景にする女性に対する偏見等が子どもたちに与えている影響の
大きさを踏まえ，各校において，男女平等教育を人権教育の重要課題の一つとして年間計画の中に位置付
け，子どもへの指導を推進した。
(2) ドメスティックバイオレンス(夫婦や恋人などの男女問題において特に男性から女性に加えられる暴
力）を人権問題として位置付け，年４回，全教職員を対象に実施している研修「人権教育講座」において
デートＤＶをテーマとして取上げることで，教職員研修を充実させた。
(3) 進学・就職に際して，男女共にその個性や能力が十分に発揮できるよう「個が生きる進路の実現」に
向けた進路指導の一層の充実に取り組んだ。
(4)各校において， 男女平等教育を効果的に推進するうえで，家庭・地域の果たす役割の重要性をふま
え，家庭・地域教育学級や保護者懇談会等様々な機会をとらえて，家庭・地域の連携を図った。
(5)各校において，教職員自身の性別意識や偏見等を払拭し，すべての教育活動を見つめなおすために，
男女平等教育を推進するうえでの指導内容等に関する教職員研修を推進した。

学校指導課
（人権）

男女 4

7
同和問題にかかわる課題
に関する学習等教育の推
進

継続
　児童生徒の人権意識の高揚を目指し，人権尊重を
基盤とした社会の実現を図る。

・各校において，すべての子どもたちの自立と家庭教育力向上の支援など，人権教育としての取組を推進
した。

・各校において，社会科での同和問題をはじめ，人権尊重の観点から，発達段階に応じて，同和問題を児
童生徒に正しく理解させる指導を推進した。

学校指導課
（人権）

同和問題 3

8
外国人・外国籍市民にか
かわる課題等に関する学
習等教育の推進

継続

　すべての子どもたちに，民族や国籍の違いや文化
伝統の多様性を認め，相互の主体性を尊重し，共に
生きる国際協調の精神を培う外国人教育の取組を進
めることにより，多文化共生社会の実現を図る。

・多文化学習推進プログラムの実施
　　各校の実態に即した形で留学生派遣制度（京都市国際交流協会「国際理解プログラムPICNIK」）
　等を活用し，外国人の講師をとおして，多様な言葉や文化にふれる取組を推進した。
　（小学校４５校，中学校１７校で実施）
・京都市土曜コリア教室の実施
　　全市の児童（小学校3年～6年）を対象とし，韓国・朝鮮の言葉・遊び・音楽等を通して，韓国・朝鮮の生活や文化
にふれるとともに，参加児童の交流を深める取組を実施した。
　（取組実績）
　　参加者：2７人（京都市在住の国公私立小学生）
　　教室実施回数：全8回程度（内１回分は民族の文化にふれる集いに参加）
・民族の文化にふれる集いの実施
　　日時：平成29年2月4日（土）
　　場所：京都市呉竹文化センター
　　来場者数：約４００名
　　内容：市立学校児童・生徒及び市内の民族学校に通う児童・生徒による，民族舞踊，民族楽器の
　　　　　演奏，歌・遊びの交流，児童・生徒の作品展示など
・市内にある民族学校や国際学校，外国の学校との継続的な交流を図った。
・市立学校・幼稚園において「外国人教育方針」の補足となる「外国人教育の充実に向けた取組の推進について」の通
知を受けた取組を推進した。

学校指導課
（人権）

多文化 4

9
帰国・外国人児童生徒等
に対する支援

継続

　市立小中学校に在籍する，外国にルーツをもつ児
童生徒等に対し，適切な日本語指導や母語による適
応支援，アイデンティティを保持する取組等を実施
することにより，学力を保障し，進路の実現を図
る。

・日本語指導トータルサポートシステムの構築
　日本語の理解が十分でない外国にルーツをもつ児童生徒等の受入時に迅速かつ的確に対応できるよう，日本語指導担当教員の派遣等の総合
的な支援を行うトータルサポート校を設置し，巡回指導を担当する教員，母語支援員を配置した。
（１）「特別の教育課程」による日本語指導の実施
　　　　原則として，来日１年以内の日本語指導が必要な児童生徒に対して，特別の教育課程を編成し，教育課程内での別室指導を実施する
　　　ことにより，日本語習得の促進に役立てることができた。
（２）母語支援員の配置・派遣
　　　　母語による学校生活の適応促進や通訳等の言語面の支援を行う母語支援員を該当児童生徒が在籍する学校に配置・派遣することで，
　　　　対象児童生徒の学校生活への適応に役立った。
　　　・日本語指導ボランティアの派遣
　　　　特別の教育課程による日本語指導を終えた日本語指導が必要な児童生徒に対し，放課後の時間帯に日本語指導を行うボランティアを
　　　　随時派遣することにより，対象児童生徒の日本語能力の向上に役立てることができた。
　　　　（実績）小学校２６校（対象児童４４名），中学校１１校（対象児童１６名）
　　　・通訳ボランティアの派遣
　　　　通訳を必要とする児童生徒及び保護者に対し，通訳ボランティアを随時派遣することにより，学校，保護者，児童生徒の
　　　　コミュニケーションを円滑にすることができた。
　　　　（実績）小学校４１校（延２９８回派遣），中学校１１校（延７９回派遣），
　　　　　　　　高校２校（延５回派遣），総合支援学校１校（延１回派遣）
　　　・日本語を母語としない生徒や保護者のための多言語進路ガイダンスの実施
　　　　日時：平成2８年8月９日
　　　　内容：日本語を母語としない生徒や保護者を対象に，中学校卒業後の進路選択についての説明やグ
　　　　　　　ループ別相談会等を行うことにより，日本での進路選択について正しい知識を得ることができた。
　　　　参加者：３４名（生徒１９名，保護者１５名）

学校指導課
（人権）

多文化 4
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10 高齢者との交流等の推進 継続
　長寿社会への理解と認識を深め，世代を超えてつ
ながりを持ち，支え合う意識の共有を図ることを目
的とする。

　各学校において，生活科や総合的な学習の時間での高齢者との交流や伝統文化，福祉をテーマにした学
習を実施した。

学校指導課
（事業推進・
人権）

高齢者 8

11
人権啓発ポスターコン
クール（京都人権啓発推
進会議）

継続
　人権を題材にした啓発ポスターを募集・掲示する
ことにより，市民の人権意識の高揚を図る。

　誰もが笑顔で暮らせる明るい社会を築くため，日常の身近な出来事などを題材として基本的人権の尊
重・擁護を訴える取組。京都人権啓発推進会議（事務局：京都府人権啓発推進室）の主催により，府内
小・中・高等学校，特別支援学校，外国人学校に在籍する児童・生徒を対象に人権擁護啓発ポスターを募
集した。応募作品は選考を行い，優秀作品は展示するとともに，府民を対象とした啓発資料等に活用し，
子どもたちや市民の人権意識の高揚につながった。

学校指導課
（人権）

文化市民局
人権文化推進
課

教育・啓発 2

12 総合育成支援教育の推進 継続
　インクルーシブ教育の理念に基づく総合的な支援
体制の構築と，一人一人のニーズに応じた教育の推
進。

・子どもや保護者の願いと教育的ニーズを踏まえた就学相談を実施した。
　京都市就学支援委員会における審議件数：2055件
・障害のある子どもを持つ保護者や就学前教育・保育を行っている幼稚園・保育所等の職員を対象とした見学説
明会を実施し，総合育成支援教育に対する理解を深めた。
　　　6/３～7/８のうち13日間（13会場）実施　参加者４40名
・各総合支援学校において，障害のある子どもの「生きる力」と「保護者への生涯にわたる支援」を目的とした
個別の包括支援プランを作成した。また，個別の年間指導計画，学級の年間指導計画，月間指導計画を作成し，
計画的な指導を推進した。
・普通学級に在籍する発達障害や肢体不自由等の幼児・児童・生徒に対して，きめ細やかな指導を行うため，学
習活動上の支援や学校生活上の介助等を行う「総合育成支援員」（非常勤嘱託職員）を配置した。
　　　必要な全市立学校・幼稚園（25２校・園）に3７６名を配置 　希望校中の配置率100％を達成
　　　複数配置，小学校３０校，中学校１１校，幼２校
・総合支援学校の総合育成支援教育相談センター「育（はぐくみ）支援センター」の取組として，障害のある子
どもの支援を行う総合育成支援教育ボランティアの養成講座を開催した。
　　　期間：6月～10月（4会場で５回連続講座を開催）　受講者数：67名
　　　内容：障害のある子どものサポート等実践的な研修や障害理解等の理論研修
・就学支援シートについて，幼稚園・保育園向けの事業説明会を開催し，京都市内の全ての就学前施設において
事業を実施した。
　・説明会：6/2，6/16の2回実施，240園が参加
　・実施施設：全375園（9園増）

総合育成支援
課

障害者 10

13
障害のある生徒の就労支
援

継続
　障害のある生徒の自立と社会参加を目指し，企業
や労働・福祉関係機関とともに進路開拓・雇用促
進，職場定着を図る。

・企業，労働・福祉機関，行政，学校で構成される「総合支援学校デュアルシステム推進ネットワーク会
議」を開催した（6/２１，2/1４の2回開催）。
・労働・福祉機関，行政，学校，ＰＴＡで構成される「巣立ちのネットＷＯＲＫ」事務局会議を開催した
（7/１２，9/２０，１/３１の3回開催）。
・「巣立ちのネットＷＯＲＫ」取組の一環として「障害のある市民の雇用フォーラム」を開催し，企業等
に総合支援学校の取組内容や障害のある人の雇用に関する支援を理解していただく機会とした（11/９，
出席団体数４５社）。
・総合支援学校高等部職業学科において，喫茶「カフェしゅうどう」の運営や「高齢者配食サービス」
（社会福祉協議会との共同）など，東山総合支援学校が中心となり，地域とともに進める新たなキャリア
教育プログラムを推進した。

総合育成支援
課

障害者
4・
10

14 特別支援教育の理解促進 継続
　地域の一員として当たり前に生活していける社会
の実現を目指し，障害のある子どもたちへの市民の
理解・認識を深める。

・障害のある児童生徒の教育に関する啓発を推進するため，「京都市ノーマライゼーションへの道推進会
議」を開催し（2/28），総合支援学校における教育活動の見学会等を行った。

・小中学校育成学級等で学ぶ子どもたちの作品を一堂に集め，学習成果の発表の一環として「小さな巨匠
展」を開催した。
　開催日：平成２９年２月２日（木）～５日（日）　来場者数：5，405人

・障害のある子どもと障害のない子どもが共に活動することで，双方の社会性や豊かな人間性を育成する
「交流及び共同学習」を積極的に実施した。

・28年4月の「障害者差別解消法」の施行に伴い，障害や困りのある子どもたちへの就学前から卒業後
までを繋ぐさまざまな支援に関する情報を提供するとともに，市民に対して，「障害者差別解消法」や
「京都市手話言語条例」をはじめ，障害や特性，合理的配慮等への啓発を行うことを目的として，「はぐ
くみ情報展」を開催した。
　開催日：１２月１０日（土）　来場者数：約１，０００人

総合育成支援
課

障害者
9・
10
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15
障害のある市民の生涯学
習事業

継続
　障害のある市民の生涯学習の機会を保障し，自立
と社会参加を促進することを図る。

　障害のある市民の生涯学習の機会を保障し，自立と社会参加を促進する事業として，成人講座を実施し
た。
   ・発達に遅れのある市民の成人講座　（通年，１１０回実施，延べ２，９４０名参加）
　・聴覚言語障害のある市民の成人講座　（通年，２４回実施，延べ８２５名参加）
　・視覚障害のある市民の成人講座　（通年，１５０回実施，延べ１，０７７名参加）

総合育成支援
課

障害者 8

16
「いじめ防止対策推進
法」の施行に伴う取組の
推進

継続

　いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的
に推進するため，法により条例で定めることとされ
ている事項及び法の実践に関し必要な事項を定め
る。

　市立学校における「学校いじめ防止基本方針」を策定し，いじめの未然防止及び早期発見，迅速かつ適
切な対応，いじめの再発防止の取組を推進した。

生徒指導課 子ども 3

17
児童虐待に関する研修の
実施

継続
　関係機関との一層の連携を図り，児童虐待の未然
防止や早期発見，再発防止に向けた取組を推進す
る。

　今日の教育現場における多種多様な子どもたちの課題は，単に当該児童生徒の特性のみならず，家庭・
学校・地域という子どもたちを取り巻く環境や，周囲の大人たちの対応，友人関係等，多くの要因が複雑
に絡み合って起こっている。そこで，課題の見立てと対応について，実践的な教職員対象の研修会を行っ
た。
　・学校でのソーシャルワーク実践研修の実施
　　日時：5月11日，7月13日，7月28日，7月29日
　　場所：京都市教育相談総合センター

生徒指導課 子ども 2

18
心の居場所づくり推進事
業

改善
　子どもたちの居場所をつくり，子どもが伸び伸び
と学び育つ環境を整える。

・学びのパートナー等学生ボランティアの活用
 　延べ42人 を派遣（小学校ー２４人，中学校ー１８人）
・「洛風中学校」「洛友中学校」「ふれあいの杜」の教育充実
・「啐啄21・絆」の取組実施
   24校（小学校1校，中学校22校，総合支援学校1校）実施・参加児童生徒数1,038名
・フリースクール等民間団体と連携した不登校対策の実施
　市内4団体と連携し，体験活動事業や保護者支援事業，家庭訪問事業等を実施した。
・「こども相談24時間ホットライン」の運営
　子どもや子育てに関する相談を24時間対応（年中無休）で受け付けた。相談件数　1,570件
・不登校相談支援センターの運営
・不登校フォーラムの実施　実施日：１１月６日　参加者：延べ２９８名
・児童生徒登校支援連携会議の実施　　実施日：７月１２日，３月１日
・スクールカウンセラーの配置
　平成28年度，全京都市立小・中・高・総合支援学校に配置。
　学校における教育相談体制の充実及び課題の早期対応や予防にあたった。
・スクールソーシャルワーカーの配置
　平成28年度は配置校を28小学校及び1高等学校（平成27年度 23小学校）に拡充した。

生徒指導課 子ども 3

19
携帯電話・インターネッ
ト不適切利用防止対策の
推進

改善

　スマートフォン等の急速な普及に伴い，子どもた
ちの間で無料通話アプリ等を介したトラブルや犯罪
等の危険性，長時間利用等の依存性の問題が増加し
ている中，子どもたち自身がこれらを正しく活用で
きる力を育成するとともに，子どもと保護者など大
人が課題意識を共有し，共に行動することを促すた
め，市民や事業者と連携し，社会総がかりでイン
ターネットの不適切利用防止対策を推進する。

・「小中学生が主体的に課題を理解して自ら解決策を考え，保護者の課題意識の向上及び家庭等での行動
の支援にもつながるプログラム（授業モデル）」を２８年度から導入。

・携帯電話事業者との連携により，児童生徒向けに，携帯電話・インターネットの危険性等を伝える授業
を実施した。

・市民ボランティアである「携帯電話市民インストラクター」が，小中学校等で実施している家庭教育講
座やＰＴＡが主催する研修会等で，子どもの携帯情報通信機器（スマホ・ゲーム機を含む）利用に関わる
保護者向け・市民向けの啓発活動を展開。

・インターネット上の誹謗中傷や個人情報の書込みを早期発見・解決するため，京都府教育委員会と連携
し，ネット上の書込みの監視を実施した。

生徒指導課

生涯学習部
家庭地域教育
支援担当

子ども 8

20 健康教育の推進 継続

　子どもたち一人一人の「心と体の健康」に焦点を
当てた健康教育の取組を充実することにより，身体
的・精神的・社会的に，より健康になろうとする子
どもたちの育成を目指す。

・「心と体の健康」に焦点を当てた健康教育の充実，促進
・教職員研修会等の開催

体育健康教育
室

教育・啓発 1
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21
学校における性に関する
指導・エイズ教育の推進

継続

　授業研修会を実施し，
⑴児童・生徒に性やエイズについての正しい認識を
もたせる。
⑵人権尊重の観点に立ったエイズ教育を推進する。
⑶児童・生徒が生命尊重や人間尊重，男女平等の精
神に基づき，望ましい行動がとれるエイズ教育の系
統的な指導体系を確立する。

　各校において，校内研修や性に関する指導・エイズ教育の取組を年間計画に位置付け，実践した。ま
た，教職員等への研修会の開催等を通じて，発達段階に応じた効果的な指導方法を教職員等へ指導する指
導者の育成を行った。

体育健康教育
室

感染症 4

22
生涯学習情報ネットワー
クシステムの運営

継続
　市民の生涯学習を支援し，市民みんなが成長でき
る社会の実現を目指す。

　京都市内の生涯学習情報をインターネットなどにより提供し，市民の生涯学習活動を支援する。幅広い
世代への利用促進を図るため，携帯電話・スマートフォンに対応した「モバイル版京（みやこ）まなび
ネット」の運用し，様々な情報を発信した。

生涯学習部
生涯学習推進
担当

教育・啓発 1

23
生涯学習アドバイザー・
特別社会教育指導員制度

継続

　地域における生涯学習の振興，人権啓発活動の推
進，ＰＴＡ活動の振興を図る取組などについて，学
校，社会教育団体への助言・指導を行う生涯学習ア
ドバイザーを置くことで，市民に生涯学習の推進を
促す。

　生涯学習アドバイザー，特別社会教育指導者を積極的に支援した。
　○２８年度生涯学習アドバイザー８名・特別社会教育指導員２７名委嘱。
　○２８年１１月９日，アドバイザー，指導員向け全体研修会を開催。

生涯学習部
生涯学習推進
担当

教育・啓発 1

24
親と子のこころの電話相
談員の養成

継続

　子育てのこと，友達や身体のことなど，様々な悩
みに直面しながら身近に相談できる相手がなく，一
人悩んでいる「親」や「子」に対して，電話を通し
て相談に当たるボランティアを養成し，子どもの健
全育成を図る。

　〇第１８期生養成研修会　１４回開催
　〇班別事例研修会　　　　４２回開催
　〇個別事例研修会　　　　３６回開催
　〇相談員全体研修会　　　　４回開催
　〇相談員宿泊研修会　　　　１回開催
　〇相談員１日研修会　　　　１回開催

生涯学習部
生涯学習推進
担当
（現：子ども
若者はぐくみ
局育成推進
課）

子ども 6

25
温もりの電話相談員の養
成

継続

　京都市地域女性連合会とのパートナーシップの
下，子育ての悩みから季節野菜の料理法まで，どん
なことでも気軽に相談できる電話相談の相談員を養
成し，温もりのある地域社会の構築を目指す。

   ○相談員全体研修会　２回開催
　 参加者　温もりの電話相談員　約50名
　 第１回：平成28年８月22日（月）
    第２回：平成29年１月11日（水）
 
　○相談員実践研修会　２回開催
    参加者：温もりの電話相談員　約50名
　　　　　 各回いずれか１日に参加
    第１回：平成28年９月16日（金）
    　　　　平成28年９月21日（水）
    第２回：平成29年３月 ３日（金）
    　　　　平成29年３月 ９日（木）

　 ○スーパーバイザーの委嘱　２名

生涯学習部
生涯学習推進
担当

子ども 6

26
親支援プログラム「ほっ
こり子育てひろば」の実
施

継続

　子どもを育てる不安・悩み・喜び，子どもと共に
親も育ち学ぶことの重要性，親としての心構えにつ
いて，親同士が話し合い，交流するプログラム
「ほっこり子育てひろば」では，交流することで，
自ら気づき学ぶとともに，同じような悩みを抱く親
同士や，地域で子育てを支援する者が結ばれ，喜び
と共に子どもを育んでいくことを目指している。

　幅広く周知に努めるとともに，学校・幼稚園・保育園・保健センター・児童館・こどもみらい館等に
て，実施。
　○平成２８年度　１，７６３回開催　１８，００５人参加

生涯学習部
家庭地域教育
支援担当
（現：子ども
若者はぐくみ
局育成推進
課）

子ども 6

27
各学校・幼稚園における
保護者対象の学習会，懇
談会等人権学習会の開催

継続

　「京都はぐくみ憲章（子どもを共に育む京都市民
憲章）」の理念をふまえ，子どもたちの命を守り，
子ども一人一人の今と未来を大切にする家庭の教育
力の向上につながるテーマを設定した学習会や，保
護者同士の語り合いの場を設け，家庭でのよりよい
教育の充実・促進を図る。

　家庭や地域で，「京都はぐくみ憲章（子どもを共に育む京都市民憲章）」の理念を核とした取組が実践
されるように，各学校・幼稚園において保護者を対象とした学習会，懇談会等（家庭教育講座（幼・小・
中・総）等）や，単位PTA・支部や連協における学習会を実施した。

生涯学習部
家庭地域教育
支援担当

教育・啓発 1
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28
京都市ＰＴＡフェスティ
バル

継続

　京都市立の全校種のＰＴＡ会員が一堂に集い，会
員同士の交流や各校ＰＴＡの活性化を図り，また，
親子が一緒になって遊び，学ぶことを通して親子の
絆を深めることを目的に開催。その際に，人権啓発
のパネル展示を行い，参加された方の人権に関する
意識の高揚を図っている。

　開催日：平成28年12月10日（土）
　場　所：みやこめっせ　第３展示場
　内　容：ＰＴＡ活動の充実を図るため，実行委員会で内容を精査・検討した。

生涯学習部
家庭地域教育
支援担当

教育・啓発 1

29
憲法月間・人権月間にお
けるＰＴＡ街頭啓発・パ
レード

継続
　市民に人権の尊さを呼び掛け，差別のない明るい
まちづくりを推進する。

　憲法月間・人権月間の機会に，京都市ＰＴＡ連絡協議会が実施する啓発物品の配布及びパレードによる
街頭啓発活動を支援する。活動目的の徹底，他団体との幅広い連携等により，より充実した取組を行っ
た。
　⑴人権啓発パレード（憲法月間）
　　日　程：平成２８年４月１６日（土）
　　場　所：京都市役所前～総合教育センター
　　参加者：約500人
　⑵ＰＴＡ街頭啓発（人権月間）
　　日　程：平成２８年１２月３日（土）
　　場　所：市内２３ブロックに分かれて実施

生涯学習部
家庭地域教育
支援担当

教育・啓発 1

30
人権行政に関する情報の
職員への提供

継続 　職員一人一人の人権意識を高める。

　職員及び保護者等の人権意識を高めるため，人権関係の情報誌，チラシの配布，講演会等のポスター掲
示による情報提供を行った。
 　また，「人権啓発映画」を購入した（２８年度は４本の映画を購入し，２９年度以降研修用教材とし
て貸出しを開始する。）。

生涯学習部
家庭地域教育
支援担当

推進・研修 2

31

家庭教育新聞の発行
（平成２９年度から「京
都はぐくみ通信／ＧＯＧ
Ｏ土曜塾」に統合）

改善

　「京都はぐくみ憲章（子どもを共に育む京都市民
憲章）」の理念が，市民生活の隅々にまで浸透し，
社会のあらゆる場で実践行動の輪が広がることを目
指し，子どもたちの人権尊重の視点を基本に，家庭
での生活習慣や教育，子育てに役立つ情報，親子で
参加できる京都市の催しや施策の紹介など，幅広く
取り上げることで，教育情報誌としての充実を図
る。

　家庭・地域教育の充実と振興のため，全市の保護者を対象に家庭教育新聞を発行。
 　情報誌「GoGo土曜塾」との統合に向けた調整を実施。
・発行回数：年１回
・配布先　：全市立幼稚園・小・中・総合支援学校，私立・国立幼稚園，私立・国立小・中学校
　　　　　　及び市内全保育所の保護者のほか，図書館・区役所等市関係施設。
・発行部数：各1７０,000部

生涯学習部
家庭地域教育
支援担当
（現：子ども
若者はぐくみ
局
はぐくみ創造
推進室）

教育・啓発 1

32
人づくり２１世紀委員会
（京都はぐくみネット
ワークに名称変更）

継続

　19年2月に制定された「京都はぐくみ憲章（子ど
もを共に育む京都市民憲章）」の理念があらゆる場
で実践される社会の実現を目指して，子どものいの
ちに関わる緊急課題である「薬物」「エイズ」「虐
待」「インターネット・ソーシャルメディアの不適
切利用」等の解決に向けて取組を推進する。

・「京都はぐくみ憲章」の理念があらゆる場で実践される社会の実現に向けた取組の推進
・上記憲章の理念の普及，子どもを取り巻く緊急課題の課題解決に向けた連続講座等の開催
・「人づくりフォーラム」の開催
　　日時：平成29年２月５日
　　内容：講演会他
　　場所：京都市北文化会館　ホール

生涯学習部
家庭地域教育
支援担当
（現：子ども
若者はぐくみ
局
はぐくみ創造
推進室）

教育・啓発 1

33
ゴールデン・エイジ・ア
カデミーの開催

継続
　市民が，生涯にわたり自ら学び，教養を深める中
で，人生の楽しみをより深く豊かなものにすること
を目指す。

　歴史・文学・社会問題等の多様な題材をテーマとした講演会を毎週金曜日に実施しており（生涯学習総
合センターで開催，生涯学習総合センター山科で同時中継），人権特別企画として人権に関わるテーマを
設定した講演会を開催した。
　開催日：平成２８年１２月２日（金），場　所：京都市生涯学習総合センター
　演　題：〈特別企画：人権を考える〉同じから見るあなたと私

施設運営担当
（生涯学習総
合センター中
央事業館）

教育・啓発 1

34 人権啓発映画試写会 継続
　人権研修や保護者を対象とした人権啓発の促進を
図る。

　新着の人権啓発映画の紹介を兼ねて，市立幼・小・中・高・総合支援学校の教職員及びＰＴＡ役員，教
育委員会事務局職員・生涯学習振興財団職員を対象に人権啓発映画の上映を実施。
【実施内容】
　日時：６月22日（水）
　内容：映画 「あなたに伝えたいこと」，「聲の形」

施設運営担当
（生涯学習総
合センター中
央事業館）

推進・研修 2

【教育委員会事務局】  78



【教育委員会事務局】

番号 事 業 名
新規・
継続等

事業目的 平成２８年度　取組実績 担 当 課 該当事業・対応番号

35 人権啓発映画の貸出し 継続
　あらゆる人権問題についての正しい理解と認識を
深める。

　映画・ビデオの貸出しを行い，市立学校（園）の教職員を対象とする校内研修や保護者啓発用の学習教
材として活用を進めた。
【実施内容】
　市立学校（園）への「人権問題啓発映画資料」送付や人権啓発映画試写会での人権啓発映画資料貸出し
説明のアナウンスなどを実施し，当センター保有ビデオ教材の各学校（園）の授業や研修などでの活用を
推進した。

施設運営担当
（生涯学習総
合センター中
央事業館）

推進・研修 2

36
「学びのフォーラム山
科」の開催

継続
　講演会を通じて，市民の方の人権意識を始めとし
た教養を高める。

　教養を高め，文化，歴史，健康，食生活，時事問題など市民の方が興味・関心を持つ内容をテーマとし
て，毎週水曜日に講演会を開催しているが，11月に12月の人権月間にちなんで人権に関する講演会を開
催した。
　開催日：平成29年11月9日（水）
　演　題：『兼見卿記』にみる明智光秀・細川藤孝・吉田兼和の絆

施設運営担当
（生涯学習総
合センター山
科）

教育・啓発 1

37
人権問題関連図書の展示
と貸出し

継続
　市民があらゆる人権問題についての理解と認識を
深める。

　人権問題関連図書の展示と貸出しを行い，市民啓発に資する。
　
　　・京都市図書館全館…
　　　　憲法月間 （5月） ：憲法・人権問題関連図書の展示と貸出し
　　　　人権月間（12月）：人権月間関連図書の展示と貸出し
　　・京都市図書館（「きょう いのち ほっとブック事業」への協力館）
　　　　自殺予防週間（９月１０日～１６日）：「こころやいのちの大切さ」をテーマに自殺予防・自死
　　　　遺族支援等に関する図書の展示と貸出し

各図書館 教育・啓発 1

38 教育実践研究の推進 継続

　学校現場における人権教育の現状と今後のありよ
うについての調査・研究を継続して行う。また，家
庭や地域と連携した学校における「情報モラル」を
育む教育の確立に向けた研究を新たに進める。

　研究協力校での実践授業等を通して学校における「情報モラル」をはぐくむ教育の確立に向けた研究を
進め，研究のまとめを２９年２月１７日実施の研究発表会で報告並びに研究紀要や成果物という形にまと
め学校現場等へ配信した。

総合教育セン
ター

教育・啓発 1

39
教職員研修（教職員の職
務別・経験年次別研修）

継続
　学校教育における人権教育の確立・推進を目指
し，教職員の人権意識の高揚及び実践を推進する資
質・力量の向上を図る。

⑴　職務別・経験年次別研修
　　管理職，人権教育に関わる主任，採用1年目教職員等を対象に講義及び協議形式等による研修
　を実施。
⑵　教職員を対象とする希望参加制の研修
　　全教職員を対象に｢<学校における>人権教育をすすめるにあたって｣の具現化に向けて，講演や
　実践発表等を内容とする研修を実施。

　上記⑴・⑵の研修にあたっては，受講者の参加意識を一層引き出し，研修効果を高めるための受
講者参加型研修等，研修方法の工夫を図った。

総合教育セン
ター

推進・研修 2

40 校・園内研修の実施 継続 　自校・園における人権教育の確立・推進を図る。 　各校・園において人権教育に関する研修を計画的に実施。
総合教育セン
ター

推進・研修 2

41
教職員の教育研究団体研
修への支援

継続
　学校教育における人権教育の確立・推進を図ると
ともに，教職員の人権意識の高揚及び実践を推進す
る。

　教育研究諸団体の主体的な研究・研修を支援。
総合教育セン
ター

推進・研修 2

42
教育研究資料・教育関係
図書の充実

継続
　本市教職員及び市民等を対象に，人権に対する意
識の高揚を図る。

　人権及び人権教育に関する図書・資料を展示し，閲覧・貸出しを行った。
　平成28年12月1日（木）～12月28日（水）に「人権月間にちなんだ企画展」を開催

総合教育セン
ター

推進・研修 2

43
「生き方探究・チャレン
ジ体験」推進事業

継続

　中学校が授業の一環として，生徒それぞれの興味
や関心に応じた様々な職業体験や勤労体験に取り組
む「生き方探究・チャレンジ体験」推進事業を実施
し，高齢者福祉施設等での体験活動を通して，他人
への思いやりの心や主体性の育成を目的とする。

　約10,000人の生徒が老人デイサービスセンターや特別介護老人ホーム等の高齢者福祉施設をはじめ，
障害者福祉施設や医療機関など多種多様な約3,600の事業所で職業・勤労体験を行った。
（平成２８年度実績）
・高齢者福祉施設での生徒体験人数　387人
・障害者福祉施設での生徒体験人数　104人

京都まなびの
街生き方探究
館

高齢者 8
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44
教育相談総合センターで
の教育相談

継続
　子どもに関する様々な悩みに対して専門的な相談
窓口を設け，保護者の子育てを支援するとともに子
どもの健やかな成長を促す。

⑴カウンセリング
　子どもの不登校・いじめや友人関係・性格や行動・学習や学校生活のことなど，心のケアを要すると思
われること，また，子どもの教育上のさまざまな課題や子育ての不安について，教育・心理専門のカウン
セラーが来所相談に応じた。
　延べ相談人数：17，981人

⑵日曜不登校相談
　｢最近学校に行くのを渋りだした｣など，不登校についての不安や気がかりがあるときに気軽に相談でき
る体制を構築し，専門の相談員が相談に応じた。
　相談件数：56件

教育相談総合
センター

子ども 3

45
不登校児童・生徒の「心
の居場所」づくり

継続
　子どもの居場所をつくることで，精神的な負担を
減らし，健全な発育を促進する。

⑴ふれあいの杜
　個別カウンセリング，小集団体験活動，学習（教科）活動を通して，不登校児童・生徒が新たな人間関
係を築く中で，学校生活に適応し，自立心に富み，いきいきとした生活が送れるようになる取組を行っ
た。

⑵キャンプ
　京都市内の小・中学生で，長期にわたり，継続・断続して学校を欠席している不登校児童・生徒たち
が，自然とふれあい，また目標に向かって活動を進めることにより普段では経験できない達成感を経験す
ることにより，子どもたちの自立を促した。
　また，集団宿泊活動を通して，基本的な生活習慣の定着や人間関係の更なる構築等を図るった。（参加
児童生徒数：２０人）

教育相談総合
センター

子ども 3

46
「こどもみらい館」にお
ける事業の推進

継続 　乳幼児の健やかな育成を図る。

　子育てに不安や悩みを持つ保護者の方々を支援する施設として，子育てに役立つ情報や気軽に話し合え
る場の提供，親子のふれあいを深める講座の開催，子育てに悩む親の相談に応じるなど，子育て支援を総
合的に実施し，アンケートからも満足の声をいただいた。
　・子育てなんでも相談（対面相談 2,529件・健康相談 １６２件・電話相談 ５１８件）
　・子育てセミナー　4回　82人
　・子育てパワーアップ講座　63回　2,382人
　・すこやか子育てサロン　7回　121人
　・子育ての井戸端会議　72回　1,309人
　・Dr.浅野のすこやかサロン　12回　425人
　・すくすく教室　6回　８０組
　・子育て図書館の運営　貸出人数 79,219人，貸出点数255,281人

子育て支援総
合センターこ
どもみらい館

子ども 6

47 常設展示の充実 継続
　広く市民に対し京都での明治初期の地域住民と番
組小学校の教師による障害児教育への熱意と工夫を
伝える。

　常設展の１コーナーに「京都盲唖院」の創設に関する資料を展示し、視聴覚障害児のための日本で最初
の近代教育の取組を紹介した。

学校歴史博物
館

教育・啓発 2
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